
 

会 議 録 

会議の名称 令和４年度（2022年度）第１回つくば市行政経営懇談会 

開催日時 令和４年８月 25日（木） 開会 14時 閉会 16時 00分 

開催場所 つくば市役所コミュニティ棟３階会議室ＡＢ 

事務局（担当課） 政策イノベーション部企画経営課 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 

 

小川委員、小見山委員、手塚委員、柳下委員、上田委員、星

埜委員、堀委員、水谷委員、溝上委員 

その他  

事務局 

 

藤光政策イノベーション部部長、大越政策イノベーション部

次長、横田企画経営課課長、中村企画経営課課長補佐、岩橋

係長、髙橋主任、瀬戸主任 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ０人 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

 

議題 

 

 

(1) 令和４年度（2022年度）つくば市行政経営懇談会協議事

項等について 

 

 

会

議

次

第 

 

1. 開会 

2. 委員紹介 

3. あいさつ 

4. 座長等の選出 

5. 議事 

6. その他 

7. 閉会 



 

（事務局） 

皆様お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまから令和４年

度、第１回つくば市行政経営懇談会を始めさせていただきたいと思います。座

長が決まるまで、進行の方を事務局で務めさせていただきます。 

まず今年度、行政経営懇談会の委員をお引き受けいただいた方々のご紹介を

させていただきたいと思います。委嘱状につきましては、皆様の机上に配付し

ておりますので、ご確認よろしくお願いいたします。それではご紹介させてい

ただきます。 

【委員紹介】 

（事務局） 

以上 10名が今年度の行政経営懇談会委員の皆様です。皆様、本年度よろしく

お願いいたします。ここで、この行政経営懇談会を担当します政策イノベーシ

ョン部部長からご挨拶を申し上げます。 

 

（政策イノベーション部長） 

どうぞよろしくお願いいたします。着座にて失礼いたします。本日大変お忙

しい中、この時間に皆様ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

私もこの懇談会とても大事な会だと思いますので、委員をお引き受けいただき

まして本当に感謝申し上げます。 

本懇談会は、効率的、効果的な行政運営のあり方等について有識者及び市民

の皆様から広く意見をいただいて、その市政運営に活用していくことを目的と

して設置しております。まさに行政のあり方という根本のところでございます

ので、ぜひご議論、ご意見賜ればと思っています。 

つくば市でも、様々な審議会であるとか、ワークショップ、住民説明会等、

市民参加、市民の方の皆様に参加いただく取組の実施というところをやってお

りまして、その中でオンラインの活用というところを進めているところです。

昨年度の懇談会で、対面によらない市民参加の充実についてご意見をいただい

ておりました。さらなる市民参加を図るために、職員向けの手引きとして、市

民参加の推進に向けたオンライン活用の手引きというものを作成しオンライン

活用事例の紹介とか、留意すべき点等々を周知して、ご意見を反映していると

ころでございます。 

今年度については、平成 30年３月に策定しました「市民参加に関する指針」

の内容に照らしながら、改めて市民参加の取組について、ぜひ委員の皆様のご

意見をいただきながら、検証を行っていきたいと考えております。市長も市民

とともにつくるという、スローガンを掲げておりまして、市民に寄り添った、

市民とともに活力ある地域づくりというところを目指しておるところでござい

ますので、改めてこの懇談会で皆様の貴重なご意見をいただきながら進めてい



 

きたいと思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

 続きまして、今年度の委員の皆様からも簡単に、自己紹介等をいただければ

と思います。順番は先ほどの委員紹介をさせていただいた順で進めさせていた

だければと思います。 

          

 【委員自己紹介】 

 

（事務局） 

皆様、ありがとうございました。続きまして本日の出席者の方ご紹介をさせ

ていただきます。 

 

【事務局職員紹介】 

（事務局） 

続きまして、次第を進めさせていただきまして、座長等の選出の方に移らせ

ていただきたいと思います。今年度の行政経営懇談会を運営するに当たりまし

て、懇談座長を選出していただきたいと思います。座長の選出につきましては、

行政経営懇談会設置要項第五条第１項の規定によりまして、委員の互選により

定めると規定しております。互選の方法について、委員の皆様のご意見もお願

いしたいと思います 

 

（委員）  

もし、事務局の方で案がありましたら、ご提示いただきたいと思います。 

 

（事務局） 

委員ありがとうございます。今、事務局から案を提示していただきたいとい

うご意見いただきましたので、事務局から案をご提示させていただきます。 

今年度の懇談会の座長につきましては、昨年度に引き続きまして、筑波大学

副学長の委員を提案させていただきたいと思います。 

事務局からは、筑波大学副学長にあります委員を座長として推薦をさせてい

ただきました。皆様、よろしいでしょうか。 

 

【異議なしとの声あり】 

（事務局） 

ありがとうございます。それでは委員、今年度も座長としてよろしくお願い

いたします。 



 

それではここで座長から一言ごあいさついただきたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

（座長） 

はい。それでは昨年度に引き続きまして、今年度も座長を務めさせていただ

きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。先ほど自己紹介で思い

のたけを話してしまいましたので、頑張りますので、ぜひ皆様ご協力いただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

 

（事務局）  

改めまして、座長よろしくお願いいたします。それでは、ここからの進行で

ございますが、行政経営懇談会設置要項に基づきまして、座長に進行をお願い

したいと思います。座長、そのままでよろしいので、よろしくお願いします。 

 

（座長）  

はい。それでは、座長に選出させていただきましたので、私から本日の予定

をまず申し上げて、スタートさせていただきたいと思います。 

本日の案件でございますが、議事は１件となっております。会議の公開、非

公開についてでございますが、つくば市会議公開条例の非公開の会議に該当い

たしませんので、公開で進めて参りたいと思います。ご承知おきいただければ

と思います。 

次に本日の配付資料一覧がございますので、ご確認いただきまして、過不足

なる場合は事務局までお知らせください。よろしいですか。 

それでは、次第５の議事に移りたいと思います。(１)令和４年度（2022年度）

つくば市行政経営懇談会協議事項について、事務局から説明をお願いします。 

 

 【資料説明】 

 

 

（座長）  

はい、ありがとうございます。ただいま事務局から、今年度の協議内容とし

て、つくば市市民参加に関する指針が５年を超えない期間ごとに検証を行うこ

とと規定していることから、指針の内容に照らしつつ、市民参加の取組につい

て検証を行っていくことが策定の経緯や現状も踏まえましてご説明がございま

した。繰り返しになりますが今年度この行政経営懇談会のお仕事は、検証とい

う形になるということを再度確認させていただきたいと思います。まず協議内

容につきまして、もしくは、今結構膨大な情報量のご説明がありましたが、わ



 

からない点とか、もう少しここは説明していただきたいという点はございます

か。 

 

（委員）  

丁寧な説明ありがとうございます。まず、資料を１週間以上ぐらい前にいた

だいたので、ゆっくり見させていただいて、本当にありがとうございます。見

たときに気になった点で二つだけお聞きできればと思います。 

25ページに、市民委員の参加が可能な審議数の会議が 47で、実際は 39とい

うことで、これが市民委員の参加が可能な審議数の 47にならないのはなぜでし

ょうか。前年度もその前もこのギャップがりますが、何かあるのでしたら、教

えていただきたいと思います。 

もう一つは、この審議会でも出てくるのかなとは思いますが、29ページのア

ンケート結果、令和３年の実施のもので、この市民のきっかけとかいろんなア

ンケートが終わって、きっとこの後報告があると思うんですが、これはホーム

ページ等で発信するのか、回答した委員には返すのかとか、この活用状況につ

いて、何か見通しがあれば教えていただけるとありがたいなと思います。 

 

（事務局）  

はい、委員ご質問ありがとうございます。まず一つ目のご質問になります。 

25ページの審議会等の数と、実際に市民委員が参加している審議会等の数が

イコールにならないことについては、市には様々な附属機関とか懇談会等があ

るんですが、その中身におきましては、科学技術関係とか、本当に細かい数字

でしたり分析を要したりするもので、一般市民というよりも本当にその学術分

野に詳しい方についてのみしか取り扱えないようなテーマを扱うものもあるこ

とから、会議に参加させてしまうのは逆に市民委員の過度の負担になりかねな

いだろうというところから、こういった形でイコールにならないようにはして

おります。あと事業について、専門的な知見からの分析を必要とするような会

議もございますので、そういった会議につきましても、こういった形での市民

委員等が入ることは控えている会議というのはいくつかございます。 

二つ目の 29ページの市民参加のアンケートについては、行政経営懇談会で報

告させていただくとともに、報告資料の一環として皆さんにもホームページ等

で公開させていただいております。答えていただいた方すべてにフィードバッ

クできていませんが、市民委員意見交換会等において、皆さんからこういった

意見が寄せられていますということを共有しながら進めさせている次第です。

ありがとうございます。 

 

 



 

（座長）  

はい。ついでに今の委員の質問に関連して私からも確認したいのですが、９

ページでは、実際に市民委員を募集した附属機関、懇談会の割合を 100％にす

ると書いてあります。一方、25ページは、市民委員の参加が可能な審議会と、

これは違いがあるので書き分けているのかという点が１点です。今のご説明で

すと専門家がいる、必要とするものがあるので、数が一致してないということ

であれば、この 47件中、市民委員が参加したのは、何件か、違うと思います。

39 件しか参加してないので 100％にはなってないと思います。募集したが、応

募が来なかったというのがどれぐらいあったのか教えていただきたいというの

がたぶん委員のご質問の意図ではなかったかと思いますがいかがでしょうか。 

 

（事務局）  

ありがとうございます。まず参加可能な数というのは先ほどお答えとして申

し上げた、市民委員が入るには少し難しい会議という意味です。ここで言う９

ページの募集した委員というのは、市民委員が参加することが可能とされてい

る、先ほど申し上げた専門的なものじゃないものについては通常募集する形に

なりまして、募集したところについては市民委員が参加できなかったというこ

とはなく、もれなく市民委員が参加できているという意味です。市民委員が入

ることを規定している会議につきましては、実際に市民委員が入らなかった会

議はないということです。 

 

（座長）  

ありがとうございます。確認ですが 39 件は募集したところは全部 39 件入っ

ているという理解で大丈夫ということですか。 

 

（事務局）  

その通りです。 

 

（座長）  

他にいかがでしょうか。 

 

（委員）  

検証というところで、まず確認ですが、この資料に沿って質問するというこ

とが検証に当たるのであれば、説明を伺った中で２点質問したいなと思ってい

ることがあります。質問させていただいていいですか。 

まず、膨大な資料とおっしゃっていましたが、私の中では、すごくわかりや

すかったなと思っています。流山で活動した時の自分の経験であったり、柏市



 

で活動したときの経験の中でもこんなにわかりやすく説明されたこと今までな

かったと思っているので、よく理解できたと思っています。その上で、20代以

下の方の参加をもっと促進していきたいと何度か繰り返し書かれていると思い

ます。私は 30 代ですが、20 代をここの委員に入れようというような活動をさ

れたのかというところを聞きたいと思っています。理由としてはまず、私がこ

の会に参加したのは、つくば市役所でお勤めの方が、こういう会議があるけど、

どうですかと推薦というか、これどうって紹介いただいて知ったのが最初のき

っかけでした。そのときに、まず私が 30代だって絶対に相手の方はご存知だっ

たと思いますし、20代の方にも参加して欲しいと思っています、なんてことは

どこ読んでもなかったです。資料には 20代の方たちに参加して欲しいと思って

いると書いてあることについて、ギャップを感じました。まず 20代の方を委員

に入れる努力であったりとか、なんで入らないのかというところはしっかりと

検証、検討されたのか。また議論されたのかというところが質問の１点目です。 

２点目に、そこに向けたワークショップであったり、シンポジウムならわか

りますが、とにかくいったん頑張って広報するということではなくて、一番伝

えたいと思っているところにターゲットを絞ってやるというような、時間も有

限の中で、メインのところにターゲットを絞らないといけないと思います。そ

ういうような活動というのは、この三、四年の中でどのようなご活動をされて

いますか。先ほど中学生とタウンミーティングみたいなこともありましたが、

その他の大学生とかが全然見えなかったので、その点を聞いてみたいと思いま

した。よろしくお願いします。 

 

（事務局）  

ご質問ありがとうございます。まず一つ目の 20代以下と特定のところを狙い

撃ちした企画があるのかということですが、会によっては、若い方の意見、特

に大学生とかの枠みたいなものを設定して募集するという事例はあります。 

当企画経営課で行った未来構想を検討した審議会の例になりますが、若い方、

特に大学生というのは、つくば市においては、筑波大学の学生が卒業と同時に

転出してしまうというのは、問題視している部分もありますので、大学生にぜ

ひ参加していただきたいということで、そういった枠を設け、実際に参加して

いただいたという実績はあります。特に、意識して若い方に入ってきていただ

いた事例もありますが、実際に手を挙げていただいた方を平等に区別せず市民

委員の公募で、若い方の応募自体が少し少ない傾向です。30代より下の年代が

少ないというのも事実として数字に表れています。狙わずとも、広く公募のな

かで自然に若い方が、手を挙げていただければありがたいなという意味で少し

取り上げさせていただきました。 

二つ目の、個別のターゲットを絞るということですが、具体的には何か個別



 

の課題に向けてこの市役所側から何らかの取組とかをしているかという案件で

よろしいですか。それとも先ほど申し上げた中で、未来構想等の中では、ター

ゲットが広いので、それぞれそこから意見を聞くにおいて若者、大学生をター

ゲットとした会や中学生、子育て世代をターゲットとした会でしたり、それぞ

れ職層等分けて、それぞれから意見を聞いて、それを最終的にまとめるという

取組をしたこともありますが、そういった趣旨でしょうか。または、市民参加

の取組自体で若者の参加をターゲットにするという趣旨のご質問でよろしいで

すか。 

 

（委員）  

この人を参加させたいと思ったときにその人がいない中でどうやって参加し

てもらおうなんてことを議論しても、リサーチになってないというのが、わり

とビジネス的な感覚であります。当事者を入れて議論していかないといけない

ので、委員にはやはり 20代の方がその能力とかにかかわらず必要だと思うとい

うのがまず１点です。たぶんそれは国でジェンダーの話をしている時と同じ可

能性があると思っています。なんで入らないのか、または、広報して知ったと

ころで、参加しないのではないか、という問題もあると思います。知っている

けど参加したくないと言われたら一生懸命広報したところで意味がないのでは

ないかというのもあり、何に一体興味を持っているのかとか、何が面倒くさい

と感じているのかということをまず知らなければいけないのかなと思ったの

で、そういうようなリサーチ的な活動のためにも、まずは一本釣りだとしても、

20代の委員に参加してもらうことは検討されたのかという質問でした。 

 

（事務局）  

ありがとうございます。そういった形でターゲットを絞った意見を聞きたい

という手法についても、様々な取組を行っており、ご協力いただいている無作

為抽出名簿というものがあります。市が無作為抽出し、名簿登録の依頼を行い

同意いただいた幅広い年代、様々な方が名簿に登録されております。名簿登録

の際に、希望の分野について確認していおります。例えば、行政経営の分野を

委員として参加してみたい方で、年代では、20代の意見を聞きたいなとなれば、

その年代の方にお願いすることもできます。また、会議によっては女性の意見

を聞きたいという場合には、女性にお願いするという活用もできるようなって

います。 

会議のテーマに応じて、公募すると同時に、そういった形で名簿の中から、

狙ったターゲット層の意見を入れていただくというのもできるようにはなって

きています。 

補足ですが、参加者の年代に偏りがあるというところは、実際こうやって、



 

指針をおまとめいただいて我々もこうやって数字に出て、改めて出てきたとこ

ろです。若い人、特に、大学生とか、20代の方、社会人初めの方というのは少

ないなという実感はあります。市民の参加という、一面的にある程度それは良

くなってきたところがあると思いますが、委員がおっしゃっていただいたよう

な、ターゲットを絞って、どんな市民に、というところ、もう少しブレイクダ

ウンした方法をとっていくことが、もしかしたら問題なのかもしれないという

ところで、もし、そうあるべきだというところとかがありましたら、ぜひこの

場でご議論とかいただけると次のためにもなるのかなと思います。 

 

（委員）  

今まだ自分が引っ越してきたばかりで、今までつくば市役所の中や、この審

議会で話されてきたことを全部把握できているわけではない中で、ソリューシ

ョンだけを真ん中に置く気は全然ありませんが、広告業で、その人のモチベー

ションマネジメントとかをずっと仕事にしてきたので、なぜ人は動きたくなる

のかということを考えたときに、２回目と３回目の会議までに準備しておかな

ければいけないことと、皆さんの意見を聞きながら、この案がよさそうだなと

思うのを提示するのかなと思っていますが、とにもかくにも、よくあるのがた

ぶん、相手のためをもってこの人によくしてあげたいと思ったところで、本人

の意見を聞いてないよねというサービス開発がよくあると思っているので、や

はり、それは注意したいなと思いました。もし、すでに話をされているのであ

れば、申し訳ない質問になるので一応確認してみました。でも、今ようやくそ

の段階だということであれば、改めて、今回参加してよかったなと思っている

ので、２、３回目までに、自分も考えてみたいと思います。 

私、ここに参加しようかなと思った時に、どうしていいかわからなかったの

で窓口に行ったんです。こういうのをやりたいと思っているんですって、確か

受付で、ご対応くださった方ですよね、何か顔を覚えているんですけど、雑談

になって申し訳ないんでが、その時が印象的でした。この方、誰なんだろうと

思ったのがあるんですが、最初にこういうのってエントリーしてどうなんです

か、みたいなことをただの１市民として話に行っただけのつもりだったんです

が結局 30 分から 40 分ほど、２人で話していた記憶があって、よく誰かも知ら

ない私にこんなに話かけたな、かつ話聞いたなと思ったんですが、ずっとどう

やってこの会議を知ったんですか、普段どんなツール見てますかってすごい質

問攻めにあって、私はこうやって、こうやって、という話をしました。そうい

うことを若い子たちにしていくと、単純に興味を持ってもらっているんだった

らどんどん話をしていけばと思います。普段は自分が聞く側のほうが多いんで

すが、あんなに聞かれたのが久しぶりだったので、すごい名札を見た記憶があ

ります。まず、そういう姿勢を出すみたいなところが第一歩だったりするのか



 

なと思っていて、新しい人とか、そういう広報、今届いてなかったであろう人

たちに届けたいと思っているんだなというのが、受付で感じたことも、実際に

エントリーしようと思ったきっかけでもありました。そういう自分の今の新鮮

な気持ちと、基本的な広報によって進めていくと、こういうモチベーションが

動いてこうなるんだっていうところを、２、３回目までに、持ち合わせたいな

と思っています。長くなりましたすいません。以上です。 

 

 

（座長）  

ありがとうございます。何かございますか。 

 

（事務局）  

ありがとうございます。今回テーマが、市民参加の推進を検証するというこ

とでしたので、特に新しく引っ越していらっしゃって、この会議の委員募集を

知っていただいたというところがあったので、本当に純粋に、どうやって情報

が届いているのか、関心を持っていただいている背景とか、会議で資料を作成

するにあたり、非常に重要なことかなと思い、お尋ねさせていただきました。

これからもこの会議で、ご発言いただく中でしたり、会議終了後でしたり、い

ろいろお考えを伺いながら進めていけたらなと思っています。ぜひ、よろしく

お願いいたします。 

 

（座長）  

ありがとうございます。委員から、20代を参加させたいことを議論するのに

何でここに１人も 20代がいないのという、ストレートなご意見をいただきまし

た。 

 

（委員）  

昨年、20代の委員いましたよね。ご参考までに皆さんと共有させていただく

と、その方は無作為抽出で選出された方でした。だからやはり、積極的に手を

挙げていただいた 20代の方たぶん、この会ではいないかなと思います。やはり

概してこういう会って高齢の方になりがちというか、なかなか関心を持っても

らいづらいので、確かにおっしゃるような視点非常に大事だなと思って聞いて

いました。やはり、無作為抽出のような、頼まれればやるよという方はたぶん

相当数いらっしゃるので、そういう形は一つの解決になるのかなと思っていま

す。 

例として、追加資料の２ページ目の項目を見ていると、まさにマーケティン

グに近い話かなと、どうやってお客さんを集めてくるかみたいな話になってき



 

ているのかなと思います。受け入れ体制はある程度整ってきていますと、ただ

後は、そのお客さんを呼び込めない、アピールが足りませんと、ではどうした

らいいですかというのを聞かれている気がしています。なかなかそこって、ま

ず専門家でもないので、良い案が出るのかなというと少し不安があるのと、ま

ず前提として、イメージを共有するために、どれか１、２個でもいいので、具

体的に入口の部分ではこういう書きぶりで、こういう形で発信しています。そ

して、応募はこういう形で来ていて、その最後の公表は、こういう形で出てい

ますよというのを、次回でもいいと思うので示していただくと、非常にわかり

やすいのかなと思います。それを見てブラッシュアップという形で、具体的な

イメージも出るかなという気もしています。あと、そういう意味でアイディア

でいうと、可能であればですが、他自治体ですとか、あるいは日本に限らず、

外国の例でも構わないですが、こういうアイディアがあるみたいなものが情報

収集していただけるんであれば、それも非常に参考になるのかなと思います。 

私個人としては、ちょっと自信がないというかアイディアがこれ以上出るの

かなというのがあって、そういうことを考えました。以上です。 

 

（座長）  

ありがとうございます。 

 

（委員）  

私が個人的に悩んだ時には、例えば、子供たちの意見を知りたいという時は、

待つのではなく行くんです。六つの審議会の委員をやらしていただいても、図

書館のときに、いろんな課題をだしていただくのですが、使っている人たちの

生の声が聞きたいと思ったら、40,50 人の方に図書館を回って聞きました。や

はり来なければ、行けばいいと思う。例えば、20代の人の意見を聞きたいとい

ったら、この審議会委員のみんなでまちに出て聞けばいいと思います。やはり

１人委員を入れたから、それは 20代の総意ではないと思います。なので、あま

りこの数字にこだわってしまうと、一番大事なのは、市民がどう思っているか、

例えば、いろんな審議会とか懇談会のテーマに即した何かアイディアとかを知

りたいわけです。この行政のこのやつに、20代の方、何人かはなかなか難しい

と思う。来てくれる方はいいが、やはりテーマで、これは若い人の意見聞きた

いよねという時には、行けば良いと思います。 

例えば、大学生に聞きたいといったら私は大学に行き、大学生がどういうふ

うに考えているかちょっと聞いてみる。アイディアを出して、あんまりこの数

字にこだわると、見えなくなるような気がします。参加者が増えたから、20代

の意見を吸い取ったでは、余りにも暴論になっちゃうような気がします。こう

出してしまうと、どうしても少ないだろうと見えるのですが、いろんなテーマ



 

の中で、あまり数字にこだわってしまうともったいないなという気が何となく

しました。長くなりました。ありがとうございました。 

 

（座長）  

委員、どうぞ。 

 

（委員）  

すいません、一つ質問で、一つ意見です。先に意見を言います。若い人の参

加というのですが、17 ページの、オープンデータアイデアソンの写真を見る

と若い人いっぱいいると思います。私も Hack My Tsukubaとか参加しましたが、

ほとんど若い人でした。なぜかというと、そういったところは、大学の先生が

いらっしゃって、司会とかいろいろ進行役とかされているので、学生がそうい

った形で入りやすいという。なので、そういった学生が絶対に来ないわけでは

ない。ものによっては、もうほとんど学生というものもあるんだなというのは、

私もそこで感じたので、審議会にいかに若い人を呼び込むかというのは、そう

いったことの例も考えながらやっていくといいんじゃないかなと思いました。 

あと質問です。候補者名簿で、無作為でこうやりましたと、23ページの作成

状況を見ると、100 人ほどの名簿を作成されておりますが、26 ページの実際の

運用状況、市民委員数と書いてありますが、この市民委員数の中で、この無作

為名簿から抽出されてなった方、それから公募で自分から応募した方の内訳を

入れていただけると、検証しやすいかと思います。何が効果的なのか、どちら

の、どういう方法が、市民がわかりやすいのかというので、今までやったこの

成果をぜひ教えてください。アイラブつくば推進委員会では、市民委員数６人

のうち何人が公募、何人が名簿からいらっしゃったのかという、そういった内

訳をお願いしたいなと思っております。よろしくお願いします。 

 

（事務局）  

はい。令和３年度の内訳は次回までに整理して提出いたします。 

 

（座長）  

はい、委員。 

 

（委員）  

今のお話を伺って聞きたかったんですが、私ちょっと全然わかんなくて聞い

ているですが、今回、名簿から抽出されたというのは、この中で市民委員だと

私だけということなんでしょうか。 

 



 

（事務局）  

もう１名の委員も名簿からになります。 

 

（委員）  

皆さん、無作為なのかなと思ったんですが、積極的に参加したいといって参

加されている方もいらっしゃるということですね。 

（事務局）  

委員２名は公募で応募いただき参加いただいております。 

 

（委員）  

公募ではなく、申し訳ないです。 

 

（座長）  

はい、委員どうぞ。 

 

（委員）  

私、今回参加させてもらって少し気になったんですが、20代の人を増やして

いくとなったとき、この無作為の書類が届いた際、正直、これ何だろうって思

いました。何か 20歳になって選挙制度が来るみたいなものと一緒で、なんだこ

れみたいな。でも、自分が自営業を始めて、こういうのにも参加してみようと

思ったことが参加するきっかけになりました。実際問題、これって１回きりで

はないじゃないですか。この先ずっと続けていくとなったとき、20代の子が親

御さんとか学校の先生とか、大学の先生であったりから伝えられなかったら、

この意味はないというか。親が選挙行くとなったら、子供も選挙行かなきゃと

思うじゃないですか。お酒飲むのも 20歳になったらというルールがあるじゃな

いですか。実際問題、これが浸透してないから 20代も来ないのかなと私は思っ

たんです。でも、この人数を見て正直、30代 50代 60代の人が来ていること自

体、それがどんどん伝わっていけば、20代の人も増えていくのかなと思いまし

た。なので、行くといいよという人が近くにいないと行かないなと思います。

皆で行こうとなったら行くけど、１人で行くのは不安だし、孤独だし、怖いし、

周りはお偉いさんばかりだし、となってしまうのではないか。確かに SNS でツ

イッター、身近だけど、文章で読むと近くには感じないというか、スライドを

タップして流して読んでしまう。でも、先生が言っているのであれば、行こう

と思うではないかと思います。また、市役所の職員さんが学校に出向いて、こ

ういうことがあり、こうやってつくばはすばらしいまちになっていくんだよと

なったら、行こうと思うきっかけになっていくのかなと思いました。 

 



 

（座長）  

貴重なご意見ありがとうございました。では、委員は名簿の通知を受け取っ

たとき、どうお考えになりましたか。 

 

（委員）  

無作為というものを知らなくて、何か選ばれたのかなと思って、宝くじに当

たったみたいな感じで。私、こういう会議とか、市政に参加する機会がなかな

かなかったので、ちょっと覗いてみようかなという感じで今日は来ました。 

 

（座長）  

特に、参加される前に気になった点はございましたか。ここがもっとこうだ

ったらよかったのにとか、いかがですか。また、この行政経営懇談会が終わっ

て、二度と参加するもんかと思われるのか、今後積極的に参加しようかと思わ

れるのかは、この場が一つのきっかけになると思いますが、今日気になった点

がございましたら。 

 

（委員）  

そうですね。先ほどの委員と同じ感じです。何だろうこれって感じで、最初

はなんか難しそうだなという印象がありました。ただ、市政に参加したいとか、

そういう気概がないとみんな断ると思います。でも、やり方としては事前に何

かそういう、私の方で情報をあまり集めてなかったから、知らなかったのかも

しれないですが、もうちょっと目につくようなところにあればいいなとは思い

ました。 

つくば市のホームページとか見ていると、パブリックコメントを募集してい

たり、私も前に書き込んだことありますが、そういった市民参加の取組は積極

的にやられているなと、この辺はいいなと思っています。以上です。 

 

（座長）  

他にいかがでしょうか。委員どうぞ。 

 

（委員）  

新しい市民委員のご意見を聞いていて、どちらかというと私も同じような立

場というか、部分がありました。まず、そもそもこの行政経営というところで、

すごいハードルが高そうだと思います。そこをもう少し何ていうか、そのタイ

トルはもう変えようがないでしょうけど、そこの下にもうちょっと何かやわら

かい説明があれば、年代を問わず、もっと手を挙げやすくなるかなと思います。

それでもうすでに、次回とその次の回にいろいろ意見を言ったりすることが、



 

もうかなり出ているので、そのことを踏まえながら、次回ちょっと考えたいな

とは思います。 

20代以下の人たちをどう市の運営というものに関わってもらっていくかとい

うところになると、これは、学校教育と手をつないでいかないと無理だと思い

ます。そうすると、建前としては、部署を超えて、横の繋がりで連絡をと、つ

くば市の中でおっしゃっていますが、実際は、縦割りではないかという部分を

私は感じられるので、これから教育局の方たちともよく連携をとった発信の仕

方とか、そういうことを考えていただけるといいなと、次回言おうと思ってい

たんですが、今言います。 

 

（座長）  

ありがとうございます。強引なんですけど、教育という言葉が出たので、委

員いかがでしょうか。 

 

（委員）  

もちろん教育局との連携もすごく大事だなとは思いますが、やはり、きっか

けをどう作るかだと思います。ただ、そのきっかけというのもいくつかいろん

なきっかけの種をあちこちに撒いておかないと、これをやったらこうなるとい

うものではないと思います。 

私が思っているのは、学校とか、職場がやはり 10代以上、現役世代は生活の

中心になっていて、地域と関わることというのがほとんどない。現役世代が地

域と関わる機会をどういうふうに作っていくのか。例えば、教育でいえば、子

供会であるとか、PTA であるとか、家庭教育学級なんかもやっています。そう

いったところをきっかけにしながら、市がどういう取組をして、自分が市政と

どういう繋がりがあるのか、日常何気なく暮らしている中でも、例えば、ごみ

を出したりとか、あるいは普段通ってる通学路を直したりだとか、街路を整備

したりとかというような、何気ない日常が実は市政とすごく繋がっているよと

いうことを気づくようなことを、どういうふうに顕在化させて彼らが自分たち

と市というものをどう繋いで考えるイメージを持てるかということを、少し考

えるような機会が必要なのかなと思っています。 

例えば、私の専門でいうと、公民館が今は交流センターとなっています。交

流センターは市民部で、生涯学習推進課は教育局です。補助執行という形で、

社会教育指導員が、今は 10名。以前は 16,17名とかいて、各館に配置されてい

ましたが、今は全部引き揚げています。市民と一番近い窓口にあるような公共

施設にいる職員の方たちは一体何やっているのかということです。そういう意

味では交流センターが新しい住宅地にはないですが、市内各地に、それこそ北

から南まで配置されているというのはすごく大事なことです。教育とそれから



 

市民部の連携がうまくできていない部分もあって、そういう意味ではそういっ

た環境整備ですよね。意見お願いしますといって、これについてどう思います

か、と言われても、意見はないというのが正直なところで、そういった環境整

備の部分、もうちょっと地域を少しずつ変えていきながら、実はこういう時に

こういう懇談会あるので、出てみないかというようなきっかけが呼び水になる

ような、そういう直接的な参加の前提になるような部分も少しこう提言ですか

ら、書き込めるといいのかなと思っています。 

 

（座長）  

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。委員どうぞ。 

 

（委員）  

今の話とはまた少し違う視点での重ねる質問ではないですが、単純に今の 20

代、そもそも私たちが議論するのが 20代以下の方たちをどうやって参加してい

ただくかというところが主題だと思って、いきなりそこに飛びついたのですが、

その世代別参加数のところ、ページでいくと 25ページのところです、そもそも

の母数といいますか、母数との割合というか、参加パーセンテージというのも

結構大事なのかなと思っています。実際に、定年後の方のほうがもしかして人

数多いかもしれないですし。先ほど事務局がおっしゃっていた、大学生がその

まま出ていってしまうことは結構大きな課題です、というのはよく聞いていて。

確かに毎年毎年一定の人数が来るのに、リターンしていっちゃうというのは、

ただもったいないだけで、できれば定着していただければ増え続けるだけだと

いうところも含めて、それはまた別の話だと思いますが、結局出ていってしま

うから、いつもいるのはものすごい少ない人数なのではないかと思います。そ

れにおいてはこれって結構、参加率高いんではないかとかを考えるためにも割

合というのを出すと、只々ここを 59人と同数に伸ばすという話でもないと思っ

ていますし、この内容って、どこかだけに以上に偏ってもいけない気もするの

で、ぜひ、その割合を出すというところもお願いしたいなと思いました。以上

です。 

 

（座長）  

はい。次回に向けて、いろいろ事務局で作っていただく資料について、いろ

いろお知恵と情報をいただいたという形で理解しております。他にいかがでし

ょうか。 

今日は初回でございますので、フリートークというような形で、本格的なご

意見をいただくのは、２回目、３回目ということを想定しております。ご意見

は、第１回目としてはいただいたかなというふうに考えております。それでは、



 

事務局から何かございますか。追加で、確認、あるいは議論すべき点がござい

ましたら。よろしいですか。では、皆様ありがとうございました。本日予定し

ておりました議事は以上になります。次第６、その他として事務局から連絡事

項お願いいたします。 

 

（事務局）  

事務局から事務連絡といたしまして、第２回以降の日程調整についてご連絡

をさせていただきます。第２回の日程調整につきまして、本日の会議後にメー

ルで皆様にご送付をさせていただきますので、ご確認をお願いいたします。本

日は皆様にご対面でお集まりいただきましたが、オンラインと対面を組み合わ

せたハイブリッド形式での開催も予定しておりますので、２回目以降、オンラ

インでご参加をご希望される方につきましては、日程調整のメールを送った際

に、ご連絡いただければと思います。それでは、皆様引き続きどうぞよろしく

お願いいたします。 

 

（座長）  

はい。ただいま事務局から連絡がございましたけど、この点についてご質問

等ございますか。ちなみに、昨年度は 18時からオンライン開催で何回か行いま

したので、今回も結構幅広の時間で、皆さんのご要望を聞くという前提だと考

えてよろしいですか。18時という時間が良いのか悪いのかとのは個人的には微

妙ですけど。一応、そのような形です。 

それでは、本日予定しておりました案件はすべて終了いたしました。以上で

本日の行政経営懇談会を閉会とさせていただきます。皆様お忙しい中どうもあ

りがとうございました。次は日程を調整して、オンラインで出席も可というか、

すべてオンラインではなくて、対面で集まれる人は集まるし、オンラインで参

加という方はオンラインでという形になります。 

 

（事務局）  

多くの方に参加していただけるための日程や環境づくりもこの会議で議論し

ているところになりますので、次回の日程をお伺いする際に、幅広い日程と時

間帯も含めて、皆さんにお伺いします。皆さんの夜間出席ご希望が多ければ夜

間開催しますし、このぐらいの時間帯であればこのぐらいの時間に設定します。 

〔終了〕 

 



令和４年度（2022年度）第１回つくば市行政経営懇談会 

 

日時：令和 4年（2022年）８月 25日（木） 

14時 00分から 16時 00分まで 

会場： つくば市役所コミュニティ棟３階会議室 AB 

 

次  第 

 

１ 開 会 

 

２ 委員紹介 

 

３ あいさつ 

 

４ 座長等の選出 

 

５ 議 事 

(1) 令和４年度（2022年度）つくば市行政経営懇談会協議事項等について 

 

６ その他 

 

７ 閉会 

 

【配付資料】 

・令和４年度（2022年度）つくば市行政経営懇談会委員名簿 

・資 料 １ 令和４年度（2022年度）つくば市行政経営懇談会協議事項等 

・補足説明資料 つくば市市民参加取組状況報告 

・基礎資料１ つくば市行政経営懇談会設置要項 

・基礎資料２ つくば市市民参加推進に関する指針 

・基礎資料３ つくば市附属機関の委員及び懇談会等の構成員の市民募集並びに 

委員等候補者の登録に関する要綱 
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令和４年度（2022年度）つくば市行政経営懇談会 委員 

 

 
氏 名 役 職 等 

１ 
いいだ てつお 

飯田 哲雄 つくば市区会連合会会長 

２ 
うえだ たかのり 

上田 孝典 
筑波大学 人間系（教育学域） 
准教授 

３ 
おがわ かずひろ 

小川 一弘 
市民委員 

4 
てづか じゅんこ 

手塚 純子 
市民委員 

5 
ほしの しょうこ 

星埜 祥子 
子育てほっとステーション・オアシス 

代表 

6 
ほり けんすけ 

堀 賢介 つくばパーク法律事務所 弁護士 

7 
 みずたに ひろこ 

水谷 浩子 
テクノパーク桜のまちづくりを考える会 
代表 

8 
みぞうえ ちえこ 

溝上 智惠子 
筑波大学 理事、副学長 

9 
やぎした こういちろう 

柳下 浩一朗 
市民委員 

10 
こみやま きょうこ 

小見山 京子 
市民委員 

(敬称略、50 音順)  

期間：令和４年（2022年）８月 25 日～令和５年（2023 年）３月 31日  
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令和４年度（2022年度）つくば市行政経営懇談会協議事項等 

 

１ 目的 

 複雑多様化する行政環境の下で、分権時代にふさわしい効率的、効果的な行政運

営の在り方について広く御意見をいただくために行政経営懇談会を開催する。 

 

２ 令和 4年度（2022年度）行政経営懇談会協議事項 

市民参加の推進に関する基本的な考え方や、今後実施すべき取組を示し、市政へ

の市民参加を推進していくことを目的とした「つくば市市民参加に関する指針」（平

成 30年３月策定）は、５年を超えない期間ごとに検証を行うことを規定している。 

このことから、平成 30年度（2018年度）から令和３年度（2021年度）までに行

政経営懇談会で報告をした「市民参加取組状況報告」及びこれまでの市民参加推進

に関する取組事例を踏まえ、指針の内容に照らしながら市民参加の取組について検

証を行っていく。 

 

３ 「つくば市市民参加に関する指針」の策定経緯（平成 30年３月策定） 

平成 28年（2016年）11月に、現在の五十嵐市長が就任し、市長が市長選時のマ

ニュフェストの一つとして掲げられた「市の審議会等の委員に市民公募制」を導入

するために、つくば市では、市民公募に関する指針策定に向け、検討に着手した。 

平成 29年度（2017 年度）の行政経営懇談会にて「つくば市市民参加に関する指

針」、「つくば市附属機関の委員及び懇談会等の構成員の市民募集並びに委員等候補

者の登録に関する要綱」について協議を行い策定した。 

 

４ 指針策定後の市民参加取組み状況の評価・検証について 

 指針では、市民参加推進の取組が効果的に実施されているか毎年度検証し公表する

こととしている。 

 行政経営懇談会における評価・検証と市の主な取組 

令和元年度 

（2019年度） 

 より良い審議会等の運営につなげていくため市民委員参加者

の意見を直接聞く、市民委員意見交換会を開催 

令和２年度 

（2020年度） 

 市民参加推進における「参加の壁」という課題の解決へ向けて

協議 

 「無作為抽出による委員等候補者名簿の活用の推進」「若い世

代の参加者の拡大」「審議会等市民委員の応募者数の増加」につ

いて市へ提言 

令和３年度 

（2021年度） 

 令和２年度の提言の一つである「若い世代の参加者の拡大」に

ついて、「対面に重きを置かないオンライン会議やハイブリッ

ド形式等も取り入れられたい」という提言内容を掘り下げ、オ

ンラインを活用した市民参加推進について協議 

 職員向けに「オンライン活用の手引き」を作成 

  

資料１ 
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４ スケジュール 

  報告会を含む 5回の開催予定。時期・回数は多少前後する可能性あり。 

時期 予定している会議内容 

８月 25日 

【第１回】 

・令和４年度協議事項等 

・市の市民参加の取組経過 

10月中旬～ 

下旬 

【第２回】 

・つくば市市民参加推進に関する取組み報告（指針策定以降） 

・「つくば市市民参加推進に関する指針」に照らした取組検証 

12月 

【第３回】 
・「つくば市市民参加推進に関する指針」に照らした取組検証 

１～２月 

【第４回】 
・令和４年度（2022年度）提言書（案）について 

３月 

【報告会】 
・令和４年度（2022年度）提言書提出 
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令和４年度第１回つくば市行政経営懇談会

令和４年（2022年）8月25日(木)

事務局 政策イノベーション部 企画経営課

補足説明資料
つくば市市民参加取組状況報告
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《目次》

1. つくば市市民参加に関する指針（策定経緯・概要）

2. つくば市市民参加の取組

3. 手続き要綱の運用状況（募集・検証）

4. 今後のスケジュール
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複雑化する行政環境の下で、分権時代にふさわしい効率的、効果的な行政運
営のあり方について、広く意見を聴くために設置された会議です。

本懇談会は、次に掲げる事項について協議し、結果を市長に提言しています。

（１）行財政改革に関すること
（２）行政評価に関すること
（３）上記のほか、行政運営の推進に関し必要と認める事項に

関すること

今年度は、平成30年度から令和３年度までに行政経懇談会で報告をした「市
民参加取組状況報告」及びこれまでの市民参加推進に関する取組事例を踏ま
え、指針の内容に照らしながら市民参加の取組について検証を行っていきま
す。

行政経営懇談会とは

令和３年度（2022年度）提言内容
オンラインを活用した市民参加の推進について
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五十嵐市長就任後、寄り添う市政へ変化させるため６つの柱からなる、
82項目の市長公約の１つとして市民参加の取組を推進

１．市民第一のつくば

２．こどもとママとパパに
やさしいつくば

３．すべての人が自分らしく
生きるつくば

４．広いのに近いつくば

５．地元で頑張る会社と人が
報われるつくば

６．「一緒に住まない？」と
誘いたくなるつくば

•運動公園問題検証チームによる徹底解明と今後のルール作り

•各種検討委員会に市民公募委員を必ず導入（公約№８） etc.

１．市民参加に関する指針 策定経過

公約№８の概要

審議会等の委員に市民公募制を導
入するために、市民公募に関する指
針を策定し、全庁的な運用を図る。
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平成28年度

目標値
要綱に基づき、市民委員の任命・選任を規定している附属機関及び懇談会等のうち、

実際に市民委員を募集した附属機関及び懇談会等の割合を100%にする

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

出典：市長公約事業のロードマップ《2016-2020最終版》p4

各種検討委員会に市民公募委員を必ず導入（公約№８）

１．市民参加に関する指針 策定経過
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１．市民参加に関する指針 策定経過

開催期間
平成29年（2017年）５月～平成30年（2018年）３月

委 員
12人（有識者８人、公募市民４人）

検討内容
• 市民参加のまちづくりに向けて、市民の意向をより一層反映した市政運営を推進
• 市政運営に容易に参加できるよう環境等を整備し、更なる市民参加の取組を進めて

いくための指針と審議会等への市民参加の手続き要綱

「つくば市市民参加推進に関する指針」
「つくば市附属機関の委員及び懇談会等の構成員の市民募集並びに委員等候補者の登
録に関する要綱」

平成29年度つくば市行政経営懇談会

指針と要綱の策定
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１．市民参加に関する指針 概要

市民参加の推進に関する基本的な考え方や、今後実施すべ
き取組を示し、市政への市民参加を推進していく。

情報の積極的な発信
参加しやすい環境づくり
市民意見の積極的な反映

１．指針の目的

３．基本的な考え方

基礎資料２

２．市民参加とは

①市民が直接的に市政に参加すること ← 指針の対象

②市民が主体的にまちづくり活動に取組むこと

４．市民参加の実施

５．市民参加の推進に関する取組の公表及び評価・検証

共有、理解
企画・立案、計画
実行
評価、検証
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共有・理解 企画・立案、計画 実行 評価・検証

１審議会等

２市民討議会

３公聴会、
住民説明会

４シンポジウム、
フォーラム

５アイデアソン

１．市民参加に関する指針 概要

市民参加の主な実施手法 指針（別表）

「市民参加の４段階」の各段階
に応じて、事業の分野や内容・
性質などから、別表の「市民参
加の主な実施手法」に掲げる手
法を参考とし、最適な市民参加
を実施
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１．市民参加に関する指針 概要
市民参加の主な実施手法 と つくば市における実施状況
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パブリックコメント手続き

市の基本的な計画等を策定しようと

するときに、事前に案を公表し、市

民の皆さんからご意見を募集し、寄

せられたご意見を考慮して最終案を

つくるとともに、その寄せられたご

意見に対して市の考え方を公表する

一連の手続。

２．市民参加の取組状況

H30 R1 R2 R3

パブリックコメント実施件数 12件 13件 17件 5件

人数 95人 125人 118人 98人

意見数 386件 341件 480件 378件

パブリックコメントに寄せられた意見とその対応

パブリックコメント実施件数（平成30年度～令和３年度）

※つくば市では、パブリックコメントを平成16年度から実施
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２．市民参加の取組状況

フォーラム
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２．市民参加の取組例（第２期つくば市戦略プラン）

第1回ワークショップ（平成30年10月）
住みたいまち、つくば市のいいところ、残念なところ
・つくば市の市勢・特性について
・つくば市の強み・弱みについて
・将来の社会予測について情報共有

第２回ワークショップ（平成30年12月）
未来（2035年）に向けて今必要なこと、未来像
・市を取り巻く将来の潮流をふまえた成長戦略の分析
・未来像と実現に向けて市民が取り組めることについて

第1回ワークショップ（平成30年10月）
住みたいまち、つくば市のいいところ、残念なところ
・つくば市の市勢・特性について
・つくば市の強み・弱みについて
・将来の社会予測について情報共有

第２回ワークショップ（平成30年12月）
未来（2035年）に向けて今必要なこと、未来像
・市を取り巻く将来の潮流をふまえた成長戦略の分析
・未来像と実現に向けて市民が取り組めることについて

市民の認知度・理解度を上げ、一体
となり計画策定を進めるため、市民
ワークショップ（全２回）、未来構想キ
ャラバン（全７回）を実施

ワークショップ・意見交換会
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オープンデータアイディアソン

市民による課題解決を目指し、オープンで

フラットな議論と解決策提案の機会を提供

2018年は子育て、2019年は高齢者福祉をテ

ーマに、つくば市が保有するデータを活用

して課題解決策を検討

２．市民参加の取組状況
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つくば市附属機関の委員及び懇談会等の構成員の市民募集並びに委員
等候補者の登録に関する要綱（手続き要綱）－基礎資料３

委員等の一部を市民から募集すること並びに委員等の候補者の登録に関し必要な事項を定める

趣旨（第１条）

市職員及び市議会議員は任命し、又は選任しないこと。
市民委員の再任は２期または連続する２か年度まで。
市民委員の兼務は２つまで。

留意事項（第８条）

３． 手続き要綱の運用状況

委員に占める市民委員の割合はおおむね３割を目途とする。

市民委員の委員等に占める割合（第６条）

担当部署は、①市民募集（公募）又は ②委員等の候補者名簿 により 委員を選ぶ。

委員等の選考方法の選択（第７条）
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３． 手続き要綱の運用状況（①公募）

【 掲載事項 】

(1) 附属機関又は懇談会等の名称、目的及び内容

(2) 委員等の役割

(3) 任期又は開催期間及び報酬又は謝礼

(4) 会議の開催予定回数及び時期

(5) 委員等の募集人数、応募資格、応募方法及び応募期間

(6) 委員等の選考方法

(7) その他委員等の募集に関し必要と認める事項

掲載媒体：

（必須）広報つくば、市ホームページ
（適宜）市ＳＮＳ、チラシ、つくばスマートアプリ

応募期間：おおむね２週間以上
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掲載媒体：

（必須）広報つくば、市ホームページ
（適宜）市ＳＮＳ、チラシ、つくばスマートアプリ

３． 手続き要綱の運用状況（①公募）

市ＨＰにて年間を通して募集状況を周知
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３． 手続き要綱の運用状況（①公募）

チラシを市政情報コーナー（市役所１階）に配架
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３． 手続き要綱の運用状況（①公募）
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３． 手続き要綱の運用状況（②名簿）

つくば市では、市民の皆様から広く御意見等を伺い、市政に反映させるため、平成30年度から
、無作為抽出による委員等候補者名簿を整備しています。（現在、名簿は第３版）

委員等候補者名簿には、登録同意者の関心のある分野を第１希望から第３希望まで掲載されお
り、各部署は開催する審議会・懇談会等の内容に沿った候補者の名簿を閲覧のうえ、参加を依
頼することができます。

委員等候補者名簿とは
２年ごとに、住民基本台帳から無作為に抽出した1,000人に「市民委員候補者名簿」登録の依

頼文書を送付し、名簿への登録に同意いただいた方を掲載したものです。

【 これまでの作成状況 】
第１版 平成30年度（2018年度）作成名簿 102人
第２版 令和２年度（2020年度）作成名簿 120人
第３版 令和４年度（2022年度）作成名簿 101人
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第３版 令和４年度（2022年度）作成名簿（101人）

３． 手続き要綱の運用状況（②名簿）

日本人 99件 10代 2人 70代 0人

外国人 2件 20代 9人

30代 19人

男 64件 40代 26人

女 37件 50代 25人

未記入 0件 60代 20人

〇 国籍 〇 年齢

〇 性別

１　まちづくり 16件 １　まちづくり 13件 １　まちづくり 15件

２　子育て、学校教育 14件 ２　子育て、学校教育 9件 ２　子育て、学校教育 7件

３ 社会教育 13件 ３ 社会教育 13件 ３ 社会教育 10件

４ 医療、福祉 11件 ４ 医療、福祉 10件 ４ 医療、福祉 7件

５ 社会基盤 14件 ５ 社会基盤 18件 ５ 社会基盤 17件

６ 産業、技術 17件 ６ 産業、技術 17件 ６ 産業、技術 17件

７ 環境 6件 ７ 環境 13件 ７ 環境 10件

８ その他 1件 ８ その他 1件 ８ その他 4件

９ どの分野でもかまわない 9件 ９ どの分野でもかまわない 5件 ９ どの分野でもかまわない 10件

第一希望 第二希望 第三希望

〇 希望分野

※第３版名簿を作成にあたり選択肢を追加
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３． 手続き要綱の運用状況
年代別参加者数（平成30年度～令和３年度）の推移

H30 R1 R2 R3

つくば市審議会等総数 95件 100件 102件 105件

　うち、市民委員の参加が可能な審議会等数 39件 29件 38件 47件

市民委員が参加している審議会等総数 18件 19件 27件 39件

参加委員数 63人 98人 106人 118人

4人 1人 4人 7人

27人
42人

49人

59人

32人

55人

53人

52人

H30年度 R１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

60代以上

30代～50代

20代以下

- 25 -



令和３年度（2021年度）に審議会等に参加した市民委員

審議会等名 委員総数 市民委員数 市民委員割合
令和4年度（2022年度）アイラブつくばまちづくり推進委員会 18人 ６人 33%
つくば市在宅医療・介護連携推進協議会 20人 ６人 30%
つくば市学校給食の在り方懇談会 18人 ５人 28%
つくば市子ども・子育て会議 20人 ５人 25%
つくば市科学技術・イノベーション振興指針策定懇話会 21人 ４人 19%
つくば市一般廃棄物減量等推進審議会 25人 ３人 12%
つくば市特別職報酬等審議会 11人 ３人 27%
つくば市文化芸術審議会 11人 ３人 27%
自転車のまちつくば推進委員会 20人 ３人 15%
つくば市スポーツ推進審議会 12人 ３人 25%
つくば市地域密着型サービス運営委員会 10人 ３人 30%
つくば市名誉市民候補者選定検討会議 10人 ３人 30%
つくば市こども未来懇話会 14人 ２人 14%
つくば市指定管理者候補者選定検討会議 6人 ２人 33%
つくば市公の施設指定管理者第三者評価会議 6人 ２人 33%
つくば市産業戦略会議 9人 ２人 22%
つくば市環境審議会 15人 ２人 13%
つくば市景観審議会 7人 １人 14%
つくば市地球温暖化対策進捗管理懇話会 7人 １人 14%

３． 手続き要綱の運用状況
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３． 手続き要綱の運用状況（評価・検証）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

出典：市長公約事業のロードマップ《2016-2020最終版》p4

制度導入後、毎年度評価・検証を実施し、市ＨＰにて公表
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３． 手続き要綱の運用状況（評価・検証）

委員
依頼

審議会等開催
計画立案や
事業実施

各部署の動き

市 → 市民委員

※ 当該年度の参加者の意見・感想等聴取

アンケート
意見交換会

次年度取組に反映

市（各部署）

実施状況調査※ 当該年度の市民委員応募状況

毎
年
度

行
政
経
営
懇
談
会
に
取
組
報
告
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市民委員参加者アンケート

３． 手続き要綱の運用状況（評価・検証）

アンケート項目（令和３年度実施）

市民委員の募集を知ったきっかけ（広報つくば、ＨＰ、ＳＮＳなど）

開催日時や会場は適当であったか。（適当でなかった場合は詳細記述）

自身の意見や質問を発言することができたか

自身の意見等が審議等に取り入れられていると思うか

審議会等に参加した満足度について

審議会等の感想について自由記述

調査対象
毎年１月から12月までの間に市民委員として任命

又は選任を受け審議会等に参加した経験のある者

調査方法
郵送にて調査票を配布

回答方法
・調査票の返信
・いばらき電子申請・届出サービス

平成30年
（2018）

令和元年
（2019）

令和２年
（2020）

令和３年
（2021）

送付対象数 55人 34人 50人 75人

回収数 41人 27人 39人 60人

回収率 74.5％ 79.4％ 78.0% 80.0%
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市民委員意見交換会

３． 手続き要綱の運用状況（評価・検証）

意見交換会開催の目的

審議会等に参加した市民委員から意見を聞き、より良い会

議運営及び市民が参加しやすい会議を目指す。

対象者

各年度ごとに任命等をされ、審議会等に参加した市民委員

Ｒ１年度参加者：１５人 Ｒ３年度参加者：１５人

開催概要

ガイダンス

つくば市の市民参加について説明

自己紹介・意見交換

自身が参加した審議会等や、オンライン等の対面によらな

い会議への参加などについて、市職員を交えて参加者同士自

由にお話いただく。

意見交換で出た意見の確認

出された意見を参加者全員で共有

意見交換会参加者アンケート
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意見交換会参加者の声

新しい情報を得られて楽しかった。

様々な委員の話を聞くことができて良い機会だった。

今回の機会（企画）の成果を期待している。

グループディスカッションに職員の方も入ってくれ、自由に意見を

交わせて、識見が広がった。少しでも行動すると得る物がある。

開催日 ：2020年３月１日（日）

参加者数：15人

テーマ ：市政への市民参加をより

よくするには？

詳しくは
ホームページを
ご覧ください

３． 手続き要綱の運用状況（評価・検証）

※令和３年度はオンラインにて実施（２日程）
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３． 手続き要綱の運用状況（評価・検証）

評価・検証における論点や新たな取組

平成30年度
（2018年度）

2018年4月から運用開始し、制度の庁内周知を進めた。
年度末には、所管課や市民公募委員へのアンケートの実施など市民参
加が効果的に実施されているかを検証し、行政経営懇談会に中間報告
を行ったところ、今後の取組について意見が出された。

令和元年度
（2019年度）

市民参加推進の取組が着実に進められているが、より幅広い市民参加
を進めるため、委員等候補者名簿の利用が有効ではないか。
市民委員の意見を直接聞く、市民委員意見交換会を開催

令和２年度
（2020年度）

「参加の壁」という課題解決に向けて、①委員等候補者名簿の活用の
推進、②若い世代の参加者の拡大、③審議会等市民委員の応募者数の
増加の３点についての対策

令和３年度
（2021年度）

前年度の提言の一つである「若い世代の参加者の拡大」の取組を検討
市民委員意見交換会を開催
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４． 今後のスケジュール

時期 予定している会議内容

８月25日
【第１回】

・令和４年度協議事項等
・市の市民参加の取組経過

10月中旬～
下旬

【第２回】

・つくば市市民参加推進に関する取組み報告（指針策定以降）
・「つくば市市民参加推進に関する指針」に照らした取組検証

12月
【第３回】

・「つくば市市民参加推進に関する指針」に照らした取組検証

１月～２月
【第４回】

・令和４年度（2022年度）提言書（案）について

３月
【報告会】

・令和４年度（2022年度）提言書提出

進
捗
に
応
じ
て
実
施
回
数
検
討
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つくば市行政経営懇談会設置要項 

 

（設置） 

第１条 複雑多様化する行政環境の下で、分権時代にふさわしい効率的、効果的な

行政運営のあり方について、広く意見を聴くため、つくば市行政経営懇談会（以

下「懇談会」という。）を置く。 

（協議事項） 

第２条 懇談会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に提言する。 

(1) 行財政改革に関すること。 

(2) 行政評価に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、行政運営の推進に関し必要と認める事項に関す

ること。 

（構成） 

第３条 懇談会は、委員 12 人以内をもって構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 (1) 有識者 

 (2) 市内に在住、在勤、在学する者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。

ただし、委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任することができる。 

（座長） 

第５条 懇談会に座長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 座長は、懇談会を代表し、会務を総理する。  

３ 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員が、その職務を代理

する。 

基礎資料１ 
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（会議） 

第６条 懇談会は、必要に応じて座長が招集し、座長はその議長となる。 

２ 懇談会は、分科会を設置できるものとする。分科会は、委員の互選によって分 

科会ごとに座長を定め、分科会座長はその議長となる。 

（庶務） 

第７条 懇談会の庶務は、政策イノベーション部企画経営課において処理する。 

附 則 

この要項は、平成 19 年７月２日から施行する。 

この要項は、平成 21 年７月１日から施行する。 

この要項は、平成 21 年７月 15 日から施行する。 

この要項は、平成 23 年４月１日から施行する。 

この要項は、平成 24 年４月２日から施行する。 

この要項は、平成 25 年５月９日から施行する。 

この要項は、平成 27 年５月 29 日から施行する。 

この要項は、平成 29 年３月 23 日から施行する。 

この要項は、平成 29 年４月１日から施行する。 

この要項は、令和２年 10 月１日から施行する。 
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つくば市市民参加推進に関する指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年３月 

つくば市 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎資料２ 
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はじめに 

 

近年，本市では，つくばエクスプレス沿線においては大規模な都市開発が進

められ，新たな地域コミュニティが次々と誕生しています。一方で，中心部に

おいては，公務員宿舎やＵＲ都市機構所有地の売却，大型商業施設跡地の利活

用などの問題があります。また，周辺部においては,人口減少と高齢化に伴う諸

課題が顕在化しています。これらは山積する課題のほんの一部にすぎません。 

市制 30周年を迎え,先進の科学技術と国際化を象徴する都市であり，多様な

人々が暮らすつくば市は,市民一人ひとりの主体性が尊重され，だれもが幸せ

に暮らし，市民であることを誇れるような共生社会の創造を目指していかなけ

ればなりません。 

本市では, これまで，行政と市民や企業，ＮＰＯなどが，まちづくりの役割

を分担し，協働していく枠組みとして,「市民協働ガイドライン」を平成 21年

３月に策定し, また，平成 24年３月には，市民や行政などの自治における位置

づけや役割についてまとめたものとして「つくば市自治基本条例市民ワーキン

グチームからの報告」を受けるなど，市民と行政の協働に向けた取組を進めて

きました。 

こうした蓄積をもとに，本市が直面する諸課題を乗り越えていくためには，

行政は，より一層市民の声に耳を傾け，市民自治を基調とした市政運営を行っ

ていくことが必要です。そのためにも，行政は市政運営の過程において，市民

の多様な意見を集め，合意形成を図りながら進めていくことが重要です。そし

て，市民が自由に多様な意見を表明するためには，市政の透明性を高めること

や，市民と対話する機会を常に設けておくこと，そして何より，日頃から市民

がより一層市政に深く関心を持てるように環境を整えることなど，市民参加の

機会を拡大するための不断の取組みが必要です。 

市民参加は，市民が市政に意見を反映させるための方法であり,行政が市民

自治を基調とした市政を実現していくための重要な取組です。本市は，より一

層の市民参加を推進していきます。そのために，つくば市行政経営懇談会の御

意見をいただき，行政が市政運営を担うに当たって基本とするべき市民参加推

進に関する指針を策定しました。 
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１ 指針の目的 

本指針では，市民参加の推進に関する基本的な考え方や，今後実施すべき取

組を示し，市政への市民参加を推進していくことを目的とします。 

 

 

２ 市民参加とは 

（１）市民 

本指針では，「市民」を，市内に在住している個人や，市内に在勤，在学

する個人のほか，行政以外の市内を拠点とする法人，団体，組織（区会・

自治会・町内会，地域活動団体，ＮＰＯ・ボランティア団体，社会団体・

公益団体・研究機関・メディア，企業・事業所など）とします。 

 

（２）市政への市民参加 

市民参加には，次のとおり二つの側面があります。 

①市民が直接的に市政に参加すること 

②市民が主体的にまちづくり活動に取組むこと 

本指針では，市政への市民参加を推進していくことを目的としているこ

とから，市民参加のうち「①市民が直接的に市政に参加すること」を対象

とします。 

 

（３）市民参加の４段階 

行政においては，事業や法令等の制度などを「企画・立案，計画」し，

「実行」した後に，その状況や結果を「評価・検証」することで，新たな

取組や事業等の改善に生かすという，３段階を基本的な流れとしています。 

しかし，より行政と市民が一体となって取り組んでいくためには，行政

と市民が互いにそれぞれの状況や考え方を「共有」し，「理解」し合える環

境づくりが重要です。特に，それらは日常的に行われていることが求めら

れます。 

そこで，本指針では，市政における市民参加を「共有，理解」を第１段

階として加えた４段階とし，常に「共有，理解」を図りながら，「企画・立

案，計画」，「実行」，「評価・検証」の各段階において適切な市民参加を検

討し，実施していきます。 
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３ 市民参加の推進に関する基本的な考え方 

（１）情報の積極的な発信 

市民が市政へ理解を深めていくために，市の状況や統計などの基本的な

情報だけでなく，行政が抱える課題や検討段階における論点など，市政の

実情に関わる情報についても積極的に発信していきます。 

情報の発信に当たっては，市民のもとへ，必要な情報が，必要な時に確

実に届くように発信すること，かつ，その情報はできるだけ簡易に得られ

ることが重要です。行政は情報を受け取る市民の立場に立って情報を発信

していきます。 

さらに，市民が興味関心を持ちやすい仕掛けやテーマを取り入れたイベ

ントや情報発信を行っていきます。 

 

（２）参加しやすい環境づくり 

市民参加の効果を最大限発揮できるように参加しやすい環境を整えるこ

とが重要です。 

そのために，市民が置かれている状況を十分に考慮した上で，市民参加

の取組を行う「時間」や「場所」を決定するなど，できる限り参加を希望

する市民が参加しやすい環境づくりを心がけます。また，市民の自由かつ

多様な意見を集めることができる手法を用いるなど，事業の分野や性質・

内容に応じて，市民が参加しやすい方法を十分に検討します。 

さらに，子供，障害者，外国人を含めたより多くの意見等を市政に反映

させるため，様々な方法で市民参加の取組について周知するとともに，市

民ができるだけ簡易に意見を表明できる方法を導入するなどの取組を進め

ていきます。 

 

（３）市民意見の積極的な反映 

市民から市政へ向けられる意見等についても，行政と市民との間でしっ

かりと共有していくことが重要であり，市民の意見に耳を傾けることはも

ちろんのこと，その意見に対して真摯に向き合う姿勢が求められます。 

そのために，前例や既存の枠組みにとらわれることなく，柔軟な発想で

市民の意見に向き合い，本当に必要な取組みを分野横断的な視点を持って

考えていきます。 

また，自らの意見を積極的に表明できない市民の声なき声も積極的に汲

み上げ，反映するよう努めていきます。 

さらに，市内のそれぞれの地区における対話機能を高め，より多くの意
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見等を把握できるよう，地区相談業務の充実などの取組も一層推進してい

きます。 

一方で，市民の意見等を事業に反映できなかった場合は，反映できなか

った理由とともに，市民に対して丁寧にフィードバックを行っていきます。 

 

 

４ 市民参加の実施 

「市民参加の４段階」の各段階に応じて，事業の分野や内容・性質などか

ら，別表の「市民参加の主な実施手法」に掲げる手法を参考とし，最適な市

民参加を実施していくことを目指します。 

特に，市民の暮らしに身近な事業や市民の関心の高い事業については，積

極的に取組んでいきます。 

なお，各段階における主な実施手法を以下に示しますが，従来の手法に捉

われず，試行的な取組も検討していきます。 

 

（１）共有，理解 

「共有，理解」段階では，特に行政が有している情報を，適切かつタイ

ムリーに発信していく必要があります。より多くの情報を市民と共有し，

市民の市政への理解を深めていくためにも，誰もが使いやすいホームペー

ジの作成やＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス），情報発信

アプリの活用など，様々な手法を用いて，必要な情報を，必要な時に，で

きるだけ簡易に得られる環境を整備していきます。 

また，市民の市政への関心を高めるとともに，情報の共有をより密に行

うために，公聴会・住民説明会やタウンミーティング，シンポジウムなど

の対話型・体験型の市民参加の手法も実施していきます。 

さらに，潜在的な市民の声や多様な意見等を把握するために，アンケー

ト調査や窓口，ホームページにおける意見募集など，様々な手法を用いて

市民の意見等を集めていきます。 

 

（２）企画・立案，計画 

「企画・立案，計画」段階では，市民が委員となり，策定過程に直接参

加できる審議会等や，無作為抽出による市民討議会などが手法の一つとな

ります。市民から委員を公募する際には，当該案件にかかる意図や背景を

理解した上で市民が応募できるように，ホームページやＳＮＳ，広報紙な

どを用いて，審議会等の目的，内容及び委員としての役割などを公表して
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いきます。 

また，市民が持つ多様なアイデアや意見を政策の中身に効果的に取り入

れていくために，ワークショップや，オープンハウスなどの様々な手法に

より取組を実施していきます。 

 

（３）実行 

「実行」段階では，事業を実施している間でも，常に改善を意識し，ア

ンケートやモニター調査等を用いて，より多くの市民意見等を求めていき

ます。 

また，ホームページ等による事業の進捗状況の定期的な公表や，シンポ

ジウム等での実施中の成果の説明を進めていきます。 

 

（４）評価，検証 

「評価，検証」段階では，事業の内容や進め方などが効果的かつ効率的

であったか評価していきます。この段階での市民参加として，審議会等，

公聴会・住民説明会，シンポジウム・フォーラム等の手法を用いることで，

事業に対する市民による評価の機会を充実させていきます。 

 

 

５ 市民参加の推進に関する取組の公表及び評価・検証 

市民参加を推進するための取組について，毎年度，実施予定及び実施結果

を取りまとめ，対象事業の名称や内容，参加の手法，実施時期，意見等の反

映状況等を市の広報紙及びホームページ等で公表していきます。 

さらに，本指針のもと市民参加の推進が効果的に実施されているか，つく

ば市行政経営懇談会にて検証を行い，その結果を公表していきます。 

また，行政と市民が，それぞれ市民参加の現状についてどのように感じて

いるか可視化するため，市職員アンケートやつくば市民意識調査の結果など

を指標とします。 

なお，本指針についても，５年を超えない期間ごとに検証を行い，その際

には条例化も視野に入れて検証していくこととします。 
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市民参加の主な実施手法 

 

 実施手法 概要 

１ 審議会等 

審議会等は，地方自治法第 138 条の４第３項の規定により，

法律又は条例に基づき附属機関として設置される協議会，懇談

会等や要綱等に基づき設置される協議会，懇談会等のことを指

します。 

また，委員の選考に当たっては，市民委員の公募などを実施

することが重要です。 

２ 市民討議会 

市民討議会は，住民基本台帳から無作為で選ばれた市民が集

まり，地域の課題などについて議論する方法です。無作為抽出

によって討議会に参加する市民を選ぶことで，より多くの市民

が市政に参加する機会を設けることができます。 

３ 公聴会，住民説明会 

公聴会は，行政が広く市民の意見を求め，それに対して市民

が公開の場で意見を述べるものであり，一般に法律上開催を義

務づけられた公式的な意見を聞く場を指します。 

また，住民説明会は，行政が検討する計画や事業について説

明し，市民の意見を聞いたり，議論したりする場です。開催に当

たっては，全市民を対象にしたり，地権者などの利害関係者や

特定の地域の市民を対象にしたりするなど目的によって範囲を

決めることができます。 

４ 
シンポジウム・フォ

ーラム 

シンポジウム・フォーラムは，ともに，公開の場で意見を述べ

討論する方法です。講演や討論のほか，講演者やパネリストと

市民との質疑応答を行うことで，市民に対して行政の見解を説

明する機会となります。また，行政から市民に課題を投げかけ

ることができるとともに，市民の意見を汲取ることもでき，相

互理解を深められるという効果があります。 

５ アイデアソン 

アイデアソンは，アイデアとマラソンを掛け合わせた造語で

あり，特定のテーマについて様々な分野の人々が集まり，グル

ープなどでのディスカッションを通じて新たなアイデアを創り

出す取組です。 

６ ワークショップ 

ワークショップは，地域の現状把握からはじまり，地域の問

題点や課題の整理・分析，計画の方向性の提言，計画案・設定案

づくりなどを行う際に適した手法です。 

別表 
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７ 出前講座 

出前講座は，市政やまちづくりに関する理解を深めてもらう

ため，市民が主催する集会等に市職員が出向き，市の業務や施

策について説明する制度です。市民に施策や事業を直接説明し，

理解してもらうとともに，意見交換を行う機会です。 

８ タウンミーティング 

タウンミーティングは，地域の課題や市政について，行政と

市民による意見交換を目的とする対話型の集会です。自由に市

民が参加し，意見交換を重ねることによって，市民の声を市政

に活かすとともに，直接語り合う機会を持つことで，より市政

への理解を深める効果があります。 

９ オープンハウス 

オープンハウスは，パネルの展示やリーフレットなどの資料

の配付により，事業やその進め方に関する情報を提供する場で

す。市民は，パネル展示の内容や事業について市職員に質問す

ることができるほか，コメントカードやアンケートに意見等を

記入することもできます。 

10 モニター調査 

モニター調査は，特定の施策や取組について，より詳細に意

見を求める手法です。モニターとして調査対象となった市民か

ら取組への意見等を提出してもらう取組のほか，モニターを集

めたワークショップなどを行うことで，より具体的な提案に結

び付けていく方法もあります。 

11 
パブリックコメント

手続き 

パブリックコメント手続きは，市の基本的な計画，条例等を

策定するときに，原案を公表し，市民に広く意見を求め，寄せら

れた意見を考慮して最終的な意思決定を行うとともに，それら

の意見に対する市の考え方を公表する一連の手続きです。 

12 ヒアリング 

ヒアリングは，団体，組織や個人に対する聞き取り調査であ

り，各種行政計画の策定過程でよく用いられている手法です。 

13 アンケート調査 

アンケート調査は，複数の団体，組織や個人に同じ質問をす

ることでデータの収集を行う調査であり，市民にとって容易に

参加できる手法の一つです。 

14 

意見，作文，イラス

ト，アイデア等の 

募集 

意見，作文，イラスト，アイデア等の募集は，テーマを決め

て，市民から意見やアイデアなどを募集するものです。募集方

法は，市広報紙，ホームページなどでの広報のほか，学校，事業

所，各種団体等に呼びかける方法もあります。 
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おわりに 

 

最後に，本指針策定に御意見をいただいた行政経営懇談会からの提言を記し

ます。 

 

今回の行政経営懇談会は新たに公募による市民代表が加わり，幅広い視点か

ら「市民参加推進に関する指針（案）」について７回にわたって検討を重ねた。

これまで懇談会が行ってきた「事務事業の評価」とは異なり，討議の過程に庁

内や議会の意見が提出され，議論がいっそう深められた。また，懇談会の活発

な討議，提言等に行政側も柔軟に応じて「指針（案）」の修正を行い，委員の意

見がかなり反映された内容となった。 

以下，懇談会での議論を今後より発展させ，市民参加をより推進していくた

めに，いくつかの課題と提言を記しておきたい。 

 

１ 行政（首長，職員）は，「情報は原則市民のもの」との立場から，市民参加

のすべての段階で情報公開，交流の徹底を図り，市民参加の有効性をいっそ

う高めていくこと。 

２ 職員一人ひとりは市民参加の意義を理解し，それに対応できる意識改革と

能力開発を進めること。 

３ 市民一人ひとりは市民参加の主体たる自覚をもち，住民自治を具体化でき

る能力（市民力）を育んでいくこと。 

４ 市民参加の実施方法については，他の自治体の制度や海外の先進事例等を

参考に，たえず現状の点検・評価に努めること。 

５ 市政（行政，議会）は市民参加推進に関する議論をさらに深め，協働，自

治のあり方も含めて市民参加の条例化を図ること。 
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つくば市附属機関の委員及び懇談会等の構成員の市民募集並びに委員等候補

者の登録に関する要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，附属機関の委員及び懇談会等の構成員（以下「委員等」という。）

の一部を市民から募集すること並びに委員等の候補者の登録に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (1) 附属機関 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 138条の４第３項に規定す

る附属機関であって，当該附属機関の設置に係る法律又は条例に委員の一部を市

民のうちから任命する旨が規定されているものをいう。 

 (2) 懇談会等 市民，有識者等のうち執行機関が選任した者から意見，知見等を聴

取し，市政運営の参考とすることを主な目的として開催する懇談会，懇話会，検

討会，研究会その他市政運営上の会議であって，当該会議の開催に係る要綱その

他の規程に構成員の一部を市民のうちから選任する旨が規定されているものをい

う。 

 （委員等の任命又は選任） 

第３条 市長その他の執行機関は，委員等を任命し，又は選任するときは，市民（市

内に在住し，在勤し，又は在学する者をいう。以下同じ。）のうちから募集し，又

は委員等の候補者として登録された者のうちから選考することにより行うものと

する。 

 （委員等の募集） 

第４条 市長その他の執行機関は，市民のうちから募集をして委員等を任命し，又は

選任する場合は，広報つくば及び市のホームページに次に掲げる事項を掲載し，おおむ

基礎資料３ 
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ね２週間以上の応募期間を設けて委員等を募集するものとする。 

 (1) 附属機関又は懇談会等の名称，目的及び内容 

 (2) 委員等の役割 

 (3) 任期又は開催期間及び報酬又は謝礼 

 (4) 会議の開催予定回数及び時期 

 (5) 委員等の募集人数，応募資格，応募方法及び応募期間 

 (6) 委員等の選考方法 

 (7) その他委員等の募集に関し必要と認める事項 

２ 前項の規定により募集する場合は，附属機関又は懇談会等の庶務を担当する部署の

長（以下「庶務担当部署の長」という。）は，あらかじめ附属機関の設置又は懇談会等

の開催の目的に応じて応募資格を定め，並びに募集要項及び選考基準を作成しなければ

ならない。 

３ 第１項の規定により募集した場合は，庶務担当部署の長は，同項の規定により任

命し，又は選任するための選考委員会を設置しなければならない。 

４ 第１項第６号に規定する委員等の選考方法は，応募書類若しくは小論文の審査又

は面接とする。 

 （委員等候補者の登録） 

第５条 市長は，２年ごとに住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）第５条に規定する

住民基本台帳に記録されている者で当該年の４月１日現在において18歳以上のものの中

から無作為に抽出した者に，委員等の役割等を記した通知を送付し，委員等の候補者と

して登録することに同意した者の名簿を作成するものとする。 

 （市民委員の委員等に占める割合） 

第６条 この要綱により市民のうちから募集して委員等に任命し，又は選任する者（以下

「市民委員」という。）の委員等に占める割合は，おおむね３割を目途とする。ただ

し，これにより難い場合は，この限りでない。 

 （委員等の選考方法の選択） 
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第７条 庶務担当部署の長は，第４条の規定による委員等の市民募集をするか，又は

第５条の規定による委員等の候補者として登録された者のうちから任命又は選任

をするかのいずれかを選択して委員等の選考を行うものとする。 

２ 庶務担当部署の長は，前項の規定によりいずれかの方法を選択したときは，市民委

員選考実施報告書（様式第１号）により選考方法の内容を速やかに政策イノベーション

部企画経営課長に報告するものとする。 

（委員等の選任等留意事項） 

第８条 市長その他の執行機関は，市民のうちから委員等を任命し，又は選任するときは，

次に掲げる事項に留意するものとする。 

(1) つくば市職員及びつくば市議会議員は任命し，又は選任しないこと。 

(2) 同一の附属機関又は懇談会等で再任する場合は，附属機関にあっては連続する２期

まで，懇談会等にあっては連続する２か年度までとすること。 

(3) 他の附属機関又は懇談会等の委員等（市民委員に限る。）を併任する場合は，２つ

までとすること。 

（市民委員への事前説明） 

第９条 庶務担当部署の長は，附属機関の会議又は懇談会等を開催する前までに当該会議

のスケジュール，目的，内容等について市民委員に対して説明を行うものとする。 

（委員等の再募集） 

第１０条 市長その他の執行機関は，第４条の規定により委員等の市民募集をしたにもか

かわらず，次の各号のいずれかに該当するときは，同条の規定による委員等の市民募集

又は第５条の規定による委員等の候補者として登録された者のうちから任命又は選任を

行うものとする。ただし，第４条の規定により委員等の市民募集をする場合で広報つく

ばに掲載する時間的余裕がないときは，広報つくばへの掲載を省略することができる。 

 (1) 応募がなかったとき又は応募者数が市民委員として募集した人数に達しなかったと 

き。 

 (2) 選考の結果，市民委員として募集した人数に達しなかったとき。 
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（選任等結果報告及び公表） 

第１１条 庶務担当部署の長は，この要綱により委員等を任命し，又は選任したときは市

民委員選任等結果報告書（様式第２号）により任命し，又は選任した結果を速やかに政

策イノベーション部企画経営課長に報告するものとする。 

２ 政策イノベーション部企画経営課長は，前項の規定により報告があった場合は，速や

かに市のホームページへの掲載その他の方法によりその旨を公表するものとする。 

   附 則 

 この告示は，公表の日から施行する。 
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1（例）令和３年度提言書

指針策定後の取組と指
針の内容について検証
と 今後より参加者を
増やしていくためのご
意見・ご提案をいただ
きたい。

意見
提案

骨子に反映

必要に応じて
指針内容の改訂

第２～３回会議
協議（取組検証）

第３～４回会議
協議（提言書骨子作成）

第４～５回会議
提言書提出（報告会）

(参考）
令和３年度提言書項目

１ 経緯
２ 懇談会開催日程
３ 市民参加とは
４ オンラインを活用した

市民参加をめぐる現状
と課題

５ 提言

追加資料



情報の積極的な発信（指針3-（1））

・市民委員全体では若い世代も増えている。
（20代以下は１割未満）20代以下の世代にも関心を持ってもらうためには。

参加しやすい環境づくり（指針3-（2））

• 応募のハードルを下げるために必要なこととは。

（例）審議会等の市民委員応募方法の電子・簡素化
（電子申請の導入 ※現状、非対応）

公表及び評価・検証（指針5）

・よりつくば市の市民参加取組への関心を高める公表、広報とは。

第２～３回会議において御意見・御提案をいただきたい点(例）
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会 議 録 

会議の名称 令和４年度（2022 年度）第２回つくば市行政経営懇談会 

開催日時 令和４年 11 月 18 日（金） 開会 14 時 閉会 16 時 00 分 

開催場所 つくば市役所本庁舎２階職員研修室 

事務局（担当課） 政策イノベーション部企画経営課 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 

 

小川委員、小見山委員、手塚委員、柳下委員、上田委員、星

埜委員、堀委員、水谷委員、溝上委員 

その他  

事務局 

 

藤光政策イノベーション部長、大越政策イノベーション部次

長、横田企画経営課長、中村課長補佐、岩橋係長、髙橋主任、

瀬戸主任 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ０人 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

 

議題 

 

 

(1) つくば市市民参加推進に関する指針の検証について 

 

 

会

議

次

第 

1. 開会 

2. 議事 

3. その他 

4. 閉会 
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＜審議内容＞ 

 

（事務局） 

定刻となりましたので、ただいまから令和４年度第２回つくば市行政経営懇

談会を開会いたします。 

本日はオンラインと対面を併用したハイブリッド会議になります。それでは、

早速ですが議事に入りたいと思います。進行は座長にお願いしたいと思います。 

座長、よろしくお願いいたします。 

 

（座長） 

 本日はオンラインでの参加となりますが、よろしくお願いいたします。 

まず、本日の予定を申し上げます。 

本日協議いただく内容は、次第にありますとおり、つくば市市民参加推進に

関する指針の検証についてです。 

本日の会議ですが、午後４時を終了予定として進めていきたいと思いますの

で、御協力をお願いします。 

また、会議の公開、非公開につきましては、すでに原則公開ということが決

定されておりますので、本日も公開ということで進めてまいります。 

次に、本日の配付資料について確認をしたいと思います。次第に本日使用す

る資料一覧がございます。御確認いただき、過不足がある場合には、事務局ま

でお知らせください。 

早速ですが、議事に入ります。 

議事の１として、つくば市市民参加推進に関する指針の検証について、事務

局から説明をお願いします。 

  

（事務局） 

 【資料説明】 

 

（座長） 

ありがとうございました。ただいま事務局から、つくば市市民参加推進に関

する指針の検証と提言書のまとめ方のイメージにつきまして、それぞれ説明い

ただいたところです。 

このことにつきまして、御意見、御質問はございますか。 

 

 

（委員） 

資料を事前にお送りいただいた際にいただいていた事前質問で、各委員から
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事前に挙がっている質問はなかったのでしょうか。 

 

（事務局）  

事前にいただいていた御質問につきましては、後ほど御紹介と御回答をさせ

ていただければと思います。 

 

（座長） 

事前に質問を送るのを忘れた方や、考えていたけど提出していなかった方が

いらっしゃいましたらこの場で御質問ください。 

 

（委員） 

じっくり説明を聞きながら資料を見ると、疑問に思ったことがあったので質

問します。配付資料別冊 15 ページの「あなたは市政に対する自分の意見等を、

以下の方法で市に伝えたことがあるか」の問いについて、「市に伝えたい意見

がない」という回答が令和３年度は３割半ばであり、ここに注目するのも面白

いと思いました。「無回答」は 21.4%あり、なぜ無回答なのかを探ってはいな

いと思いますが、興味がない、意見がないから無回答であることが想像できま

す。これを踏まえると「市に伝えたい意見がない」は３割半ばではないと考え

られます。 

「無回答」のすべての方が意見がないというわけではないと思いますが、「言

っても無駄だと思う」、「興味がない」、「意見がない」という方が多く含ま

れていると思うので、これも含めると数字は３割半ばより高くなるのではない

かと思います。事務局としてはどのように思われますか。 

 

（座長） 

 事務局、お願いします。 

 

（事務局） 

 委員が言いますよう、「無回答」については、市の施策に関心がないという
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意思が表れていると感じています。 

 

（委員） 

 ありがとうございます。 

全体集計の結果、「市に伝えたい意見がない」は３割半ばから６割弱あると

いう認識で進めたほうが良いのかなと思いました。３割と６割は全く異なる数

字であると思うので、対応の仕方も変わってくると思います。 

 

（座長） 

 このようなアンケート調査で「無回答」をどのように捉えるかは難しい問題

でありまして、今のように、そもそも意見がない、関心がないという方を「無

回答」として解釈すべきなのか、そもそもこの質問に対して「無回答」という

ような方も含まれてくるので、「無回答」をどのように解釈するのかはアンケ

ート調査の場合、非常に難しいんですね。しかし、通常ですと 20%超えて「無

回答」ということがあまりないので、「無回答」を除いて新たに割合を算出す

るということもあります。  

令和元年度は約４人に１人が「無回答」だったことは気に留めておかないと

いけない点ではないかと思いますが、合わせて６割としてしまうのは少し危険

かなと思います。 

委員いかがでしょうか。 

 

（委員） 

 質問項目を見ると、「以下の方法で市に伝えたことがありますか」という問

いに対して「ありません」という選択肢がないんですよね。伝えたい意見がな

いと回答した方と、伝えたい意見はあるけども特に意見はしていないなどの意

味で「無回答」が多いのかなと感じました。 
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配付資料別冊 12 ページ、「市政に市民が参加できる環境が整っているか」の

問いに対しての「無回答」は非常に少ない。アンケートはそもそも回答しない

人が一定数いるので、「無回答」や「わからない」と記載する人がいます。「そ

う思う」「どちらかといえばそう思う」が増えている一方で「わからない」が

増えていることが無関心であり、市民が市政に参加するという意識が高まって

いないのではないかと感じました。 

 

（座長） 

 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 提言書イメージとの関係ですが、前回と今回で出てきている意見はいかにし

て市民参加の意欲を高めていくか、そこにフォーカスして議論を進めていると

思います。しかし、提言書のイメージを見ると、市民参加に関する指針があり、

枠組み自体がこれでよいのか、変える必要がないのか、この概念の整理でそも

そも合っているのか、さらに良い案がないのかどうかというところを議論した

うえで各論に入り、市民委員の数を増やすなどは各論の話に入ってくると思い

ます。このように議論を分けて進めていかないと、抽象的に市民参加の意欲を

高めていくにはどうしたらよいでしょうという議論のみとなり、最後の提言が

まとめにくくならないよう、分けて議論していく必要があるのかなと思いまし

た。 

 

（座長） 

ありがとうございます。 

指針自体の検証がまずこのような枠組みでよろしいかどうか、その後に個別

の情報発信をどうするかなどの話に入っていくべきではないかという理解でよ
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ろしいでしょうか。 

 

（委員） 

 そうです。この５年間、指針に従って市民参加の取組をどう高めていくかの

議論を続けてきたと思うので、そもそもこの枠組みで進めていってよいのかど

うかというあたりを議論できると５年間の振り返り、評価という趣旨に沿った

検討になるのかなと思いました。 

 

（座長） 

 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

それでは、事前にいただいていた質問と回答を事務局から御説明いただいて

もよろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

【事前質問回答】 

（座長） 

 ありがとうございました。追加で御質問などはございますか。 

 

（委員） 

今回、市民委員募集のホームページを見てみると、なかなか情報が見つから

なく、検索してようやく見つかりました。そもそも関心がないというより情報

が見つけられないということが問題なのではないでしょうか。今後は、市公式

ホームページをリニューアルするということですので検討をお願いします。 

 

（座長） 

 ありがとうございます。 
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ホームページについては、アクセスしやすい工夫が必要なのではないか。ア

ンケートの結果について、先ほど委員からもご指摘ありましたように「わから

ない」という回答をどのように解釈するかをさらに注視していくことが必要で

はないかと考えます。 

 

（委員） 

 議事資料 13 ページ、市民意見の積極的な反映の成果として、発言しやすい会

議づくりを行ってきたことはとても大事なことだと思います。しかし、「自身

の意見を言うことができた」と回答した割合は調査ごとに増加していますと記

載がありまして、確かに割合は増加していますが人数で見ると少ないです。１

人も増えていない。表現の仕方ですが、まだまだ工夫していく必要があるとし

たほうが良いのではないでしょうか。 

また、調査ごとに増加しているとしていますが、まだ２回しか調査をしてい

ないのでこの表現は使わないほうが良いのではないでしょうか。 

配付資料別冊 13 ページ「市政に市民が参加できる環境が整っていると思う

か」の問いについて、年齢別の 10 代の回答が 27 人と極端に少ないため、ここ

は増やしていく努力が必要ではないかと思いました。 

 

（座長） 

 ありがとうございます。ほかに御質問がありましたらまた後程いただければ

と思います。 

次に、先ほど委員からも御指摘がありましたように本日は資料３に提言書イ

メージが示されておりますが、今年度の行政経営懇談会で委員の皆様に期待さ

れている役割としましては、指針の検証結果と市民参加の推進に関する課題と

対策について意見を求められています。 

委員からもありましたように、各論も重要ではありますが、まず指針の設定
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に問題があるのか、ないのかといった議論を行ったうえで市民参加の推進に関

する基本的な考え方である「情報の積極的な発信」、「参加しやすい環境づく

り」、「市民意見の積極的な反映について」、この枠組みで市民参加の基本的

な考え方としてよろしいのかどうか。この点について御意見を伺いたいと思い

ますがいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 私は総論と各論で分けることについて違和感を覚えたのですが、基本的な考

え方の前提として参加する意欲の醸成がなかったので、今のような結果なので

はないかと考えています。 

今までの５年間の取組に加えてアンケート結果を見るなら、前提として参加

する意欲の醸成が必要であったり、若い人に意見をもらわない限り調査になら

なかったのではないかと思いました。 

 

（座長） 

 ありがとうございます。 

参加する意欲の醸成もテーマになるのではないかという御意見であります

が、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

 基本的な考え方にあります、「積極的な情報発信について」、情報を発信し

ても受け取る人がいるのか、しっかりと受け取れているのかなど相手から何も

戻ってこなければ役に立っていないと思います。どう受け取ってもらうかを考

えていただきたいです。若い人たちは情報を簡単にスマホで受け取ることがで

きるけれど、そこから深く掘り下げることをしていない人たちは多いと思いま

す。 
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（座長） 

 ありがとうございます。 

情報を発信するだけではなく、受け取る側が意図を理解して受け取れている

のか、そしてその後の行動に移るところまで目配りができているのかというと

ころでしょうか。 

 

（委員） 

指針に沿って考えるとすると、学校教育との連携など参加する意識の醸成を

新たに加えても良いのではないか。いくら場を用意しても来てくれないという

ことがこの５年間続いていました。 

５年前と異なる点としては、コロナによる影響が大きいと思います。感染症

に伴ってオンラインの活用が増えましたが、指針には一切記載がないので言及

することが必要だと思いました。 

また、スーパーシティの話もあると思うので、それも絡めたアプリ作成あた

りは、市民参加とリンクできる話だと思うので、何らかの形で言及することが

必要ではないでしょうか。 

 

（委員） 

 今までの話を聞いていて、委員は議論についていけていますか。私はあまり

ついていけてなくて。 

今年度、初めて参加してみて、正直話が分からないです。指針のことについ

ても前回の教育の話とか、若い人の話をするのかというと違います。市民委員

になる人の中には話が分からないという人もいると思うので、硬い情報をかみ

砕いて説明することが必要だと思います。それは若い世代の人であれば特に。 

分からないから発言しない、アンケートも分からないから回答しない、市政
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についても学ぼうというよりも言っている意味が分からない。若い世代の人た

ちをターゲットにするなら、まず「分からない」ということを考えることが必

要なのではないかと思いました。 

 

（委員） 

 話の内容が小さいことから大きいことまで飛んだりするので、理解できてい

ない部分が確かにあります。 

今回の指針の見直しについては、策定から５年経過しているため見直すとい

う理解でよろしいですか。 

 

（座長） 

そのとおりです。 

 

（委員） 

 配付資料別冊 15 ページ「市政に対して自分の意見等を、以下の方法で市に伝

えたことがあるか」の問いについて、令和３年度の調査では委員に手を挙げる

人の割合が 1.2%であり、衝撃的でした。今回、私は公募でこの会議に参加した

のですが、積極的にかかわりたいと思う人の割合が 2%を切っているという段階

の議論で、参加してみようと思った人が「分からない」と思ってしまうのは本

末転倒ではないでしょうか。理解している人で議論するより、なぜ参加しない

のかという意欲の項目についてであれば今の話を改めてしていくべきであると

思いました。一方で、今までやってきたことが実際どうだったのかを検証する

段階なら、「分からない」は答えにならないので致し方ない。 

今後、参加率を増やしていくなら委員のような意見に対応していくことが必要

なのではないでしょうか。 
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（座長） 

 貴重な御意見ありがとうございます。 

市民参加を推進していくにはどのようにすれば良いかについて、意見が出て

きたことはありがたく、分からないことは分からないと言っていただけたほう

が有意義な会議になっていくと思います。 

指針は、市民参加したいと思う人前提のものになっているのではないかとい

う意見がある一方で、積極的に参加したいと思わない人の意見もどのようにし

て市政に反映していくかを考えていく必要があるのではないでしょうか。 

これまでの意見も追加しつつ、５年間の検証を行っていき提言書をまとめて

いくという方向性でよろしいでしょうか。 

また、委員も先ほど申し上げていたように、この５年間における最大の違い

はコロナによる影響であり、それによって市民参加の手法で突出しているのが

アンケート調査であることを入れておかないと何年後かに誤った解釈をされて

しまうのではないでしょうか。 

 ここからは、データに基づいて御意見をいただきたいと考えております。検

証データは議事資料 10 ページ資料４以降に、一部引用するかたちで掲載されて

おります。「無回答」をどのように解釈するかということなどはありますが、

資料４の中で、先ほどの議論では出なかった点や若い世代の参加が少ない点な

ど気づいた箇所について御意見等がありましたらお願いします。 

 配付資料別冊を提言書の中に盛り込むとしたら、表の年度の並びが議事資料

の表の並びと異なっているので、間違わないように統一することは必要になっ

てくると思います。 

 次に議事資料 10 ページの資料４以降、各項目別の５年間の検証に入っていき

ます。事務局が作成しました市の取組状況、成果、課題とありますが、特に課

題について事務局が記載していること以外、または強調したほうが良い点につ

いて御意見ありましたらお願いします。 
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 先ほどいただきました意見では、「わからない」、「無回答」の回答者が一

定数いるところ、どのように課題としてとらえ、対策を考えるか、抜けている

点などについては加筆していただきたいと考えます。ほかにお気づきの点はご

ざいますか。 

 

（委員） 

 情報の積極的な発信につきまして、発信ツールの拡大だけではなく、目立た

せ方が重要であると思います。先ほどの、市民委員募集の情報にたどり着くの

に、トップページ、つくば市政、制度、市民委員、募集中の市民委員一覧と階

層が深いです。つくば市政と制度を超えていかないと市民委員にたどり着かな

い。このようなハードルがあったら、そもそも見られないと思います。情報を

目立たせる工夫はとても大事だと思います。 

 

（座長） 

ありがとうございます。 

市のホームページは、各部局からニュースやイベント等を目立たせたいとい

う要望があると思いますが、行政経営懇談会は市政への市民参加が目的となっ

ているので委員がおっしゃたようにホームページの情報を強調していくことを

提言書にも入れていきたいと考えています。 

 

（委員） 

議事資料 10 ページ、情報の積極的な発信の課題について、先ほどの委員の御

意見がすべてであると感じました。市の職員は市政に興味がある人の集合体だ

と思っていまして、分かっている人が分かっていない人に伝えるのは難しいこ

とであり、何が分かっていないのかが分からなく、何を言えば良いのかが分か

らない。まずは、分からない人が何を分かっていないのかを聞きに出向くとこ
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ろからだと思いました。それを省いて、ホームページ等に掲載しても、文字や

サイトは見たが内容が分からない、アンケートもスマホでみると文字量が多く

疲れるから回答しないということがあると思います。相手の状況やツールに合

わせて、情報が届いていない人がどのような人でどのような状況なのかを、発

信する側が分かっていないということを理解するところからだと思います。市

の職員は最も理解している人の集合体であるということが罠なのではないかと

思ったので、ここの課題には、分かっていない人へのヒアリングや分かってい

ない人が当事者として会議等に参加していただくことなど、分かっている人た

ちで考えないということが課題なのではないかと思いました。 

 

（委員） 

委員がおっしゃたように、この会議でも分かっている前提で話が進むと本当

に分からなくなります。私も発信ツールとして、SNS やインスタグラムを使っ

ていますが、これほど活用していても人が来ないということが気になりました。

「広報つくば」の満足度が７位とありましたが、インスタグラムやユーチュー

ブも活用しているのに、なぜ紙媒体を使っているのか、SNS を使っている側と

しては疑問に思いました。根本的に興味を持ちにくいとすると、ホームページ

の階層を変えても見られないのではないかと思います。この点を変えていかな

いと参加率を上げようとしても、発信する側も人が来なければ辛いと思います。

需要と供給のバランスが取れれば発信する側もさらに発信したいと思うように

なると思うので、この差が現状では大きいのかなと思いました。 

 

（座長） 

ありがとうございます。 

今の委員の意見を踏まえると、前回も御意見ありました教育が重要になって

くるのではないかと思いました。市民参加とは何かということを理解していた
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だく教育を行っていかないと市民参加の情報がホームページのトップに掲載さ

れても見過ごされてしまう気がします。 

 

（委員） 

「広報つくば」は、ポスティングで全戸配布しており、市民委員の募集情報

が必ず掲載されているので、見られている可能性は非常に高いと思います。 

それでも市民委員に応募が少ないのは、参加してどのようなメリットがある

のかという発想になるからだと思います。市に何かしたいと思う人は応募する

が、そう思わない人は参加しないので、情報を見ても応募しないのは当たり前

のように思います。 

情報を受け取る側の気持ちを最大限考えながら、この５年間とは違うアイデ

アが必要になってくるのではないかと思います。先ほどの御意見のように「分

からない」ということにどう対応していくか、今回の資料を見るだけでも大変

だったと思いますが、分からなければ流していくしかないです。その代わり、

どうしても気になるところは言っていただきたいです。課題については、皆で

アイデアを出していくしかないと思います。 

 

（委員） 

私も仕事を休んで参加していますが、変わったことをしているなとは思いま

す。私は市政に興味があって参加しましたが、参加したことでどのようなメリ

ットがあり、どのように変わっていくのかを発信していくことが重要ではない

かと思います。ほとんどの人が難しそうだから関わりたくないと考えているの

ではないでしょうか。そのように考えている人は情報をいくら発信しても来な

いと思うので、割り切ることは必要だと思います。 

参加したいと思う人に火が付くような仕掛けが必要であると思います。例え

ば、そこでしか手に入らないような景品や経験など。私も市政に興味がなけれ



- 15 - 

ば仕事を休んでまで参加するようなものなのかなと考えました。 

 

（委員） 

委員が出てよかったと思える会議に皆でしていければと思います。 

 

（委員） 

市民参加をどう進めていくかについて、私の周りには市民委員に参加した人

が結構いますが、参加するきっかけになったのは「広報つくば」でした。紙媒

体だと時間がある時に見れて、自分の意見を言いたいと考えることができたか

らでした。積極的な気持ちを生み出すのが紙媒体である「広報つくば」である

と思います。ホームページは読みかけのところから再度読めるわけではないの

で、ブラウザの立ち上げから検索する作業など手間がかかるものと思います。 

また、市民活動センターはつくば市が運営していると思いますが、情報を市

民活動広場のニュースに出すなど、多くの人の目に触れる仕掛けが必要だと思

います。情報発信ツールの多様化の中に地域交流センターの掲示板に市民委員

募集のチラシを貼ることなどは、アナログではあるが効果的なのではないかと

思いました。 

 

（座長） 

ありがとうございます。 

ある世代以上には自ら探さなくても情報を受け取れる紙媒体は効果的であ

り、紙には紙の良さ、SNS には SNS の良さも生かしながら発信していくことが

必要かなと思いました。 

「参加しやすい環境づくり」では、分からない人が分からないと言える環境

づくりが非常に重要ではないかと考えます。何年も同じ委員で構成されている

会議では、話の前提が出来上がっており、分からないと言えないまま会議が進
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んでいってしまうと、その人は今後参加しなくなってしまうと思います。 

市民委員に参加するメリットについては、市民意見の積極的な反映において、

自分の意見が反映されたと分かるかたちになると、仕事を休んでも参加した甲

斐があったと実感できるのではないかと思います。 

ほかに御意見はございますか。 

 

（委員） 

参加する意欲の醸成や、分からない人の気持ち、情報の受け取り方など様々

な意見が出たと思います。事務局が課題としています、情報発信ツールを拡大

して整備をしているが職員の技術が追い付いていないということを課題にして

いることが、認識として違うかなと思いました。 

技術の問題ではなく、相手が誰であり、何が分かっていないのかなどのター

ゲットの把握ができていなく、その人の参加する意欲の醸成を省いて情報を発

信しても受け取らないと思います。「情報の積極的な発信」の課題設定を技術

不足とすると、これを改善して発信しても人が来なければ職員のモチベーショ

ンも下がってしまいます。このように考えると、この「積極的な情報発信」の

課題が変わってくると考え、ツールの問題ではないという気がしました。 

ホームページの階層については、インターネットでの購入と古本屋での購入

のような話になってくると思いますが、インターネットでは自分の興味あるも

のを伝えてくることが多いので、偶然の出会いは生まれにくいですが、広報紙

などの紙媒体では、情報が一覧になっていて自分が欲しい情報以外の情報にた

またま出会うことがあります。SNS など発信ツールの拡大ではなく、紙媒体の

発信でも良いと思っていまして、そもそもの課題設定がここでは違うのではな

いかと思います。  

皆さんの御意見を伺って、この積極的な情報発信の課題設定が違うとその後

の「参加しやすい環境づくり」の課題などすべてが違ってくるのではないかと
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思いました。指針に沿ってすべて振り返らないといけないとは思いますが、根

本の課題設定が違えば、振り返りにはならないのではないでしょうか。 

条例の制定についてはイメージが浮かばないですが、まずは課題設定の見直

しもあるのかなと思いました。 

 

（事務局） 

御意見ありがとうございます。 

市民参加の指針については、行政がどのように取り組んでいくかという記載

になっており、分かっている行政のための内容になっています。 

参加する意欲の醸成などを基本的な考え方の前段として置くとすると、これ

まで御意見いただいた課題はここに入り、その後の基本的な考え方において、

市役所の取組として技術的な課題を設定するのもありなのかなと思います。 

本日いただいた御意見を踏まえて、新しい課題にどのように向き合っていく

かを考えたいと思います。 

 

（座長） 

ほかにいかがでしょうか。 

 委員、お願いします。 

 

（委員） 

 皆様からの御意見に共感するところが非常に多いのですが、行政評価という

のは、学校も同じでどうしても１人、２人増えたなど数値化しようとします。

その結果、さらに増やしていかないといけないなど、考えます。今回、数字で

の成果や数字での課題を思い切って減らした検証ができないかなと思いまし

た。アンケートのデータを整理して出していただくのは、手間のかかることと

思いますが、アンケートの結果などは必要最低限の指摘に留めて、質的な部分
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の成果や課題を盛り込んだ提言書にしていければ良いのではないかと思いまし

た。 

 

（委員） 

先日、教育委員会のイベントで、学校で子どもたちにチラシを配って親に参

加していただくというものを開催しました。当日はかなりの人数が参加しまし

た。 

それは、市議会議員の方や、各学校、交流センターなどにチラシを配布した

ことも一因になったのかなと考えます。それほどの人数を集めるのも、チラシ

の文章を分かりやすい文章にすれば集客は簡単に行えるものと思います。学校

に配布するのは、専業主婦の方もおり、比較的時間はあるので、来やすいとい

うこともあります。このような方法で集客をすることは可能ですが、市役所に

その後の受け皿はあるのかということが疑問に思います。 

また、若い世代には、分かりやすい情報をラインで配信したらおそらく来る

のではないかと思います。 

このような方法で、集客は比較的手間を掛けずにできると思いますが、市役

所の思いとマッチングするのかという疑問があります。数字だけを見ると、た

だ集客だけをしたいのかなとも思います。 

そして、最終的にこの会議での意見等は市長にあがっていくものなのか、こ

こで止まってしまうものなのかという最終的なゴールが分からないので、会議

に参加していても疑問に思ってしまいます。 

 

（座長） 

ありがとうございます。最後の提言書は市長に渡しています。ほかにいかが

でしょうか。 

それでは、指針の検証結果、市民参加の推進に関する課題と対策について、
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皆様から積極的な御意見をいただきましたこと改めて御礼申し上げます。これ

を踏まえて、事務局で提言書の骨子をまとめていただければと思います。 

以上で本日予定しておりました議事はすべて終了になります。最後にその他

ということで、事務局から連絡事項等がありましたらお願いいたします。 

 

（事務局） 

 本日はお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございました。第

３回目につきましては１月の開催を予定しています。改めてメールで日程の調

整を行わせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（座長） 

 ただいまの日程について御意見や御質問はございますか。 

 

（委員） 

 ３回目はどのような内容になりますか。 

 

（事務局） 

３回目につきましては、事務局で本日の内容を踏まえた提言書の骨子を作成

し、そこに御意見をいただき、提言書を作成していく予定としています。 

 

（委員） 

具体的なアイデアは３回目でも間に合いますか。 

 

（事務局） 

 大丈夫です。 
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（座長） 

 ほかにはいかがでしょうか。 

可能でしたら、早めに提言書の骨子を作っていただき、委員の皆様にも事前

に見ていただいて当日議論をしていくかたちで進めていければと考えていま

す。 

 

（事務局） 

 委員からいただきましたように、具体的なアイデアは３回目の会議でも間に

合いますが、会議の前に事前に事務局までお送りいただいても大丈夫です。 

 

（委員） 

事前の提出は紙、メール、直接会いに行っても大丈夫ですか。 

 

（事務局） 

 はい。どのようなかたちでも大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。 

 

（座長） 

 それでは皆様、御意見等がございましたら事務局へ随時よろしくお願いいた

します。本日予定しておりました案件は、すべて終了いたしました。以上で、

本日の行政経営懇談会を閉会といたします。御協力ありがとうございました。 

〔終了〕 
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市民参加の推進における 取組の課題（第１回会議振り返り） 

 

【課題に対する委員意見について】 

課題 ご意見 

若い世代の参加の促進 

 こどもの頃から地域との関わりについて考える機会が増えること

が将来的な市民参加につながるのではないか。 

 市民参加について学校教育と連携を深めるため、庁内において教育

局と連携を図るとよいのではないか。 

 現役世代が地域と関わるきっかけを作っていくため、子供会や家庭

教育学級をきっかけに、市がどういう取組をしていているか、何気

ない日常の中で自分がどのように地域と関わっているか、イメージ

を持ってもらうことが必要ではないか。 

 市は会議等で若い世代の参加を促進させていくために、当事者であ

る若い世代に参加していただき、議論を行っていくことが必要では

ないか。 

 若い世代の意見を聞くことが目的であれば、会議への参加に限ら

ず、意見を聞きに行くことも手段として考えられるのではないか。 

 会議（行政経営懇談会）の名称にハードルを感じる。参加しやすく

なるような名称を設定することも重要ではないか。 

 「Hack my TSUKUBA」の参加者はほとんどが学生であった。大

学の先生が司会進行をしていることもあり、学生が参加しやすいの

だと思う。審議会にいかに若い人を呼び込むかはこのような例も参

考にしながら行っていくのが良いのではないか。 

効果的な広報、公表方法

について 

 委員等候補者名簿（無作為名簿）の認知度が低い。届いたときにそ

もそもこれは何か。難しそうという印象がある。市が委員等候補者

名簿（無作為名簿）を作成し、市民参加を進めているという情報が

目に付くようになるとハードルが下がるのではないか。 

 無作為抽出のように、依頼があれば市民委員になる方は一定数いる

と思うので、委員等候補者名簿（無作為名簿）は参加促進の一つの

解決策になるのではないか。 

 文章の広報では遠くに感じてしまう。参加経験者からの話を聞く機

会が増えると、参加者を増やすきっかけになるのではないか。 

 

資料１ 
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当日差換



【質問に対する回答】 

 質問 回答 

水谷

委員 

検証材料とするため無作為名簿と公募の選

任者の内訳がわかるものを提供してほしい。 

「市民意見の積極的な反映」の検証資

料として平成 30 年度から令和４年度

（9.30 時点）までの市民委員を募集した

審議会・懇談会における選出方法別（委員

等候補者名簿と公募）の委員数の一覧を

提示します。 

堀 

委員 

 

 若い世代の参加促進策の検討にあたって他

自治体や海外の事例など情報提供があるとよ

いのではないか 

事例調査中 
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令和４年度（2022 年度）第２回つくば市行政経営懇談会協議事項 

 

1. つくば市市民参加推進に関する指針の検証について 

 

（１）つくば市市民参加推進に関する指針の検証方針 

当該指針は、形骸化を防止するため、５年を超えない期間ごとに社会情勢の影響等も踏ま

えて、本市にふさわしいものかどうか検証を行い、その結果に基づいて見直し等の必要な措

置を講じることを規定しています。 

このことから、平成 30 年度（2018 年度）から令和３年度（2021 年度）までに行政経営

懇談会で報告した「市民参加取組状況報告」及び「これまでの市民参加推進に関する取組事

例」を踏まえて、ご意見をいただきながら検証を行い、提言書を作成していく予定としてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

５ 市民参加の推進に関する取組の公表及び評価・検証 

※「つくば市市民参加に関する指針」5 ページから抜粋 

 

市民参加を推進するための取組について、毎年度、実施予定及び実施結果を取りま

とめ、対象事業の名称や内容、参加の手法、実施時期、意見等の反映状況等を市の広報

紙及びホームページ等で公表していきます。 

さらに、本指針のもと市民参加の推進が効果的に実施されているか、つくば市行政

経営懇談会にて検証を行い、その結果を公表していきます。 

また、行政と市民が、それぞれ市民参加の現状についてどのように感じているか可

視化するため、市職員アンケートやつくば市民意識調査の結果などを指標とします。 

なお、本指針についても、５年を超えない期間ごとに検証を行い、その際には条例化

も視野に入れて検証していくこととします。 

資料２ 
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（２）検証の進め方 

検証の進め方については、下図のとおり「つくば市市民参加に関する指針」の項目ごとに 

検証を行います。また、検証を行っていく中で、課題の解決策や条文の修正について検討を

行い、提言書にまとめていく予定とします。 
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提言書（イメージ） 

  

 

 

 

「（仮称）つくば市市民参加推進に関する指針の検証及び取組課題の検討」 

 

1. はじめに 

指針の検証を行う背景 

 

2. 指針の検証過程 

会議における検証過程を記載 

 

3. 指針の検証結果 

 

【検証結果記載例】 

 （指針の検証結果の総括） 

 検証の結果、本指針については～であることから～であるという結論に至りました。 

 ～の項目については、～とするべきであると考えます。 

 

各項目について 

パターン①【文章修正なし、取組課題あり】  

  ～について、～に基づいて検証を行った結果、文章の修正等の必要はないが、取組

については、～という課題が挙がったため対策について検討を行いました。 

 

パターン②【文章修正あり】 

～について、～に基づいて検証を行った結果、文章について修正することが必要で

あると考えます。 

 

パターン③【文章修正あり、取組課題あり】 

～について、～に基づいて検証を行った結果、文章について修正することが必 

要であり、かつ、～という課題が挙がったため対策について検討を行いました。 

 

4. 市民参加の推進に関する課題と対策 

   検証の結果、取組課題についての対応策を記載 

 【対応策記載例】 

指針の検証結果、～については、～という課題があると考えますので、～を優先して取り組

むべきであると考えます。 
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「つくば市市民参加推進に関する指針」と指針に基づく 

「市民参加の推進に関する取組」の評価・検証 
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「つくば市市民参加推進に関する指針」（基礎資料１） 

1 指針の目的、2 市民参加とは（2 ページ） 

 

「1 指針の目的」、「2 市民参加とは」については、指針全体に通じる総則規定であり、策定時か

ら現状まで市民参加取組の運用において大きな疑義が生じてきていないことから、この定義に基づ

いて「3 市民参加の推進に関する基本的な考え方」以降の検証を行っていくこととします。 

 

３ 市民参加の推進に関する基本的な考え方 

 （１）情報の積極的な発信（３ページ） 

 

市の取組状況 

・情報発信ツールの多様化 

（市公式ホームページ、広報つくば、プレスリリースの実施等に加えて、つくスマアプリ、市公式

インスタグラム、市公式 Youtube チャンネル（かわら版チャンネル）の開設、かわら版の配布） 

・多言語ホームページの作成（英語、中国語、韓国語、やさしい日本語） 

・広報つくばの多様化（点字版、録音版、外国語版、無料アプリ） 

・広報戦略課に専門職（広報推進監）を配置し、市の事業や取組について動画配信の促進 

・庁内職員向けに、広報力スキルアップを目的とした広報力向上セミナーの開催 

 

 成果 

・社会情勢等を考慮しながら、情報発信ツールの追加を随時行っており、幅広い年齢層の市民への

発信を行うことができるようになっています。 

・「市公式ホームページ」や「広報つくば」については、様々な状況下にある方に対しても情報が

届けられるよう提供形態の多様化も行っています。令和３年度の市民意識調査におけるつくば市

のまちづくりの取組に関する項目別の満足度において、「広報つくば」は全 42 項目中第７位とな

っています。（別冊 11 ページ 参考資料１参照） 

・「広報つくば」や「市公式ホームページ」に掲載できる「文章」や「写真・イラスト」と比べ、

動画（Youtube）による情報発信は、印象に残りやすく、「広報つくば」や「市公式ホームページ」

では、届かなかった属性の人にもアプローチできる。 

 市公式 Youtube チャンネル登録者数（R4.10.11 時点）：1,535 人 

 

 課題 

・発信ツールの拡大により、より多くの市民の方が情報を受け取る環境整備を進めているが、発信  

する側の職員の知識や技術の習得が追い付いていないことがあります。 
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３ 市民参加の推進に関する基本的な考え方 

 （２）参加しやすい環境づくり（３ページ） 

 

市の取組状況 

 市民が置かれている状況を考慮した上で、市民参加の取組を行う「時間」や「場所」を決定する

手法の１つとして、オンラインの活用を実践しており、令和３年度の行政経営懇談会では、「市

民参加の推進に向けたオンライン活用の手引き」作成に向け協議を行いました。参加しやすい

環境づくりを進めるため、「オンラインの活用の手引き」の職員への周知を行いました。 

オンライン開催（ハイブリッド開催含む）実施件数：令和２年度 19 件／令和３年度 25 件 

※2020 年度、2021 年度オンライン活用状況調査より（庁内アンケート） 

 

 より多くの市民が市民参加の取組に参加できる環境を整備していくため、市民委員経験者の意

見・感想を聞く機会として、市民委員意見交換会や市民委員参加者アンケートを実施していま

す。 

 パブリックコメントの提出については、より多くの方が簡易に意見を表明できるよう、直接の

持参や郵送に加えてメールや電子申請による受付も行っています。 

 

成果 

 市民意識調査における「市政に市民が参加できる環境が整っていると思うか」の問いについて、

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の合計割合は調査ごとに増加を示しています。 

 H29 年度：26.2%、R1 年度：29.4%、R3 年度：30.7%（別冊 12 ページ 参考資料 1 参照） 

  

 パブリックコメントの提出方法について、平成 30 年度以降の調査で最も多いのは、「時間」や

「場所」にとらわれない電子申請による受付であり、全体の７割以上を占めています。 

  H30 年度：72.6%、R1 年度：77.6%、R2 年度：82.2%、R3 年度：84.2% 
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課題 

 オンライン活用状況調査（庁内アンケート）の結果では、職員が会議等にオンラインを活用し

ていくにあたり「オンライン参加者の表情が読み取りづらく参加者の反応や空気感の把握など

に限界を感じる」という声が挙がりました。 

 市民委員参加者アンケートの結果から、「審議会等に参加することを周りの人に勧めたいと思う

か」について「勧めたい」「どちらかというと勧めたい」と回答する人の割合は高い（76.7％）

が、市民委員経験者の声を広く伝える情報発信ができていない。（令和元年度市民委員アンケー

トより） 

 市民委員について、応募者を年代別で見ると若い世代の応募者が他の年代と比べると圧倒的に

少ない状況となっており、計画等の立案において若い世代の意見の反映が困難となる。（第１回

会議でも意見あり） 

20 代以下の応募者：H30 年度 6.3%（4 人）、R1 年度 1.0%（1 人）、R2 年度 3.8%（4 人）、   

R3 年度 5.9%（7 人） 

（図１参照、第１回会議資料 25 ページより引用） 

 

 

  

図１：年代別応募者数（平成 30 年度～令和３年度）の推移 
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３ 市民参加の推進に関する基本的な考え方 

 （３）市民意見の積極的な反映（３ページ） 

 

市の取組状況 

 審議会等において、これまで市と接点の少なかった市民の声を汲み上げていくため、平成 30 年

度から「委員等候補者名簿」の整備を行い、その活用を進めています。 

 平成 29 年度に地区相談課及び地域相談センターが設立され、各地区における対話機能を高め、

地区相談業務の充実を図っているほか、市庁舎や地域交流センター等に設置している「市長へ

のたより」の専用はがき、市長が市内 6 地区に出向く地区別タウンミーティング等実施してい

ます。 

 市民意見が積極的に反映できる会議運営の改善のため、市民委員経験者の意見・感想を聞く機

会として、市民委員意見交換会や市民委員参加者アンケートを実施しています。 

 市の計画案に対するパブリックコメント実施を行い、意見を計画に反映できなかった場合はそ

のフィードバックとして、パブリックコメントの結果公表時には「市の考え方」において丁寧

な説明を記載するよう取り組んでいます。 

 

成果 

 市の附属機関や懇談会の委員に市民が参加する会議の数が増えるとともに、庁内における「委

員等候補者名簿」の活用も年々増えていることから市政に参加する市民の多様化が進み、市政

に参加する市民の固定化を避け、これまで市と接点の少なかった市民の意見等を把握すること

ができました。（表１参照、第１回会議資料 25 ページより引用） 

登用者数（別冊 21 ページ 参考資料２参照） 

 H30 年度：1 人、R1 年度：1 人、R2 年度：3 人、R3 年度：14 人、R4 年度：21 人(9/30 時点) 

 

 市民委員意見交換会の開催や市民委員参加者アンケートの実施により、市民委員が参加した会

議等において当事者からの意見を把握することができ、結果を後の会議運営に反映し、発言し

やすい会議づくりを行ってきました。このことから、市民委員参加者アンケートにおける「自

身の意見を言うことができた」と回答する割合は調査ごとに増加しています。 

  R2 年度：82.0%、R3 年度：83.4%（表２参照） 

表１：市民委員が参加している審議会等総数と参加委員数の推移 

 

 

 

 

 

 

H30 R1 R2 R3

市民委員が参加している審議会等総数 18件 19件 27件 39件

参加委員数 63人 98人 106人 118人

【参考】つくば市審議会等総数 95件 100件 102件 105件

　　うち、市民委員の参加が可能な審議会等数 39件 29件 38件 47件
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表２：市民委員参加者アンケート結果 

 

 

課題 

 令和３年度市民意識調査の結果（問 15：あなたは市政に対する自分の意見等を伝えたことがあ

るか）では、約 36％の回答者が「市に伝えたい意見がない」と回答していることから、積極的

には意見表明しない市民の存在を考慮することや市に寄せられた意見は、市民の「多数の民意」

を代表した意見とは限らないということを踏まえ、意見聴取や情報発信の取組が必要です。（別

冊 15 ページ 参考資料１参照） 

 令和３年度市民意識調査の結果（問 16：あなたはつくば市の市政には、市民の声が生かされて

いると思うか）では、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」の合計割合は前回調査から増え

ました。しかし、一方で「わからない」と回答する割合も増えていることから、市民委員意見交

換会等を活用し、その原因把握を行う必要があります。（別冊 18 ページ 参考資料１参照） 

 

 

 

  

回答数 構成比 回答数 構成比

21人 53.8% 34人 56.7%

11人 28.2% 16人 26.7%

6人 15.4% 6人 10.0%

1人 2.6% 3人 5.0%

0人 0.0% 1人 1.7%

39人 100.0% 60人 100.0%

※市民委員参加者アンケート（令和２年度～令和３年度）より抜粋

R2（N=39人） R3（N=60人）

合計

ご自身の意見や質問などを発言することができましたか。

選択肢

言うことができた

どちらかというと言うことができた

どちらかというと言うことができなかった

言うことができなかった

その他
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４ 市民参加の実施（４ページ） 

 

 本項については、「２市民参加とは（３）市民参加の４段階」に示した各段階における具体的な

手法が例示してあります。 

 行政の事業サイクルは、「企画・立案、計画」「実行」「評価・検証」の３段階を基本として考え

られていましたが、市民参加を推進していくにあたっては、「企画・立案」を第一段階とすると、

原案ができている状態で市民参加が行われると参加しにくいと感じる声がありました。また、「企

画・立案、計画段階の一つ前、そもそも何を計画するかというところで、市民の意見を聞くという

のも必要」という意見もあったことから、「共有・理解」を第一段階に置き、常に「共有・理解」

を図りながら進めていくこととしました。 

 市民参加の４段階別に平成 30 年度から令和３年度における市が実施した事業件数をまとめた結

果（表３）、「共有・理解」段階において、最も多くの事業が実施されている結果となっています。

このことから指針策定後、市では、行政と市民が互いにそれぞれの状況や考え方を「共有」し、「理

解」し合える環境づくりに向けた取組の重要性が浸透してきていると考えられます。 

 また、新型コロナウイルスの感染拡大により、出前講座やタウンミーティングといった対面型の

市民参加の実施件数は減りましたが、非接触の形式で市民の声を聞くことができる方法としてアン

ケート調査は著しく増加しました。（図２参照、第１回会議資料 13 ページより引用） 

 

表３：市民参加の４段階における事業件数の推移 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

「共有・理解」 115 件 135 件 122 件 131 件 

「企画・立案、計画」 38 件 25 件 21 件 24 件 

「実行」 25 件 19 件 8 件 14 件 

「評価・検証」 17 件 5 件 7 件 12 件 

 

市民参加の４段階と主な実施手法の例 

「共有・理解」… タウンミーティング、住民説明会、出前講座、シンポジウム・フォーラム  

         アンケート 等 

「企画・立案、計画」… 審議会等、パブリックコメント手続き、ワークショップ 等 

「実行」… アンケート、ワークショップ、市民講座、シンポジウム・フォーラム 等 

「評価・検証」… 審議会等、アンケート、出前講座 等 
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図２：市民参加の主な実施手法とつくば市における実施状況 
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５ 市民参加の推進に関する取組の公表及び評価・検証（５ページ） 

 

市の取組状況 

 市民参加の取組について、毎年度、当該年度に実施する予定の対象事業をまとめて市公式ホーム

ページで公表しています。 

 毎年度、行政経営懇談会にて前年度の市民参加の取組実績について検証を行い、次年度の市民参

加の取組に反映しています。 

 評価・検証方法として、市民委員意見交換会の開催や市民委員参加者アンケートの実施を通して、

参加者の声を把握するとともに、その結果を各部署へ共有し、委員が参加する会議等の運営の改

善につなげています。 

庁内各部署で事業評価として使用している「事務事業マネジメントシート」に、令和２年度から新

たに「市民参加の４段階」の項目を作成し、各事業における市民参加取組を把握できるよう運用し

ています。 

 

成果 

 指針策定以前、市民参加の取組情報については、各部署がそれぞれ市公式ホームページ等に掲

載しており、市民にとって情報を把握しにくい状態でしたが、情報をまとめて掲載することで

必要な情報を把握しやすいものとなりました。 

 「事務事業マネジメントシート」への項目追加により、定期的に各部署における事業の市民参

加取組状況の検証が可能となり、かつ当該シートを市公式ホームページで公表することで外部

からも取組状況について確認ができるものとなりました。（別冊 27 ページ 参考資料３参照） 

 「市民委員意見交換会」や「市民委員参加者アンケート」、「事務事業マネジメントシート」の

活用により、市民参加の取組について内部で検証できる仕組みづくりが整いつつあります。 
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市民参加取組の検証方法（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

  

・課題の解決策を踏ま

えて、事業の内容から

最適な市民参加取組

を設定する 

・下記のデータ等を用

いて取組の分析・検

証を行う 

①市民委員意見交換会 

②市民委員参加者アン

ケート 

③庁内アンケート 

④事務事業マネジメン

トシート検証 

 

 

 

・設定した市民参加の

取組を実施する 

ＰＬＡＮ

最適な市民参加

取組の設定

ＤＯ

市民参加取組

実施

ＣＨＥＣＫ

各種データによる

取組検証

ＡＣＴＩＯＮ

検証結果の

庁内共有

課題解決策の検討

・検証結果を庁内へ

共有し、課題解決

策の検討を行う 
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1 
 

はじめに 

 

近年，本市では，つくばエクスプレス沿線においては大規模な都市開発が進

められ，新たな地域コミュニティが次々と誕生しています。一方で，中心部に

おいては，公務員宿舎やＵＲ都市機構所有地の売却，大型商業施設跡地の利活

用などの問題があります。また，周辺部においては,人口減少と高齢化に伴う諸

課題が顕在化しています。これらは山積する課題のほんの一部にすぎません。 

市制 30周年を迎え,先進の科学技術と国際化を象徴する都市であり，多様な

人々が暮らすつくば市は,市民一人ひとりの主体性が尊重され，だれもが幸せ

に暮らし，市民であることを誇れるような共生社会の創造を目指していかなけ

ればなりません。 

本市では, これまで，行政と市民や企業，ＮＰＯなどが，まちづくりの役割

を分担し，協働していく枠組みとして,「市民協働ガイドライン」を平成 21年

３月に策定し, また，平成 24 年３月には，市民や行政などの自治における位置

づけや役割についてまとめたものとして「つくば市自治基本条例市民ワーキン

グチームからの報告」を受けるなど，市民と行政の協働に向けた取組を進めて

きました。 

こうした蓄積をもとに，本市が直面する諸課題を乗り越えていくためには，

行政は，より一層市民の声に耳を傾け，市民自治を基調とした市政運営を行っ

ていくことが必要です。そのためにも，行政は市政運営の過程において，市民

の多様な意見を集め，合意形成を図りながら進めていくことが重要です。そし

て，市民が自由に多様な意見を表明するためには，市政の透明性を高めること

や，市民と対話する機会を常に設けておくこと，そして何より，日頃から市民

がより一層市政に深く関心を持てるように環境を整えることなど，市民参加の

機会を拡大するための不断の取組みが必要です。 

市民参加は，市民が市政に意見を反映させるための方法であり,行政が市民

自治を基調とした市政を実現していくための重要な取組です。本市は，より一

層の市民参加を推進していきます。そのために，つくば市行政経営懇談会の御

意見をいただき，行政が市政運営を担うに当たって基本とするべき市民参加推

進に関する指針を策定しました。 
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１ 指針の目的 

本指針では，市民参加の推進に関する基本的な考え方や，今後実施すべき取

組を示し，市政への市民参加を推進していくことを目的とします。 

 

 

２ 市民参加とは 

（１）市民 

本指針では，「市民」を，市内に在住している個人や，市内に在勤，在学

する個人のほか，行政以外の市内を拠点とする法人，団体，組織（区会・

自治会・町内会，地域活動団体，ＮＰＯ・ボランティア団体，社会団体・

公益団体・研究機関・メディア，企業・事業所など）とします。 

 

（２）市政への市民参加 

市民参加には，次のとおり二つの側面があります。 

①市民が直接的に市政に参加すること 

②市民が主体的にまちづくり活動に取組むこと 

本指針では，市政への市民参加を推進していくことを目的としているこ

とから，市民参加のうち「①市民が直接的に市政に参加すること」を対象

とします。 

 

（３）市民参加の４段階 

行政においては，事業や法令等の制度などを「企画・立案，計画」し，

「実行」した後に，その状況や結果を「評価・検証」することで，新たな

取組や事業等の改善に生かすという，３段階を基本的な流れとしています。 

しかし，より行政と市民が一体となって取り組んでいくためには，行政

と市民が互いにそれぞれの状況や考え方を「共有」し，「理解」し合える環

境づくりが重要です。特に，それらは日常的に行われていることが求めら

れます。 

そこで，本指針では，市政における市民参加を「共有，理解」を第１段

階として加えた４段階とし，常に「共有，理解」を図りながら，「企画・立

案，計画」，「実行」，「評価・検証」の各段階において適切な市民参加を検

討し，実施していきます。 
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３ 市民参加の推進に関する基本的な考え方 

（１）情報の積極的な発信 

市民が市政へ理解を深めていくために，市の状況や統計などの基本的な

情報だけでなく，行政が抱える課題や検討段階における論点など，市政の

実情に関わる情報についても積極的に発信していきます。 

情報の発信に当たっては，市民のもとへ，必要な情報が，必要な時に確

実に届くように発信すること，かつ，その情報はできるだけ簡易に得られ

ることが重要です。行政は情報を受け取る市民の立場に立って情報を発信

していきます。 

さらに，市民が興味関心を持ちやすい仕掛けやテーマを取り入れたイベ

ントや情報発信を行っていきます。 

 

（２）参加しやすい環境づくり 

市民参加の効果を最大限発揮できるように参加しやすい環境を整えるこ

とが重要です。 

そのために，市民が置かれている状況を十分に考慮した上で，市民参加

の取組を行う「時間」や「場所」を決定するなど，できる限り参加を希望

する市民が参加しやすい環境づくりを心がけます。また，市民の自由かつ

多様な意見を集めることができる手法を用いるなど，事業の分野や性質・

内容に応じて，市民が参加しやすい方法を十分に検討します。 

さらに，子供，障害者，外国人を含めたより多くの意見等を市政に反映

させるため，様々な方法で市民参加の取組について周知するとともに，市

民ができるだけ簡易に意見を表明できる方法を導入するなどの取組を進め

ていきます。 

 

（３）市民意見の積極的な反映 

市民から市政へ向けられる意見等についても，行政と市民との間でしっ

かりと共有していくことが重要であり，市民の意見に耳を傾けることはも

ちろんのこと，その意見に対して真摯に向き合う姿勢が求められます。 

そのために，前例や既存の枠組みにとらわれることなく，柔軟な発想で

市民の意見に向き合い，本当に必要な取組みを分野横断的な視点を持って

考えていきます。 

また，自らの意見を積極的に表明できない市民の声なき声も積極的に汲

み上げ，反映するよう努めていきます。 

さらに，市内のそれぞれの地区における対話機能を高め，より多くの意
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見等を把握できるよう，地区相談業務の充実などの取組も一層推進してい

きます。 

一方で，市民の意見等を事業に反映できなかった場合は，反映できなか

った理由とともに，市民に対して丁寧にフィードバックを行っていきます。 

 

 

４ 市民参加の実施 

「市民参加の４段階」の各段階に応じて，事業の分野や内容・性質などか

ら，別表の「市民参加の主な実施手法」に掲げる手法を参考とし，最適な市

民参加を実施していくことを目指します。 

特に，市民の暮らしに身近な事業や市民の関心の高い事業については，積

極的に取組んでいきます。 

なお，各段階における主な実施手法を以下に示しますが，従来の手法に捉

われず，試行的な取組も検討していきます。 

 

（１）共有，理解 

「共有，理解」段階では，特に行政が有している情報を，適切かつタイ

ムリーに発信していく必要があります。より多くの情報を市民と共有し，

市民の市政への理解を深めていくためにも，誰もが使いやすいホームペー

ジの作成やＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス），情報発信

アプリの活用など，様々な手法を用いて，必要な情報を，必要な時に，で

きるだけ簡易に得られる環境を整備していきます。 

また，市民の市政への関心を高めるとともに，情報の共有をより密に行

うために，公聴会・住民説明会やタウンミーティング，シンポジウムなど

の対話型・体験型の市民参加の手法も実施していきます。 

さらに，潜在的な市民の声や多様な意見等を把握するために，アンケー

ト調査や窓口，ホームページにおける意見募集など，様々な手法を用いて

市民の意見等を集めていきます。 

 

（２）企画・立案，計画 

「企画・立案，計画」段階では，市民が委員となり，策定過程に直接参

加できる審議会等や，無作為抽出による市民討議会などが手法の一つとな

ります。市民から委員を公募する際には，当該案件にかかる意図や背景を

理解した上で市民が応募できるように，ホームページやＳＮＳ，広報紙な

どを用いて，審議会等の目的，内容及び委員としての役割などを公表して
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いきます。 

また，市民が持つ多様なアイデアや意見を政策の中身に効果的に取り入

れていくために，ワークショップや，オープンハウスなどの様々な手法に

より取組を実施していきます。 

 

（３）実行 

「実行」段階では，事業を実施している間でも，常に改善を意識し，ア

ンケートやモニター調査等を用いて，より多くの市民意見等を求めていき

ます。 

また，ホームページ等による事業の進捗状況の定期的な公表や，シンポ

ジウム等での実施中の成果の説明を進めていきます。 

 

（４）評価，検証 

「評価，検証」段階では，事業の内容や進め方などが効果的かつ効率的

であったか評価していきます。この段階での市民参加として，審議会等，

公聴会・住民説明会，シンポジウム・フォーラム等の手法を用いることで，

事業に対する市民による評価の機会を充実させていきます。 

 

 

５ 市民参加の推進に関する取組の公表及び評価・検証 

市民参加を推進するための取組について，毎年度，実施予定及び実施結果

を取りまとめ，対象事業の名称や内容，参加の手法，実施時期，意見等の反

映状況等を市の広報紙及びホームページ等で公表していきます。 

さらに，本指針のもと市民参加の推進が効果的に実施されているか，つく

ば市行政経営懇談会にて検証を行い，その結果を公表していきます。 

また，行政と市民が，それぞれ市民参加の現状についてどのように感じて

いるか可視化するため，市職員アンケートやつくば市民意識調査の結果など

を指標とします。 

なお，本指針についても，５年を超えない期間ごとに検証を行い，その際

には条例化も視野に入れて検証していくこととします。 
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市民参加の主な実施手法 

 

 実施手法 概要 

１ 審議会等 

審議会等は，地方自治法第 138 条の４第３項の規定により，

法律又は条例に基づき附属機関として設置される協議会，懇談

会等や要綱等に基づき設置される協議会，懇談会等のことを指

します。 

また，委員の選考に当たっては，市民委員の公募などを実施

することが重要です。 

２ 市民討議会 

市民討議会は，住民基本台帳から無作為で選ばれた市民が集

まり，地域の課題などについて議論する方法です。無作為抽出

によって討議会に参加する市民を選ぶことで，より多くの市民

が市政に参加する機会を設けることができます。 

３ 公聴会，住民説明会 

公聴会は，行政が広く市民の意見を求め，それに対して市民

が公開の場で意見を述べるものであり，一般に法律上開催を義

務づけられた公式的な意見を聞く場を指します。 

また，住民説明会は，行政が検討する計画や事業について説

明し，市民の意見を聞いたり，議論したりする場です。開催に当

たっては，全市民を対象にしたり，地権者などの利害関係者や

特定の地域の市民を対象にしたりするなど目的によって範囲を

決めることができます。 

４ 
シンポジウム・フォ

ーラム 

シンポジウム・フォーラムは，ともに，公開の場で意見を述べ

討論する方法です。講演や討論のほか，講演者やパネリストと

市民との質疑応答を行うことで，市民に対して行政の見解を説

明する機会となります。また，行政から市民に課題を投げかけ

ることができるとともに，市民の意見を汲取ることもでき，相

互理解を深められるという効果があります。 

５ アイデアソン 

アイデアソンは，アイデアとマラソンを掛け合わせた造語で

あり，特定のテーマについて様々な分野の人々が集まり，グル

ープなどでのディスカッションを通じて新たなアイデアを創り

出す取組です。 

６ ワークショップ 

ワークショップは，地域の現状把握からはじまり，地域の問

題点や課題の整理・分析，計画の方向性の提言，計画案・設定案

づくりなどを行う際に適した手法です。 

別表 
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７ 出前講座 

出前講座は，市政やまちづくりに関する理解を深めてもらう

ため，市民が主催する集会等に市職員が出向き，市の業務や施

策について説明する制度です。市民に施策や事業を直接説明し，

理解してもらうとともに，意見交換を行う機会です。 

８ タウンミーティング 

タウンミーティングは，地域の課題や市政について，行政と

市民による意見交換を目的とする対話型の集会です。自由に市

民が参加し，意見交換を重ねることによって，市民の声を市政

に活かすとともに，直接語り合う機会を持つことで，より市政

への理解を深める効果があります。 

９ オープンハウス 

オープンハウスは，パネルの展示やリーフレットなどの資料

の配付により，事業やその進め方に関する情報を提供する場で

す。市民は，パネル展示の内容や事業について市職員に質問す

ることができるほか，コメントカードやアンケートに意見等を

記入することもできます。 

10 モニター調査 

モニター調査は，特定の施策や取組について，より詳細に意

見を求める手法です。モニターとして調査対象となった市民か

ら取組への意見等を提出してもらう取組のほか，モニターを集

めたワークショップなどを行うことで，より具体的な提案に結

び付けていく方法もあります。 

11 
パブリックコメント

手続き 

パブリックコメント手続きは，市の基本的な計画，条例等を

策定するときに，原案を公表し，市民に広く意見を求め，寄せら

れた意見を考慮して最終的な意思決定を行うとともに，それら

の意見に対する市の考え方を公表する一連の手続きです。 

12 ヒアリング 

ヒアリングは，団体，組織や個人に対する聞き取り調査であ

り，各種行政計画の策定過程でよく用いられている手法です。 

13 アンケート調査 

アンケート調査は，複数の団体，組織や個人に同じ質問をす

ることでデータの収集を行う調査であり，市民にとって容易に

参加できる手法の一つです。 

14 

意見，作文，イラス

ト，アイデア等の 

募集 

意見，作文，イラスト，アイデア等の募集は，テーマを決め

て，市民から意見やアイデアなどを募集するものです。募集方

法は，市広報紙，ホームページなどでの広報のほか，学校，事業

所，各種団体等に呼びかける方法もあります。 
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おわりに 

 

最後に，本指針策定に御意見をいただいた行政経営懇談会からの提言を記し

ます。 

 

今回の行政経営懇談会は新たに公募による市民代表が加わり，幅広い視点か

ら「市民参加推進に関する指針（案）」について７回にわたって検討を重ねた。

これまで懇談会が行ってきた「事務事業の評価」とは異なり，討議の過程に庁

内や議会の意見が提出され，議論がいっそう深められた。また，懇談会の活発

な討議，提言等に行政側も柔軟に応じて「指針（案）」の修正を行い，委員の意

見がかなり反映された内容となった。 

以下，懇談会での議論を今後より発展させ，市民参加をより推進していくた

めに，いくつかの課題と提言を記しておきたい。 

 

１ 行政（首長，職員）は，「情報は原則市民のもの」との立場から，市民参加

のすべての段階で情報公開，交流の徹底を図り，市民参加の有効性をいっそ

う高めていくこと。 

２ 職員一人ひとりは市民参加の意義を理解し，それに対応できる意識改革と

能力開発を進めること。 

３ 市民一人ひとりは市民参加の主体たる自覚をもち，住民自治を具体化でき

る能力（市民力）を育んでいくこと。 

４ 市民参加の実施方法については，他の自治体の制度や海外の先進事例等を

参考に，たえず現状の点検・評価に努めること。 

５ 市政（行政，議会）は市民参加推進に関する議論をさらに深め，協働，自

治のあり方も含めて市民参加の条例化を図ること。 
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３ つくば市の現状やまちづくりへの取組について 

68 

Ⅱ 
-
 

３ 

問 14 あなたは、つくば市には、市政に市民が参加できる環境が整っていると思いますか。    ＜○は 1 つ＞ 

① 全体集計の結果 

●「あまりそう思わない/そう思わない」が 3 割半ば 

・つくば市の市政に市民が参加できる環境が整っているかについては、「わからない」が 574 人(32.7％)で最も多く、

「どちらかといえばそう思う」が 451 人(25.8％)、「あまりそう思わない」が 424 人(24.2％)で続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜過年度調査との比較＞ 

前回(R1) 前々回（H29）

回答数（人） 構成比 構成比 構成比

そう思う 85 4.9% 4.9% 3.2%

どちらかといえばそう思う 451 25.8% 24.5% 23.0%

あまりそう思わない 424 24.2% 33.2% 36.5%

そう思わない 183 10.5% 6.9% 8.5%

わからない 574 32.7% 28.7% 27.0%

無回答 34 1.9% 1.8% 1.7%

全体 1,751 100.0% 100.0% 100.0%

本調査（R3）
選択肢
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３ つくば市の現状やまちづくりへの取組について 

 

69 
 

Ⅱ 
-
 

３ 

問 14 あなたは、つくば市には、市政に市民が参加できる環境が整っていると思いますか。    ＜○は 1 つ＞ 

② クロス集計 

 

【地区別】 

・大穂地区では「あまりそう思わない/そう思わない」の割合が 40％を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

・30歳代、40歳代、60～64 歳、65～69 歳では「あまりそう思わない/そう思わない」の割合が 35％を超えている。 
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082202691
タイプライターテキスト
32.5％

082202691
タイプライターテキスト
26.3％

082202691
タイプライターテキスト
34.4％

082202691
タイプライターテキスト
25.8％

082202691
タイプライターテキスト
26.6％

082202691
タイプライターテキスト
41.0％

082202691
タイプライターテキスト
34.2％

082202691
タイプライターテキスト
27.0％

082203323
四角形
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【世帯構成別】 

・夫婦のみ、三世帯同居では「あまりそう思わない/そう思わない」の割合が 35％を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯に含む人別】 

・小中学生、65～74 歳の人を世帯に含む人で「あまりそう思わない/そう思わない」の割合が 35％を超えている。 
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問 15 あなたは市政に対する自分の意見等を、以下の方法で市に伝えたことがありますか。 

＜○は当てはまるものすべて＞ 

①  全体集計の結果 

●「市に伝えたい意見がない」が 3 割半ば、「市が実施したアンケートの回答」が 2 割 
・市政に対する自分の意見を市に伝えたことがあるかについては、「市に伝えたい意見がない」が 631 人(36.0％)で最

も多く、「市が実施したアンケートの回答」が 348 人(19.9％)、「区会・自治会を経由した意見表明」が 169 人

(9.7％)で続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

前回(R1)

回答数（人） 構成比 構成比

１　 「市長へのたより」等の手紙 33 1.9% 1.4%

２　 「市長へのメール」等の電子メール 60 3.4% 2.9%

３　 要望書や意見書等 85 4.9% 5.5%

４　 電話 83 4.7% 6.6%

５　 窓口での会話・筆談等 70 4.0% 6.8%

６　 市が実施したアンケートの回答 348 19.9% 22.1%

７　 「タウンミーティング」や「意見交換会」、

　　 「ワークショップ」等市が主催する会合での発言
33 1.9% 2.7%

８　 PTAを経由した意見表明 62 3.5% 3.7%

９　 区会・自治会を経由した意見表明 169 9.7% 11.8%

10　市が開催する委員会・審議会などでの市民委員としての発言 21 1.2% 1.4%

11　パブリックコメント 25 1.4% 1.6%

12　その他 121 6.9% 4.7%
13　市に伝えたい意見がない 631 36.0% 27.7%

     無回答 374 21.4% 26.2%

全体（有効回答数） 1,751

本調査（R3）
選択肢

＜過年度調査との比較＞ 
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問 15 あなたは市政に対する自分の意見等を、以下の方法で市に伝えたことがありますか。 

＜○は当てはまるものすべて＞ 

② クロス集計 

 

【地区別】 

・全ての地区で「市に伝えたい意見がない」が最も多くなっている。 

 

 
 

 

【年齢別】 

・10歳代から 50歳代、65～69 歳は「市に伝えたい意見がない」が最も多くなっている。 

・60歳から 75歳以上は「市が実施したアンケートの回答」が最も多くなっている。 

・40歳代から 75歳以上は「区会・自治体を経由した意見表明」が上位に入っている。 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答順

37 30.6% 21 17.4% 12 9.9% 11 9.1% 8 6.6%

38 36.5% 19 18.3% 13 12.5% 11 10.6% 10 9.6%

39 33.1% 18 15.3%

63 26.0% 48 19.8% 32 13.2% 19 7.9% 16 6.6%

50 30.5% 36 22.0% 27 16.5% 12 7.3% 10 6.1%

54 31.0% 47 27.0% 20 11.5% 13 7.5% 10 5.7%

209 41.2% 93 18.3% 41 8.1% 37 7.3% 17 3.4%

141 43.9% 66 20.6% 21 6.5%

研究学園地区

(n=507)

TX沿線地区
(n=321)

筑波地区

(n=121)

大穂地区

（n=104）

豊里地区

(n=118)

谷田部地区

(n=242)

桜地区

(n=164)

茎崎地区

(n=174)

19 5.9%

市に伝えたい意見がない 市が実施したアンケートの回答 その他 区会・自治会を経由した意見表明 ＰＴＡを経由した意見表明

市に伝えたい意見がない 市が実施したアンケートの回答 区会・自治会を経由した意見表明 その他／要望書や意見書等

市に伝えたい意見がない 市が実施したアンケートの回答 区会・自治会を経由した意見表明 要望書や意見書等 電話

市に伝えたい意見がない 市が実施したアンケートの回答 区会・自治会を経由した意見表明 その他 電話

7 5.9%

市に伝えたい意見がない 市が実施したアンケートの回答 区会・自治会を経由した意見表明 その他 電話

市に伝えたい意見がない 市が実施したアンケートの回答 区会・自治会を経由した意見表明 窓口での会話・筆談等 電話

市に伝えたい意見がない 市が実施したアンケートの回答 窓口での会話・筆談等／区会・自治会を経由した意見表明／電話

1位 2位 3位 4位 5位

市に伝えたい意見がない 市が実施したアンケートの回答 区会・自治会を経由した意見表明 その他 要望書や意見書等

回答順

24 88.9%

111 58.7% 32 16.9% 7 3.7%

145 51.1% 47 16.5% 25 8.8%

168 40.1% 72 17.2% 35 8.4% 33 7.9% 28 6.7%

81 28.0% 53 18.3% 36 12.5% 20 6.9% 16 5.5%

36 26.9% 31 23.1% 15 11.2% 10 7.5% 7 5.2%

36 24.5% 24 16.3% 21 14.3% 12 8.2% 11 7.5%

48 30.4% 30 19.0% 27 17.1% 10 6.3% 9 5.7%

28 28.0% 19 19.0% 13 13.0% 10 10.0% 9 9.0%

50歳代

(n=289)

60～64歳

(n=134)

65～69歳

(n=147)

70～74歳
(n=158)

75歳以上
(n=100)

10歳代
(n=27)

20歳代
(n=189)

30歳代
(n=284)

40歳代

(n=419)

市が実施したアンケートの回答 区会・自治会を経由した意見表明 市に伝えたい意見がない その他 電話

市が実施したアンケートの回答 区会・自治会を経由した意見表明 市に伝えたい意見がない 電話
要望書や意見書等

／窓口での会話・筆談等

市に伝えたい意見がない 市が実施したアンケートの回答 区会・自治会を経由した意見表明 その他 電話

市が実施したアンケートの回答 市に伝えたい意見がない 区会・自治会を経由した意見表明 要望書や意見書等 電話／窓口での会話・筆談等

市に伝えたい意見がない 市が実施したアンケートの回答 その他 区会・自治会を経由した意見表明 ＰＴＡを経由した意見表明

市に伝えたい意見がない 市が実施したアンケートの回答 区会・自治会を経由した意見表明 その他
ＰＴＡを経由した意見表明

／要望書や意見書等

市に伝えたい意見がない 市が実施したアンケートの回答 その他 区会・自治会を経由した意見表明／電話

10 3.5%

市に伝えたい意見がない 市が実施したアンケートの回答 その他
「市長へのメール」等の電子メール／区会・自治会を経由した意見表明

／要望書や意見書等

4 2.1%

3位 4位 5位

市に伝えたい意見がない
「市長へのメール」等の電子メール／市が実施したアンケートの回答

／区会・自治会を経由した意見表明／市が開催する委員会・審議会などでの市民委員としての発言

1 3.7%

1位 2位
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【世帯構成別】 

・全ての世帯構成で「市に伝えたい意見がない」「市が実施したアンケートの回答」が上位に入っている。 

・全ての世帯構成で「区会・自治体を経由した意見表明」が上位に入っている。 

 

 
 

 

【世帯に含む人別】 

・全て世帯に含む人で「市に伝えたい意見がない」「市で実施したアンケートの回答」が上位に入っている。 

・小中学生、65～74 歳の方、75歳以上の方を含む世帯では「区会・自治体を経由した意見表明」が上位に入っている。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

回答順

86 45.5% 10 0.0% 8 4.2%

115 29.0% 107 27.0% 88 22.2% 48 12.1% 26 6.5%

344 37.6% 181 19.8% 164 17.9% 88 9.6% 67 7.3%

63 36.6% 39 22.7% 34 19.8% 16 9.3% 12 7.0%

29 42.6% 15 22.1% 8 11.8% 6 8.8% 5 7.4%

夫婦のみ

(n=397)

その他

(n=10)

市が実施したアンケートの回答

その他

市に伝えたい意見がない 無回答 市が実施したアンケートの回答三世代同居

(n=172)

親子

(n=915)

市に伝えたい意見がない 市が実施したアンケートの回答 無回答 区会・自治会を経由した意見表明

区会・自治会を経由した意見表明 その他

市に伝えたい意見がない

無回答 市に伝えたい意見がない 市が実施したアンケートの回答 区会・自治会を経由した意見表明 その他

ひとり暮らし

(n=189)

市に伝えたい意見がない その他市が実施したアンケートの回答／無回答

37 17.1%

1位 2位 3位

無回答 その他 区会・自治会を経由した意見表明

4位 5位

窓口での会話・筆談等／区会・自治

会を経由した意見表明

回答順

108 43.9% 50 20.3% 32 13.0% 20 8.1% 14 5.7%

149 38.7% 75 19.5% 58 15.1% 34 8.8% 33 8.6%

111 26.7% 106 25.5% 90 21.6% 64 15.4% 31 7.5%

81 27.5% 71 24.1% 66 22.4% 43 14.6% 22 7.5%

「市長へのメール」等の電子メール
／要望書や意見書等

無回答

1位 2位 3位 4位 5位

区会・自治会を経由した意見表明

その他区会・自治会を経由した意見表明

６歳未満の乳幼児

(n=246)

その他無回答市が実施したアンケートの回答市に伝えたい意見がない

市が実施したアンケートの回答

市に伝えたい意見がない

区会・自治会を経由した意見表明 その他75歳以上の方

(n=295)

65～74歳の方
(n=416)

市が実施したアンケートの回答

無回答市に伝えたい意見がない

小中学生

(n=385)

ＰＴＡを経由した意見表明無回答市に伝えたい意見がない 市が実施したアンケートの回答
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問 16 あなたは、つくば市の市政には、市民の声が生かされていると思いますか。         ＜○は 1つ＞ 

① 全体集計の結果 

●市政に市民の声が生かされているかについては、「あまりそう思わない/そう思わない」が 4 割近く 

・市政に市民の声が生かされているかについては、「わからない」が 690 人(39.5％)で最も多く、「どちらかと言えば

そう思う」が 427 人(24.4％)、「あまりそう思わない」が 393 人(22.4％)で続いている。 

・前回と比べると、「あまりそう思わない」が 8.2 ポイント下降している。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜過年度調査との比較＞ 

前回（R1） 前々回（H29）

回答数（人） 構成比 構成比 構成比

そう思う 46 2.6% 2.8% 2.4%

どちらかといえばそう思う 427 24.4% 20.5% 20.9%

あまりそう思わない 393 22.4% 30.6% 38.4%

そう思わない 165 9.4% 8.1% 10.7%

わからない 690 39.5% 36.5% 26.1%

無回答 30 1.7% 1.5% 1.6%

全体 1,751 100.0% 100.0% 100.0%

本調査（R3）
選択肢
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082202691
折れ線

082202691
折れ線

082202691
タイプライターテキスト
31.8％

082202691
タイプライターテキスト
38.7％

082202691
タイプライターテキスト
49.1％

082202691
タイプライターテキスト
27.0％

082202691
タイプライターテキスト
23.3％

082202691
タイプライターテキスト
23.3％

082202691
四角形

082202691
四角形

082203323
四角形
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問 16 あなたは、つくば市の市政には、市民の声が生かされていると思いますか。         ＜○は 1つ＞ 

② クロス集計 

 

【地区別】 

・筑波地区、大穂地区、谷田部地区では「あまりそう思わない/そう思わない」の割合が 35％を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

・65～69 歳、70～74 歳、75 歳以上では「あまりそう思わない/そう思わない」の割合が 35％を超えている。 
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【世帯構成別】 

・三世帯同居では、「あまりそう思わない/そう思わない」の割合が 40％近くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯に含む人別】 

・65～74 歳、75歳以上では「あまりそう思わない/そう思わない」の割合が 35％を超えている。 
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無作為名簿の利用については、年々増えてきており市民委員数に占める割合も
着実に伸びてきている。
無作為名簿の活用は、公募では参加しにくいと考えている人が参加するきっか
けにもなる（今後の参加へもつながると考えられる）ことから、庁内へのさら
なる周知を進め積極的な活用を促していき、市民が参加しやすい体制を整備し
ていきたい。

市民委員数 無作為名簿登用者数 無作為名簿委員割合

平成30年度 ６７人 １人 １.５％

令和元年度 ４１人 １人 ２.４％

令和２年度 ６７人 ３人 ４.４％

令和３年度 ６０人 １４人 ２３.３％

令和４年度
（９/３０時点）

７４人 ２１人 ２８.３％

市民委員数に占める名簿登用者

名簿登録者数

H30～R1：102人 R2～R3：120人 R4～R5：101人

-
 2

1
 -

082203323
テキストボックス
参考資料２



審議会等名 市民委員数 公募 無作為

つくば市未来構想等審議会 ７人 ７人 ０人

つくば市スタートアップ戦略策定懇談会 ６人 ６人 ０人

つくば市地域ケア推進会議
つくば市生活支援体制整備推進会議

６人 ６人 ０人

つくば市生涯学習審議会 ６人 ６人 ０人

アイラブつくばまちづくり推進委員会 ６人 ６人 ０人

つくば市健康づくり推進協議会 ５人 ５人 ０人

つくば市行政経営懇談会 ４人 ４人 ０人

つくば市文化財保存活用計画策定懇話会 ４人 ４人 ０人

つくば市男女共同参画審議会 ４人 ３人 １人

つくば市公の施設指定管理者第三者評価会議 ３人 ３人 ０人

つくば市図書館協議会 ３人 ３人 ０人

つくば市文化芸術振興審議会 ３人 ３人 ０人

つくば市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）
策定懇話会

３人 ３人 ０人

つくば市指定管理者候補者選定検討会議 ２人 ２人 ０人

つくば市こども未来懇話会 ２人 ２人 ０人

つくば市都市計画審議会 ２人 ２人 ０人

つくば市歴史公文書評価選別基準策定検討会 １人 １人 ０人

市民委員数に占める名簿登用者（平成30年度）

-
 2

2
 -



市民委員数に占める名簿登用者（令和元年度）

審議会等名 市民委員数 公募 無作為

アイラブつくばまちづくり推進委員会 ６人 6人 0人

つくば市高齢者福祉推進会議 ５人 ５人 ０人

つくば市在宅医療・介護連携推進協議会 ５人 ５人 ０人

つくば市子ども・子育て会議 ４人 ４人 ０人

つくば市地域福祉計画策定委員 ４人 ４人 ０人

つくば市行政経営懇談会 ３人 ３人 ０人

つくば市地域密着型サービス運営委員会 ３人 ２人 １人

自転車のまちつくば推進委員会 ３人 ３人 ０人

第２次つくば市農業基本計画策定懇話会 ３人 ３人 ０人

つくば市こども未来懇話会 ２人 ２人 ０人

つくば市産業戦略（仮称）策定懇談会 ２人 ２人 ０人

つくば市都市計画審議会 １人 １人 ０人

-
 2

3
 -



審議会等名 市民委員数 公募 無作為

つくば市生活支援体制整備推進会議
つくば市地域ケア会議

６人 ６人 ０人

つくば市未来構想等推進会議 ６人 ６人 ０人

アイラブつくばまちづくり推進委員会 ６人 ６人 ０人

つくば市男女共同参画審議会 ６人 ６人 ０人

つくば市健康づくり推進協議会 ５人 ４人 １人

第３次つくば市観光基本計画策定委員会 ５人 ５人 ０人

つくば市地域包括支援センター運営協議会 ５人 ５人 ０人

つくば市行政経営懇談会 ４人 ２人 ２人

第２次つくば市グローバル化基本指針策定懇話会 ４人 ４人 ０人

つくば市図書館協議会 ３人 ３人 ０人

つくば市遺伝子組換え作物栽培連絡会 ３人 ３人 ０人

つくば市文化財保護審議会 ２人 ２人 ０人

つくば市陸上競技場整備基本構想策定検討会議 ２人 ２人 ０人

つくば市こども未来懇話会 ２人 ２人 ０人

つくば市都市再生整備計画評価委員会 ２人 ２人 ０人

つくば市都市計画審議会 ２人 ２人 ０人

つくば市環境審議会 ２人 ２人 ０人

つくば市バースセンターに関する懇話会 １人 １人 ０人

つくば市地球温暖化対策進捗管理懇話会 １人 １人 ０人

市民委員数に占める名簿登用者（令和２年度）

-
 2

4
 -



審議会等名 市民委員数 公募 無作為

アイラブつくばまちづくり推進委員会 ６人 ２人 ４人

つくば市在宅医療・介護連携推進協議会 ６人 ６人 ０人

つくば市学校給食の在り方懇談会 ５人 ５人 ０人

つくば市子ども・子育て会議 ５人 ５人 ０人

つくば市科学技術・イノベーション振興指針策定懇話会 ５人 １人 ４人

生物多様性つくば戦略策定懇話会 3人 3人 0人

つくば市一般廃棄物減量等推進審議会 ３人 ３人 ０人

つくば市特別職報酬等審議会 ３人 ３人 ０人

つくば市文化芸術審議会 ３人 ３人 ０人

自転車のまちつくば推進委員会 ３人 ３人 ０人

つくば市スポーツ推進審議会 ３人 ２人 １人

つくば市地域密着型サービス運営委員会 ３人 ３人 ０人

つくば市こども未来懇話会 ２人 ２人 ０人

つくば市指定管理者候補者選定検討会議 ２人 １人 １人

つくば市公の施設指定管理者第三者評価会議 ２人 １人 １人

つくば市産業戦略会議 ２人 ２人 ０人

つくば市景観審議会 １人 １人 ０人

つくば市名誉市民候補者選定検討会議 3人 0人 3人

市民委員数に占める名簿登用者（令和３年度）

-
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5
 -



審議会等名 市民委員数 公募 無作為

つくば市学校給食の在り方懇談会 6人 1人 ０人

つくば市地域ケア会議及びつくば市生活支援体制整備推進会議 6人 6人 ０人

つくば市未来構想等推進会議 6人 3人 3人

つくば市健康づくり推進協議会 5人 5人 0人

つくば市障害者計画策定懇談会 5人 5人 ０人

つくば市生涯学習審議会 5人 5人 ０人

つくば市高齢者福祉推進会議 5人 4人 １人

つくば市遺伝子組換え作物栽培連絡会 4人 4人 ０人

つくば市行政経営懇談会 4人 2人 2人

つくば市上下水道審議会 4人 0人 4人

つくば市指定管理者候補者選定検討会議 4人 0人 4人

つくば市バリアフリーマスタープラン策定協議会 4人 0人 4人

つくば市スタートアップ戦略策定懇話会 4人 4人 0人

つくば市空家等対策協議会 3人 3人 0人

つくば市図書館協議会 ３人 2人 1人

つくば市こども未来懇話会 2人 ２人 0人

第３次つくば市都市計画マスタープラン・第２次つくば市立地適
正化計画策定委員会

2人 0人 2人

つくば市文化財保護審議会 2人 2人 ０人

市民委員数に占める名簿登用者（令和４年度 9/30時点）

※学校給食の在り方懇談会については、令和3年度からの継続委員が5人いるため令和４年度の公募は１人

-
 2

6
 -



目標値

指標名

概要

事業分類

対象

実　績

根拠法令等

事務事業マネジメントシート

事務事業名

予算科目

事業の概要

事業の基本情報

戦略プラン

個別計画

係名

担当部課

新規・継続

事業体制

市長公約

指標の推移

指標の
概要

１

事業期間

（ ）

SDGs

目的

(取組内容)

コストの推移

項目

市民参加の取組状況

予算額

決算額

一般財源

国庫、県支出金、地方債

その他

人件費計

正職員従事割合

正職員時間外勤務

会計年度任用職員有無

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(人)

(時間)

(－)

　共有、理解

　企画・立案、計画

　実行

　評価、検証

事
業
費 内

訳

件
人

費
内
訳

会議の傍聴、会議録の公開

特になし

市ホームページでの意見募集（いばらき電子申請による）

審議会等に関するアンケート（市民委員対象）、市民委員意見交換会

懇談会における、以下の協議事項についての提言を受け、市長に報告する。
(１)行財政改革に関すること。
(２)行政評価に関すること。
(３)その他、行政運営の推進に関し必要と認める事項に関すること。

継続

行政経営懇談会

職員のみ

         0.45          0.20          0.20          0.20          0.20

        65.00         61.00        164.00        100.00        100.00

有 有 有 有 有

       3,213        1,510        1,766        1,611        1,611

01-020108-13 行政経営に要する経費

         0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0

         495          648          339            0            0

毎年度

複雑多様化する行政環境の下で、有識者及び市民から広く意見を聴き、分権時代にふさわしい効率的で効
果的な行政運営にいかす。

R01年度 R02年度 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

令和 3年度

         0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0

自治事務（任意）

11住み続けられるまちづくりを

17パートナーシップで目標を達成しよ

073

政策イノベーション部企画経営課

行政経営係

市民

           0        1,507          267          563          563

           0            0            0            0            0

           0            0            0            0            0

         495          648          339            0            0

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度
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会 議 録 

会議の名称 令和４年度（2022 年度）第３回つくば市行政経営懇談会 

開催日時 令和５年１月 31 日（火） 開会 14 時 閉会 16 時 

開催場所 つくば市役所コミュニティ棟３階会議室Ａ・Ｂ 

事務局（担当課） 政策イノベーション部企画経営課 

 

出 

席 

者 

委員 

 

小見山委員、手塚委員、柳下委員、上田委員、星埜委員、堀

委員、水谷委員、溝上委員 

その他  

事務局 藤光政策イノベーション部長、大越政策イノベーション部次

長、横田企画経営課長、中村課長補佐、岩橋係長、髙橋主任、

瀬戸主任 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ０人 

非公開の場合はそ

の理由 

 

議題 （１）前回までの振り返り 

「市民参加推進に関する取組」の評価・検証 

（前回資料一部修正） 

（２）事例紹介：デジタル技術を活用した市民参加の取組 

（３）提言書骨子案 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 議事 

３ その他 

４ 閉会 
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（事務局） 

定刻になりましたので、第３回つくば市行政経営懇談会を始めさせていただき

ます。本日の出欠席ですが、まだ会場には到着されていませんが、本日出席と

いう連絡をいただいている委員がいらっしゃいます。よろしくお願いいたしま

す。 

では、本日の会議に入ります。進行を座長にお願いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

（座長） 

皆さん、こんにちは。今回も所属先の仕事の関係で、オンライン参加というこ

とで、皆様にはご面倒、ご不便をお掛けしますが、どうぞよろしくお願いしま

す。 

まず、本日の予定を申し上げます。皆様に協議いただく内容は、これまでの議

論を踏まえまして、市長への提言書をまとめていくものとなります。本日の会

議ですが 16 時を終了予定として進めてまいりたいと思いますので、ご協力の

ほどお願いいたします。また、会議の公開非公開につきましては、すでに原則

公開ということが決定されておりますので、本日も公開ということで進めてま

いります。 

次に本日の配付資料について確認いたします。次第に、本日使用する資料一覧

がございます。ご確認いただきまして、過不足がある場合には事務局までお知

らせください。 

では、事務局から事前送付のあった資料について、委員から事前コメントもい

ただき、ありがとうございます。後程、質疑応答の時間も設けたいと考えてお

ります。それでは早速議事に入らせていただきます。まず事務局から説明をお

願いします。 
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（事務局） 

【 事務局説明 】 

 

（座長） 

ありがとうございました。前回の会議を踏まえた、評価検証資料の一部修正、

第１回会議で意見がありました市民参加の事例紹介、そして本懇談会が市へ提

出する提言書の骨子案について説明をいただいたところでございます。 

１点ずつご質問、ご意見を伺っていきたいと思います。まず、令和４年度の行

政経営懇談会のメンバーに期待されている役割として、指針の検証結果と市民

参加の推進に関する課題と対策について意見を求められておりまして、最終的

には提言書を本懇談会でまとめて、ご説明がありましたように３月 28 日に市

長に提出する予定となっております。 

それではポイントの１として、前回会議を踏まえまして、事務局が修正しまし

た評価検証資料の一部修正（資料１）について、皆さんのご意見、ご不明な点

をお伺いしたいと思います。 

 

（委員） 

総論にあります４つ目「市民参加における環境整備」について、そもそもの参

加意欲の醸成ということで考えるのであれば、これは各論のどこに反映されて

いるのかなと思っての質問です。よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

ご質問につきまして、前回の終盤でもありました各論に記載しているものは、

この指針自体のベースが市役所から市民に市民参加を促すためにどうしてい

くかを定めており、各論の(１)(２)(３)は個別的な話になっています。ご質問

いただきました参加意欲の醸成というのは、総論に記載しているとおり、市民



 

- 4 - 

参加の根底にあたると捉え、各論に落とし込むよりも、根底の部分として強調

していければと思っています。 

 

（委員） 

ありがとうございます。総論と各論はどちらも大事だと思いますが、実行する

のは各論であると思っていたので、このままだと、ツールを作り込む、先ほど

のデシディムなどはそうだと思いますが、これをどう使うかのようなことばか

りになってしまうと思いました。 

結局、誰が、なぜ使うのか、その人はどのような状況にあるのか、ということ

が抜けてしまうと、そもそもツールが良かったとしても、参加したいのかとい

う問題があることが前回の話だったと思うので、ツールを検討する際には必ず

各論の中に必要なのではないのかと感じた次第でした。 

ただ、各論に明記されなくても総論にあるので、当然のこととしてやりますと

いうことであれば、そうなんだなと思います。行政資料は文字化して当然と思

っていたので、明記しなくていいのかなと思っての質問でした。総論に入れ、

前提として当然やるものということであれば納得です。ありがとうございま

す。 

 

（事務局） 

ご意見ありがとうございます。総論と各論どちらが重要というのは事務局とし

てあまりないのですが、どちらか一方にだけしか書けないというものでもない

ので、同じような内容にはなるかもしれないですが、各論のどこかに位置づけ

るということも十分あり得るのかなと思います。 

ぜひ他の委員の皆様からもご意見いただいて、反映させることはあると思って

おります。貴重なご意見ありがとうございます。 
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（座長） 

他にいかがでしょうか。また後で戻ってきますので、今ここで意見が出ないか

ら終わりという話ではないので、他の部分を検討した後に、資料１のここがと

いうところが出てくると思いますが、次に進めさせていただきたいと思いま

す。ポイントの二つ目が、第１回の会議で、委員の方からご提案のありました

事例紹介、「デジタル技術を活用した市民参加の取組」について、いかがでし

ょうか。今ご質問いただいたところと重複する部分はあるかと思いますが、ご

不明の点、ご意見がございましたら、よろしくお願いします。 

 

（委員） 

私がお願いして、調べていただいたことなので一言申し上げたいと思います。

事前に資料をいただいて、私も少し調べました。デシディムは、非常にすばら

しい取組であるとは思いますが、結構ハードルが高いなという印象を受けまし

た。匿名かどうかを問わないことは理解しているのですが、その議論の場に参

加して、自分の意見を文字で書いて、文字で闘わせることは、この会議のよう

に対面で参加するよりもハードルが高く、ものすごく難しいことだと思いま

す。かなり勇気も要りますし、知識がないからどうしようとか、ためらうケー

スもあると思います。いろんなことへの理解が深い人とか、強く意見を持って

いる人しか参加しにくいのではないかなという印象を受けます。 

このような取組について、私の理解だと、初めてのことではなく、10 年、20

年前に電子会議室の取組が自治体間で行われたことがありました。同じように

掲示板で市の職員の方とコーディネーターが入って、これについて議論しまし

ょうとする取組で結構流行りました。ただ、なかなか定着しませんでした。そ

れは、参加者がまだ少なく、ハードルが高いので参加できない。それと、やは

りいろんな人が参加できてしまうので、テーマと全く関係ないことを話し出し

てしまう人とか、そういう人のコントロールができないということで上手くい
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かなかった。こうした流れの取組なので、ヘルシンキの事例とかは上手くいっ

ているのかなと思い、すごいなと思いながら聞いていました。 

また、私が見ていて、良いなと思ったのは、アイディアボックスです。市レベ

ルでやっているケースとして横浜市が実証実験を行っている事例があったの

で、見てみたところ、市の全体の政策に関わる話から、小型のバスなどの提案

があって、それに○、×、△を選んでクリックして、コメントも書きたければ

書いてくださいというものです。地元の困りごとの陳情みたいなレベルから、

市の財政に影響が出るような大きな話まで、参加したいレベルに応じて、参加

できる、非常に使いやすいツールなのではないかなという印象を受けました。 

最後に、もう一点、前年度の会議の話題で恐縮ですが、このような市政参加に

対するインセンティブを与えたいよねという話があり、お金とか、表彰とかア

イディアが出たことがありました。それに関して私が調べたところ、面白い取

組があったのでご紹介します、宮崎県の綾町というところで、「AYA  SCORE」

という、ソーシャルスコアと呼ばれる取組をしていました。何か市民参加しま

す、市の行事に参加しますということに対してスコアが与えられ、参加すれば

するほどレベルがどんどん上がってくる。綾町のケースはお金とは結びついて

ない取組と理解していますが、他の自治体では、それが地域通貨として利用で

きるという取組もあると理解しています。お金と結びつけるかどうかというの

は少々悩ましい問題で、慎重な検討は必要であると思いますが、例えば、この

ような審議会に参加したら何ポイント、受動的に市の催しに参加する、あるい

は、市の情報に目を通すとか、そういうことに対してポイントを付与してゲー

ムのような感覚で、市民参加に関わるというような取組を行っている自治体が

あるようです。スーパーシティの関係でアプリを開発していることもあると思

いますので、それと関連させると非常に良いのではないかと思いました。今回

の提言に入れ込めるかどうかというのは別として。面白いなと思っています。

以上です。 
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（座長） 

ありがとうございます。現金や商品券を配るというのは、若干抵抗があります

から、委員がおっしゃったようなものは一つアイディアとしてよろしいのでは

ないかなと思います。他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

私も委員と同じく、自分で良いなと調べたものを共有させていただきたいと思

います。委員がおっしゃっていたとおり、デシディムは意見がまとまっている

人が言いたいと思ったら、ここに参加していると思います。挙手率 1.2％の低

さを考えたら、かなりそれは難しい上に、割とシニアの方、40 年前につくば

が出来たときに、自分たちで作ったんだという自負のある方たちの積極的な意

見が主になってしまう等、若い人たちの意見が反映されるのかというところに

対しては、少し違うのではないかと思いました。若い人たちが参加しやすいも

の、または、政治に興味がなくてもと考えた時に、大切なのは楽しい、面白い、

美味しい、綺麗みたいな話だと思っています。 

私が良いなと思ったのが、東京の国分寺市で市民団体か、喫茶店が行っている

活動ですが、国分寺の投票率を日本で一番にするという活動がありました。こ

の活動の中で、東京で２位なのか日本で２位なのか、それを１位にしようと。

１位にしたら何が変わるかは分からないけど、何かが変わるかもしれないか

ら、まず１位になってみようというものでした。何かゲーム的に勝たせてみた

いというモチベーションなのですが、この活動の一環で駄菓子選挙というもの

があって、子供が駄菓子を買いながら、もっとこっちの駄菓子が欲しいみたい

なことを話しつつ、選挙のプチ体験として、子供がやって、親が子供に選挙と

はこういうものと説明するような体験ベースの取組や、選挙マルシェという取

組もありました。結局、選挙というのは一つのお祭りみたいなものというメッ
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セージの中で、楽しいから、美味しいから行ってみるというような入口が用意

されていました。それが民主主義として本質的かと言われると、また別の議論

だとは思いますが、まず行ってみようかなと思い、政治に詳しくない人が行き

づらいものではなくなる。若い人たちにとっては、何か意見をすべきであるみ

たいなところに拒否反応を結構持っているわけなので、そういうことも検討さ

れてみたいなと思いました。 

あともう一つが板橋区の南雲さんという議員さんがいらっしゃって、議員さん

の個人活動ですが共有です。白でも黒でもない政治の話というキャッチコピー

で活動をしています。要は、子育てなどの手当を払うべきか、払わないべきか、

所得制限をつけるべきか、つけるべきではないかという白か黒かの議論ではな

く、それに対してどう思っているかということを意見交換するものです。ただ

ビール飲みたいとか何か鬱憤をぶちまけたいということも含めて、まずおしゃ

れなところで、ビールを飲んで楽しそうみたいな雰囲気で話して、それが伝播

するのを待つというような草の根活動に近いものだと理解しています。詳しく

ないから行きづらい、というよりもビール飲みたいし、何かお友達に誘われて

きたんですという言い訳がしやすい部分なのかなと思ったので、共有させてい

ただきました。以上です。 

 

（座長） 

ありがとうございます。他の方、ご質問、ご意見いかがでしょうか。 

 

（委員） 

このような web を使って、市民の意見を広く集めることは、いろんな人が時間

外の時にもできるというところは良いなと思いますが、熱が上がって中傷した

りということがよく日本の掲示板とかでも出てきて、ファシリテーターのよう

な方がいないと嫌な思いをする人がいるんじゃないかなと思いました。 
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その点について、実際に行っているところはどのように意見を上手にまとめて

いるのかと。その事例の中で、どのように予算をつけて、実現に至ったのかと

思いました。それを今、調べてきてくださいというわけではありませんが、つ

くばで当てはめるとしたら、そのことについても考えていかなければいけない

かなと思います。 

 

（座長） 

ありがとうございます。 

デジタルのツールについて、メリット・デメリットは当然ありますので、もし

本格的に運用するとなったときには、やはりその点については事前に調べてお

くことも必要ですね。他にいかがでしょうか。 

では、先ほど申し上げましたように、また後で戻るということにしまして、ポ

イントの３－１、提言書骨子案というところの大枠のイメージについて、皆さ

んのお考えを伺いたいと思います。今日の協議を有意義にするためにも、まず

は提言書の骨子案の構成というところで、ご意見いただきたいわけでございま

すが、最初に事務局から説明がありました資料１の指針の評価検証一部修正は

提言書と合わせて、参考資料として添付されるというイメージとのでございま

す。提言書骨子案の構成について何かご意見、ご質問はございますか。 

（委員） 

先ほどから出ていますが、そもそも、この市民参加を推進していくためにとい

う以前に、市民参加とはそもそも何なのかというのが、どれぐらいの人たちに、

どの程度共有されているのかなということを、骨子案を見ながら、自分なりに

考えました。もちろん事務局が、様々なアンケートの結果に基づいて、分析し

ていただいた検証の結果とかを掲載したり、事例紹介も必要ですが、この懇談

会のメンバーの中で、提言書をきちんと出すこと、この懇談会として、次の時

代に何を残していくのかといったときに、この指針を受けて、市民参加とは一
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体何かということを、もう少し分かりやすいかたちで示すことはできないのか

なということを考えました。 

指針を見てみると、市政への市民参加というところに、「市民が直接的に市政

に参加する」ということがあります。直接的に市政に参加するということを聞

いて、どれぐらいの人が、具体的なイメージを持って参加するのか、何をどう

なったら参加したことになるのか、というようなところが、やはり分からない

のではないかなと、個人的には感じました。私自身が、これでは分からないと

思いました。 

例えば、今朝ごみ出しをしてきました。私が住んでいるところだと、火曜日が

可燃ごみの日なので、ごみ収集のところにごみを捨ててきたのですが、市が決

めた日に、市が決めたごみを、市が決めた場所に捨てることによって、私たち

は行政サービスを享受しているわけです。それは市民参加なのかどうなのか、

あるいは、つくばマラソンに参加をするとか、イベントや事業に参加するとい

うのもありますが、それは市民参加ではないのか。具体的な方法としてアイデ

アソンだとかワークショップだとか、パブリックコメントとかありますが、や

はり先ほど委員がおっしゃったように、意識が高いような市民になってもら

う、あるいは、そういう市民を増やしていくことは大事なことですが、そうい

う市民を念頭に市民参加というのをイメージしているのではないかと私は感

じました。 

それで、前回の会議で、委員からご意見がありました、誰でもわかる言葉で市

民参加を伝えるのが重要だと思いました。実は、そんなに身構えてやることで

はなくて、今つくば市に住んでいる私たちが、日常的に参加していることも市

民参加だよと。それをもう半歩でも、一歩でも、背中を押すということが、こ

の推進ということで果たすべき役割なのではないかなと思います。少なくと

も、中学生以上ぐらいが読んで、これが市民参加だ、普通にやっている、と思

うような、わかりやすい言葉で、何か説明できる文言を、我々の意見としてと



 

- 11 - 

いうより、この懇談会として市民参加というのはこういうことであると確認し

ました、というのを、この提言書の中に一つ入れておくと、何年か経って市民

参加について市で考えるときにも、この提言書がおそらくベースになって、議

論がスタートするわけですから、良いのではないかなと感じました。もちろん

検証の内容が一番の目的ですが、今年度の懇談会の一つの成果として、提言書

の前の段階で、この懇談会では、市民参加というのはこういうことなんだとい

うことを確認したと書き加え、それをスタートラインにしながら、検証をした

結果がこうですという構成にすると提言書として、一番良いのではないかなと

感じました。 

まだ私もきちんと検討できていなく、あくまでたたき台で、やはり段階がある

と思いますが、誰もが市民参加を実践しているというところからスタートしな

がら、それを半歩でも、一歩でも進めるような、中学生以上が分かるような、

簡単な言葉で市民参加を説明するような意見交換ができればいいかなと考え、

昨日事務局に資料を送らせていただきました。以上です。 

 

（座長） 

ありがとうございます。 

令和４年度のつくば市行政経営懇談会のみならず、昨年度のつくば市行政経営

懇談会でも、やはり同様に、「市民参加」ってそもそも何でしょうという意見

をいただいていたと私は記憶しています。その前も毎回のようにそういう意味

では、同じような意見が出てきて、それはそれで、この委員の方々には、全員

が同じ考えで共有できたかどうかはともかく、何となく今回はこれを議論する

という、大前提みたいのはあると思いますが、やはり初めて読む方がその大前

提を行間から汲み取っていただけるかというと、なかなか難しい話ではないか

と思います。提言書の冒頭部分に、市民参加にはいろんなかたちがある。例え

ば、こんなかたちがある。その中で、今回はここに焦点を当てて議論しました
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というような、大前提というものを文字化しておくことが重要だということ

で、よろしいでしょうか。 

 

（委員） 

どれぐらいの市民の方が読んだり、あるいは市長が実際に読むかどうかは別に

しても、市民参加を議論する上で参照されるのが提言書だと思うので、そこに

きちんと文字化して、残しておくということが次のつくば市の市民参加に繋が

っていくのかなと感じています。 

 

（座長） 

ありがとうございます。事務局、今の点についていかがでしょうか。 

 

（事務局） 

貴重なご意見ありがとうございます。今回の提言書案では、検証方法として、

何回議論しまとめたという内容を書かせていただいているのですが、委員のお

っしゃるとおり、こういう視点から見て、何を大事にしているかという趣旨の

記述を、この項目に書き込んでいくことは重要なことと思います。ここは、事

務局でも検討させていただきたいと思います。 

この検証方法というのは、委員から前回話が出たとおり、そもそも市民参加自

体について、市民にとってわかりやすいものにするべきだという視点からだと

思いますので、まずは、市民に市民参加自体も含めて、分かりやすく伝えると

いう認識が重要であるとします。この視点を軸にして、検証したことを検証方

法の項目中に反映させることが適切だとは思いますが、今回はそういった前提

と認識のもとに、しっかり議論して進めたことを書き込むことを検討させてい

ただければと思います。あとは、委員からいただきました文章をどのように取

り扱って、提言書の総論などの中に落とし込むかなどの点につきましては、こ
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の後の議論を踏まえて、座長とも相談させていただきながら、決めていければ

と思います。 

 

（座長） 

ありがとうございます。委員からのご意見につきましては、他にいかがでしょ

うか。 

 

（委員） 

委員の案を拝見して、どこか腑に落ちたところがあります。今までここ何年か

の議論の中で、この大元が抜けていたと思います。大元が抜けていて、急にデ

ジタルを使ってとか、IT のいろいろなツールを使ってやりましょう、それか

ら市民自ら手を挙げて、その人たちを委員にしましょうということがありまし

た。そもそも市民参加とは何かという一番根底に考えなければならないこと

が、この私案に示していただいたステップ１から２を経て、３にいって、ステ

ップ４で市長に提言を出す内容が含まれるのではないかなと思いました。今年

度、この提言書の中にどれだけ含められるかは別として、市民委員を募集しま

すとか、それから市民参加とは何かとか、そういうことを広く、市民に伝わる

ような何かを考えていただきたいなと思います。 

例えば、今はつくば市に何かキャッチフレーズみたいなのはありましたでしょ

うか。最先端を行くとか、時代の先端をいくとかありましたが、昔の、桜村の

時代だと、みんなでこの村を作りましょうとか、みんなでやっていこうねとい

う気持ちにさせるようなキャッチコピーがあったと思います。その点につい

て、改めて考えることも市民参加を促すということでは必要なことではないか

なと思います。 

 

（委員） 
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昨年も一昨年も同じことで、市民参加というのは、例えば、市のイベントに参

加したり、ごみ拾いをしたり、そういった小さなことでも、参加ではないかと

いうことが意見として、何回かこの懇談会でも出ていたと思います。その時に、

この骨子案における市民参加というのは、直接的に市政に意見を言う、市民委

員をいかに集めるかという、その部分においての市民参加に焦点を当てて考え

ていきましょうというような話になったかと思います。その時も、他にも市民

参加ってもっと広くあるのではないかと思ったのですが、あまり広げてしまう

と、提言のかたちにしていくのが難しいという結論に達したかと思います。た

だ、委員がおっしゃったように、そうなったとしても、やはり今回の市民参加

推進に関する指針という提言は、色々な市民参加があるけれども、この部分に

絞っていますよというような説明を入れておくことによって、多くの人がこれ

って普通の市民参加と少し離れているなというのではなくて、ここに的を絞っ

ているんだなというのが分かりやすくなるかなと思います。そういう意味で

も、その前段階に、こういった方針からこの提言書を作成しておりますという

言葉を入れるといいかなと思いました。 

 

（座長） 

ありがとうございます。 

（委員） 

今の委員の話を聞いていて、なるほどと腑に落ちたのは、３ステップ、または

４ステップあって、そのうち、特にこのステップ３の、委員会に若い人が参加

することの議論が１回目、２回目の懇談会だったと思いますが、若い人の段階

はステップ１にあって、希望しての参加がステップ３にあるというズレがあっ

たので、焦点を３ステップに絞ったとしても、ターゲットの現状とか、モチベ

ーションとか、意欲とかがステップ１にあるのかなと思います。参加の意識が

こっちからも向こうからもないと思っていても、実は参加しているんだよとい
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うことをお伝えすることで、もう１歩進んで参加してみようかなというふうに

若い人が参加する可能性があるんだという議論だったのだなと思いました。こ

のようなズレが起きていたのではないかという議論が行われた上で、市民参加

の前提としての説明を入れ、入口をもっと低いところに当てることが必要にな

ってくるのではないかと思いました。意識の高い人はオンラインツールを活用

して意見がくると思います。まずは、楽しく集まっているうちに、これが参加

なんだ、なるほどという。ごみを捨てることも、実はルールを守っている時点

で、実は参加しており、市民参加とか関係ない人間だと思っていたけど違うん

だ、というところから、認識することにすごく納得したので、そのズレがあっ

たことを明記するということが良いのかなと聞いていて思いました。 

 

（委員） 

本当にこのステップ１、ステップ３は良いなと思いました。今のように、明快

になってきたのではないかなと思いますので、ぜひこれは取り入れていただい

て、ベースは見た市民がわかりやすいことが一番だと思います。私も見て分か

りやすいと思いましたので、ぜひ取り入れていただきたいなと思います。この

私案を見た時に、私はステップ４があるだろうと思っていました。ステップ２

のボランティアとして参加すること、ボランティアをやっている方たちのパワ

ーと影響力って素晴らしいです。ボランティアが活発な地域は、生き生きして

いる。市政にかかわらず、自分の地域は自分たちで盛り上げてやっていくとい

うことは素晴らしく、参加させてもらい、そこに市はお金と人材を出していた

だいているけど、それがなくてもやっていけるような地域というのがステップ

４のような気がします。よろしくお願いします。 

 

（座長） 

ありがとうございます。他によろしいですか。 
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（委員） 

委員の提案を見て、やっと分かったと思いました。私はこの提案には感情が乗

っていると思いました。最初に市役所からいただいた資料は、やはり市役所と

いうこともあり、お堅いですし、とても難しかったです。委員からの提案を見

た時、すんなり読めました。つくば市に住んでよかったと誰でも思えるような

ふうに書いていて、私は良かったと思っています。少し戻ってしまいますが、

事例紹介も委員が言っていた、その人のレベルに合わせて参加できることにつ

いて、話していることが分かる人だと参加したいと思うのかもしれませんが、

レベルを下げると、特に 20 代の人たちなどは参加しやすくなると思います 18

歳が成人となると、さらにレベルを下げた市民参加が取り組まれたら、もっと

つくばを好きになるなと思いました。ありがとうございます。 

 

（座長） 

まさしく委員がお書きになっているように、市政への市民参加を推進するため

にどうしたらいいかというのが、この提言書の基になるので、書き込むべきと

ころが漏れがないように書き込んでいくことが必要ですが、一方で、今年のこ

の会議は、冒頭に、私の方から確認させていただいたとおり、この提言書は誰

が読むのか、主に誰に向かっての提言書なのか、という話を事務局にお伺いを

したときに、役所の人間に対してであるというお答えがあったということでし

た。１人でも多く若い人を参加させるということを目指しているというところ

も踏まえて、先ほど委員がおっしゃったように、いろいろ意見を入れたがゆえ

に焦点がぼやけてしまうということがないように気をつけつつ、一方で、特に

提言書の冒頭部分について、資料１を拝見しますと、３ページで、「１指針の

目的」と「３市民参加の推進に関する基本的な考え方」があるんですけど、「２

市民参加とは」が、「１指針の目的」と総則規定としてまとめられております
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ので、そこは気を付けないといけないかなと感じております。 

次に、資料の提言書骨子案の第３章になります。そこについて、第３章指針の

評価検証結果でございます。そこについていかがでしょうか。ご意見等いただ

きたいと思います。 

 

（委員） 

総論の１つ目のところですが、最後のところで、これ書き方の問題かなとも思

いますが、「数年後に誤った解釈がされないよう、その記述があっても良いの

ではないか」と書かれていて、少し後ろ向きかなという感じを受けています。

それよりも議論になったのは、オンラインによる市民参加の道を確保すること

の重要性がますます増してきていて、その点を重視して、市民参加について検

討していただきたいということなのかなと思いますので、ここはそのような書

き方が、総論の１つ目ということもあり、良いのではないかと思っています。 

 

（座長） 

ありがとうございます。 

委員がおっしゃったように、前向きに、ただしコロナの影響というのをどこま

で書き込むかという話ではないかと私は理解しているのですが、総論の１つ目

に出てくると、ネガティブな文章になっているので、ここは工夫していただき

たいということでよろしいでしょうか。他にいかがですか。 

 

（委員） 

総論の３ポツ目、「つくば市には、市政に市民参加できる環境が整っていると

思いますか」で、「そう思う」が 4.9%、「分からない」が 32.7%とありますが、

この市政に参加できるというのは、市民委員に関しての問いですか。この結果

は、先ほどのステップ１・２・３を考えると、ステップ３についてだけの参加
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という意味になりますか。 

 

（事務局） 

総論の３ポツ目について、市民意識調査の問 14 では、「市政に市民が参加で

きる環境が整っていると思いますか」と尋ねておりますので、先ほどの委員の

ステップからするとステップ３で示している、市民委員として委員会等に参加

することに限らず、より広いものが想起される設問かと思います。前回、前々

回までの文脈での発言ですので、委員からあったご意見は、公募の市民委員が

十分に参加してないという趣旨で、ご発言いただいたと理解しています。 

 

（委員） 

そうですよね。ステップ１（市が主催するイベントに参加する。市が提供する

行政サービスを利用する等）をここに含めたら、この結果にはならない感じが

します。そのように明記しないと、市民参加の意味が変わってしまう気がしま

す。このデータをどう捉えるかはとても大事だと思います。 

 

（事務局） 

ありがとうございます。 

今おっしゃっていただいた点、気づきになりました。この懇談会で市民参加を

議論していた際にも、「市民が市政に参加するという機運が高まっていないの

ではないか」という記述を読んだ方が想起するものが複数ある、この議論で想

定していた範囲を言及した上で、機運が高まってないのではないかという話が

ありました。一方で、先ほどの委員の３ステップを踏まえると、そう捉えない

という視点もあるということで、視点がどこにあるのか分かるような記述に修

正させていただきたいと思います。ありがとうございます。 
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（座長） 

ありがとうございます。 

市民意識調査の原本が手元にないので、市民意識調査で、「つくば市には市政

に市民が参加できる環境が整っていると思いますか」といった時に、どんな聞

き方をしているのか、場合によっては、何も条件をつけずに、市政に参加でき

る環境が整っているかどうかの質問をすると、今日お話したような市政参加と

いう捉え方をしてない市民がいるというのも事実と解釈できることもあるか

もしれないです。原本というか、調査票も確認いただいてよろしいですか。 

 

（事務局） 

私が記憶している限りは、定義というのはどこにもしていないと思います。市

の中でも市政への参加というのを改めて定義はしていないので、ここで書いて

あるその市民意識調査の結果というのは、事実として載せつつ、ただ、この中

でも議論があったステップ１・２・３のような議論があったというところとか、

この市政とかは人によって受けとめ方が違っていることなどの問題がわかる

ような書きぶりに修正する方が良いかなと思うので、工夫したいと思います。

ありがとうございます。 

 

（座長） 

お願いします。他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

では、続きまして、４章の市民参加の推進に関する今後の課題と対策について

議論させていただきたいと思います。全体として、まとめ方が提言１、提言２、

提言３となっておりますが、これについてまず何かご意見ございますか。 

 

（委員） 

本日の追加資料に載せていただいておりますが、文脈で違和感を覚えるところ
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があったので、事前にコメントを提出した点について説明しなくて良いです

か。 

 

（座長） 

お願いします。 

 

（委員） 

まず、27 ページの上から２行目の、「以下を提案します」のところだけ、「し

ます」という言葉になっているのは、少し違和感がありました。他が「た、だ」

で統一しているので。 

それから、提言１の(２)、ターゲットの理解深化について、ターゲットの理解

深化のあとが全部括弧付けになっています。そうすると、表題と説明が全く同

じ内容になってしまうので、この括弧の位置がおかしいのではないかと思い、

指摘させていただきました。あとは、提言１の四角で囲ってあるところに、意

識の醸成という言葉がありまして、市民参加の機会について市民の認知度向上

や意識の醸成を図る取組を充実されたいとあります。発信に対して醸成という

のは違和感があり、発信したらそれに答えたり、参加しようかという気持ちが

啓発されるので、醸成という言葉は、実際に出席して考えていくうちに深まっ

ていくものだと思います。このことから、啓発と醸成を入れ変えたほうが良い

のではないかという提案です。よろしくお願いします。 

 

（座長） 

ありがとうございます。 

最後の点は、提言１の四角囲いの中の記述、「市民の認知度向上や意識の醸成

を図る取組を充実されたい」というところの「醸成」と、提言２の記述「意識

の啓発」は逆ではないかというご意見でよろしいですか。  
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（委員） 

他の意図がありましたら、説明をお願いします。 

 

（事務局） 

ご意見ありがとうございます。三ついただいたご意見の最初の二つは、ご指摘

のとおり修正させていただければと思います。 

三つ目の、提言１の「意識の醸成」、提言２の「意識啓発」について、情報発

信というのでこの立ち上げのところが「醸成」というよりも提言２で用いた「啓

発」ではないかと。啓発の後に広まって、そこから醸成、成熟した取組になっ

ていくのではないかというご意見かと思います。事務局の認識が間違っていな

いようでしたら、まず提言１につきましては、「市民参加の機会について、行

政の取組に対する市民の認知度向上や意識の啓発を図る取組を充実されたい」

という修正に、「意識の啓発」を用いた提言２については、「市民参加の効果

を最大限発揮できるよう市民が置かれている状況を十分に考慮することに加

え、会議出席者の意見形成の支援や意識醸成を図る取組を充実されたい」と修

正をしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（座長） 

よろしいですか。 

とりあえず、現段階ではそのように修正させていただくということにしたいと

思います。それでは提言３つございますので、一つ一つ確認していきたいと思

います。提言１の「情報の積極的な発信」について、いかがでしょうか。委員

からいただいた意見は取り入れさせていただくとして他にご意見がありまし

たら。 
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（委員） 

幅広い世代の方に積極的に参加いただくための箇所について、若い人に焦点を

強く当てるというような表現は意図的にされていないのでしょうか。提言１の

「（２）ターゲットの理解深化」におけるターゲットがどこのことなのかとい

うのが特定されないまま、理解するのは全住民のことを理解するといっている

ように聞こえてしまいます。特に参加率の非常に低いところを明記しておくと

いうのが、ツール検討をする際により有効なのかなと思いました。 

そこが一つ気になったということと、先ほど委員がおっしゃった、３ステップ

のズレの部分をよく理解するというのも「ターゲットの理解深化」の中の１つ

だと思います。これは市民参加であり、私も市民参加しているんだというとこ

ろも、たぶん「ターゲットの理解深化」であると思います。それで、委員がお

っしゃったような、それだと理解できますというような対話もしなければいけ

ないというところも、この「ターゲットの理解深化」だと思います。 

まとめると、提言１のところには、特定したいターゲットを明記しておくべき

ではないのかと思ったのが一つ。ターゲットの理解深化に含まれるものに、市

民自身が何をすると自分が市政に参加していて、もう一歩進みたいのか、意欲

が湧いてくるのか、ということを理解しなければいけないというのを書いてお

けるといいのかなと思いました。以上です。 

（座長） 

ありがとうございます。 

そのとおりですが、しつこくて申し訳ないですが、今回は狭い意味での市民参

加に若い世代をどう積極的に取り組んでいくかという提言だと私は理解して

いました。 

今の点を踏まえると、委員から意見が出たように幅広くとらえた市民参加の定

義で若い人を参加させるという趣旨の提言にまとめ方を変えるということに

なると思いますが、いかがでしょうか。 
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（委員） 

私もまだ今期からの参加で、今日で３回目なので、全体の理解が浅かったら恐

縮ですが、１回目、２回目の議論を経て表面的に若者の人数の話をしているわ

けではなくて、そもそもの話に戻ってしまったんだと思いました。市政に最も

詳しい職員の皆さんと、専門家の方たちが集まって、若い人の参加のために、

ツールを一生懸命考えていたけれども、そもそもそれでは参加率が上がらない

のではないかというベースのところに戻ってしまった。もしステップ３の直接

的な市政参加に絞りたいというのがこの懇談会の趣旨であっても、そこに絞っ

たらきっと達成できないのではないかというのが、ここでの提言になるのでは

ないかなと思っています。いかがでしょうか。 

 

（座長） 

他の委員の方いかがでしょうか。 

 

（委員） 

そう思います。意味がある成果とするためには、どうしても狭い意味でやって

しまうよりは、それが駄目だったというのは、大元が大事だったのではないか

ということで、これはステップ１とステップ３はくっついているのではないか

なとも思います。例えば、私が提案したい、教育のことになると、それはもう

10 年後を見据えています。今の子どもたちに体験をさせることで、10 年後に

市民委員になりたいという人が増えたら良いのではないかと思っています。そ

のようなアイディアを出したいと思っていたので、できたら狭い意味ではなく

て、ステップ１を大事にしながらステップ３につなげる方法がいいと思いま

す。 
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（座長） 

もし、皆さんがそのようにお考えであれば、ここの４章は全部書き換えた方が

ストーリーができ上がるのではないかと思います。結論として、本日そのよう

な話になったということで、他の委員の方もご同意いただけるのでしたら構い

ません。少なくともこれまでの１回、２回では、その点はあまり掘り下げてこ

なかったような気もしますが、どうしましょう。 

委員のご提案の部分は、総論に書き込むということかなと私は理解していまし

た。この第４章というのが、提言書の中で一番コアになるところではないかと

私自身は感じます。そうすると、単に総論で書くからいいという話ではなくな

るような気がします。場合によっては、全体的な加筆修正、全部を書き換えな

いにしても、もう少し市民参加とは何かということを強調する書き方にしない

とストーリーとして難しくなってくるのかなと私は思いました。 

 

（委員） 

私の意見としては、まず全面的な書き換えというのは少々反対で、やはりこの

５年間の議論というのは、良いか悪いかは別にして、市民の参加をどう高める

かということを中心に議論を深めてきていたところなので、やはり軸足はそこ

に置かざるを得ないのではないかと思います。他方で、皆さんがおっしゃるよ

うに、市民参加をもっと幅広く考えていかなければいけないということについ

て、事実は、事実なので、その要素を若干取り込むというぐらいのかたちにし

ないと、バランスが悪くなってしまうかなという気がしています。全体の枠組

みとしては、この枠組みで良いのかなと思っています。他方で、そもそも市民

参加を増やすためには、ボトムアップが大事であるというあたりを盛り込めれ

ば、皆さんそれで認識は共通なのではないかなと思っています。 

 

（座長） 



 

- 25 - 

ありがとうございます。 

 

（委員） 

第４章のタイトルにあります、幅広い世代の後に、特に若い世代など一言付け

加えるだけで、ターゲットが分かるのではないかと思います。 

 

（委員） 

私の先ほどの発言も全部書き換えという提案をしたつもりは全くないのです

が、委員がおっしゃったみたいな「若い世代の」という単語を明記した方が良

いのではないかと言っているだけなので、全部書き換えをして、今までの文面

をゼロにしようということよりは、漠然と書いても、結局どこのことなのかと

記録が残っていかないので、明記しないと検討するにしてもメンバーが変わる

ごとにズレていくと思うので、明記していただきたいという意図の発言でし

た。以上です。 

 

（座長） 

ありがとうございます。 

 

（事務局） 

ここで、焦点の絞り方というところにある程度スポットを当てる方法もあると

思いますが、一方で、この市民参加の指針は、市役所側からみた市民参加を述

べており、シンポジウムでしたり、ワークショップでしたり、様々な市民参加

の取組ということがその対象に含まれていることも確かだと思います。このタ

イトルの部分は４章の冒頭になりまして、（１)(２)(３)で市民参加の促進に

向け段階を示させていただきましたが、市民委員としての市民参加にある程度

焦点を当てながらも、先ほど委員がおっしゃられたように、ある程度の若い人
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から、これまで参加していない人たち、そういったターゲットを明示すること

も含めて入れ、委員がおっしゃられたステップに応じた対応をするということ

をここの(１)(２)(３)の構成の中に入れるか、ターゲットを括弧書きで付け加

えるかといった要素を入れていけば十分ではないかと思います。今の４章の組

み立てでもある程度の対応はしていけるのではないかなと思っています。先ほ

ど委員と委員からご意見いただいております点も併せて、反映させていくこと

で３章、４章と流していけるのではないかと思っております。 

 

（座長） 

事務局から対応案のお話がありましたので、加筆修正していただけるのであれ

ば、私から大丈夫ですか、ということはありません。結局、読んだ人が分から

ないと、これは何を言いたい提言書なのか、何のための提言書作成だったのか

ということにならないよう、最善の注意をしていただきたいと思います。委員

がおっしゃったように、ターゲットが誰で、絞るのであれば、明確に絞ったほ

うが良いのではないかというご意見にも繋がってくるのかなと私は思ってい

ます。 

提言２の方はいかがでしょうか。よろしいですか。 

では、提言３の市民意見の積極的な反映についてはいかがでしょうか。 

よろしいですかね。 

それでは、今までいただいたご意見をもとに、市民参加をステップ１・２・３

のあたりのことも踏まえて、幅広く市民参加は様々な形態があるということも

明記した上で、若い方に積極的に参加していただくための方策を考えたという

ようなストーリーで、まとめていくようなかたちにしたいと思っております。

今日いただいたご意見で、「てにをは」の修正だけではない部分のご意見もい

ただいたと思います。もう１回会議を開くことは難しいと思いますので、事務

局で案を作りましたら、一度皆さんにメールか、郵送で、提言書をご確認いた
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だいた方がよろしいかなと私は思いますが、いかがでしょうか。 

ご意見いただいた後は、大変恐縮でございますが、座長に一任させていただけ

たらと思うのですが、よろしいでしょうか。 

本日いただいたご意見を踏まえ、事務局で提言書の案を作成いただき、皆さん

にお送りしますので、目を通していただいて、再度意見を取りまとめて、あと

は事務局と私に一任させていただき、３月 28 日に市長に提出したいと思いま

す。 

よろしいでしょうか。もし、それ以前にも何かご意見ありましたら事務局に、

ご意見いただければと考えております。それでは、以上で本日予定しておりま

した議事はすべて終了いたしました。 

 

（事務局） 

「第５章 おわりに」について、座長とまとめていきたいと考えております。

今までの議論でもありましたよう、第１回目の会議で印象に残っていたのが、

市の会議に市民委員として参加するところに心理的なハードルがあることを

率直に意見交換いただいたかと思っています。今回、市民委員をお引き受けい

ただいた方に、会議の感想とか気づいたことを、提言書の別紙として載せると、

見た方にとって、少し距離が近づくかなという趣旨で事務局の提案で記載させ

ていただいています。今回、市民委員をお引き受けいただいた４名の方にお願

いできればと思っていますが、いかがでしょうか。 

 

（座長） 

４名の方、いかがでしょうか。 

ご意見いただきたいのが、記名か無記名で行うかをご要望に沿いたいと思いま

す。 

 



 

- 28 - 

（委員） 

率直に書くとなると、無記名のほうが書きやすいです。 

 

（事務局） 

分量としては、４人でＡ４用紙１枚にまとまるぐらいの分量をイメージしてい

ます。いまのご意見を踏まえると、お引き受けいただく委員の心理的ハードル

を上げないように無記名でお願いできればと思います。こちらについては、別

途事務局の方から、お引き受けいただいた委員の方にご連絡させていただい

て、併せて当日の意見交換に臨めればと思います。 

 

（委員） 

記名、無記名は人によるので、一番嫌だという人に合わせるべきだなと思った

ので、少しでも抵抗があると思うのであれば、無記名が良いなと思いました。 

その上で、「委員に立候補したのか、してないのか」とか、「何回目の参加な

のか」という情報を入れた方が良いかなと思います。委員のコメントを並べる

だけだと、意識の高い人、低い人みたいな見え方になるかなと思います。何が

きっかけで参加したのか、参加する前の不安感とか、思っても見なかった気づ

いたことというような、アンケートに答えていく形式の方が、等身大でいいの

かなと改めて思っての意見でした。以上です。 

 

（委員） 

年代も入れたほうが良いのではないかと。 

 

（座長） 

だんだん特定されていってしまうかもしれませんが。 
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（委員） 

大丈夫だと思います。 

 

（座長） 

事務局よろしいですか。 

後もう１点、市民委員だけの感想、意見を載せるというのが事務局の案ですけ

ども、市民委員ではない委員の方で、ぜひ私の意見も載せてほしいというお考

えもあり得るかと思いますが、その点はいかがですか。 

 

（委員） 

載せたほうが良いかと思います。見た人は、その４人だけの影響になって、そ

れが良いのかどうか分からないけど、皆さんいたということも分かると思うの

で、出来たら全員が良いと思います。 

 

（事務局） 

委員の皆様の負担もございますが、委員皆様にご連絡させていただいて抵抗が

なければ編集後記のようなかたちでご参加いただければ、差し支えありませ

ん。 

 

（委員） 

事務局が提案した目的は、参加する市民を増やすため、市民委員の意見をまと

めるということだったと思うので、そういう意味では４人で良いのではないか

と思いました。委員がおっしゃった、腑に落ちたというところとか、今まで有

識者として何回か参加されている方が感じてきた変化とか、これまで参加され

ている方は、どう思っていて、どういう変化を感じているのかということも知

れると、市民側にとって、参加する時に他にどんな人がいるのかということを
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知れるという意味でも良いなと思いました。私自身は実際に参加してみて、本

当に意見が反映されるんだと身をもって感じています。他の会議にも参加した

ことが過去にありますが、長く参加されている方がここまで話してきたんだか

ら変えないという方針で、いかに除去するかみたいな関わり方をされた経験が

過去にありました。 

お飾りとして誰か参加させなければいけないから参加したんだなとがっかり

したことも多くありましたが、この懇談会は、委員の方も、事務局の方も、本

当に意見を反映しようと思って聞いてくださっていると思うことができまし

た。以上です。 

 

（座長） 

ありがとうございます。特にございませんという方に無理に書く必要はないと

思いますので、事務局から説明もありましたように、市民委員として参加され

た方はぜひ一言でもよろしいので、何かご意見をいただきたいと思いますし、

それ以外の方はもしありましたら、というかたちでよろしいですか。他に事務

局からございますか。 

（座長） 

それでは、本日予定しておりました案件はすべて終了しましたので、事務局に

お返しします。 

 

（事務局） 

今回も長時間にわたるご協議ありがとうございました。以上で本日の行政経営

懇談会を閉会とさせていただきます。ありがとうございました。  

＜終了＞ 
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場所 つくば市役所コミュニティ棟会議室Ａ・Ｂ 

     

 

次第 

 

１開会 

２議事 

（１）前回までの振り返り 

「市民参加推進に関する取組」の評価・検証（前回資料一部修正） 

（２）事例紹介：デジタル技術を活用した市民参加の取組 

（３）提言書骨子案 

３その他 

４閉会  

 

配付資料 

資料１ 「つくば市市民参加推進に関する指針」と指針に基づく「市民

参加推進に関する取組」の評価・検証（前回資料一部修正） 

資料２ 参考事例 

資料３ 提言書骨子案 
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「つくば市市民参加推進に関する指針」と指針に基づく 

「市民参加の推進に関する取組」の評価・検証 

 
  

第２回会議（11/18）を踏まえ、

一部修正あり（赤文字下線個所） 
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「つくば市市民参加推進に関する指針」（基礎資料１） 

1  指針の目的、2  市民参加とは（2 ページ） 

 
「1 指針の目的」、「2 市民参加とは」については、指針全体に通じる総則規定であり、

策定時から現状まで市民参加取組の運用において大きな疑義が生じてきていないことから、

この定義に基づいて「3 市民参加の推進に関する基本的な考え方」以降の検証を行ってい

くこととします。 

 

３ 市民参加の推進に関する基本的な考え方 

 （１）情報の積極的な発信（３ページ） 

 

市の取組状況 

・情報発信ツールの多様化 

（市公式ホームページ、広報つくば、プレスリリースの実施等に加えて、つくスマアプリ、

市公式インスタグラム、市公式 Youtube チャンネル（かわら版チャンネル）の開設、か

わら版の配布） 

・多言語ホームページの作成（英語、中国語、韓国語、やさしい日本語） 

・広報つくばの多様化（点字版、録音版、外国語版、無料アプリ） 

・広報戦略課に専門職（広報推進監）を配置し、市の事業や取組について動画配信の促進 

・庁内職員向けに、広報力スキルアップを目的とした広報力向上セミナーの開催 

 
成果 

 社会情勢等を考慮しながら、情報発信ツールの追加を随時行っており、幅広い年齢層の

市民への発信を行うことができるようになっています。 

 「市公式ホームページ」や「広報つくば」については、様々な状況下にある方に対して

も情報が届けられるよう提供形態の多様化も行っています。令和３年度の市民意識調

査におけるつくば市のまちづくりの取組に関する項目別の満足度において、「広報つく

ば」は全 42 項目中第７位となっています。1 

                                            
1 令和３年度（2021 年度）つくば市市民意識調査報告書，つくば市，p49 
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 「広報つくば」や「市公式ホームページ」に掲載できる「文章」や「写真・イラスト」

と比べ、動画（Youtube）による情報発信は、印象に残りやすく、「広報つくば」や「市

公式ホームページ」では、届かなかった属性の人にもアプローチできる。 

  市公式 Youtube チャンネル登録者数（令和４年 12 月 28 日時点）：1,640 人 

 

課題 

 発信ツールの拡大により、より多くの市民の方が情報を受け取る環境整備を進めてい

るが、発信する側の職員の知識や技術の習得が追い付いていないことがあります。 

 

  

【行政経営懇談会でいただいたご意見】 

 

 令和３年度の市民意識調査におけるつくば市のまちづくりの取組に関する項目別

の満足度において、「ホームページ・SNS 等による情報発信」は全 42 項目中第 19

位であり、ホームページでは市民参加に関する情報が見つけにくいという声もあり

ました。このことから、利用者の視点に立ったホームページに改善していくことが

必要ではないか。 

 ホームページ等で市民参加の情報を見つけることが困難であり、発信ツールの拡大

だけではなく、情報を見つけやすく目立たせる工夫が必要ではないか。 

 市民参加についての情報発信を進めても参加率が上がらないのは、根本的に興味を

持ちにくいものなのではないか。情報を受け取る側の状況等を把握し、どう受け取

ってもらうかを考え、需要と供給のバランスを取ることが必要ではないか。 

 情報を受け取る側の状況を理解し、分かっていない人へのヒアリングや分かってい

ない人が当事者として会議等に参加していただくことが必要ではないか。 

 市民委員として参加することにどのようなメリットがあるのかを発信することが

必要ではないか。 

 交流センターの掲示板に市民委員募集チラシを貼ることは、多くの人の目に触れる

仕掛けとして効果的ではないか。 
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３ 市民参加の推進に関する基本的な考え方 

 （２）参加しやすい環境づくり（３ページ） 

 

市の取組状況 

 市民が置かれている状況を考慮した上で、市民参加の取組を行う「時間」や「場所」を

決定する手法の１つとして、オンラインの活用を実践しており、令和３年度の行政経営

懇談会では、「市民参加の推進に向けたオンライン活用の手引き」作成に向け協議を行

いました。参加しやすい環境づくりを進めるため、「オンラインの活用の手引き」の職

員への周知を行いました。 
オンライン開催（ハイブリッド開催含む）実施件数2：令和２年度 19 件／令和３年度 25 件 

 より多くの市民が市民参加の取組に参加できる環境を整備していくため、市民委員経

験者の意見・感想を聞く機会として、市民委員意見交換会や市民委員参加者アンケート

を実施しています。 

 パブリックコメントの提出については、より多くの方が簡易に意見を表明できるよう、

直接の持参や郵送に加えてメールや電子申請による受付も行っています。 

 

成果 

 市民意識調査における「市政に市民が参加できる環境が整っていると思うか」の問いに

ついて3、 「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の合計割合は調査ごとに増加を

示しています。 
平成 29 年度：26.2%、令和元年度：29.4%、令和 3 年度：30.7% 

 パブリックコメントの提出方法について、平成 30 年度以降の調査で最も多いのは、「時

間」や「場所」にとらわれない電子申請による受付であり、全体の７割以上を占めてい

ます。 

平成 30 年度：72.6%、令和元年度：77.6%、令和 2 年度：82.2%、令和 3 年度：84.2 課題 

 オンライン活用状況調査（庁内アンケート）の結果では、職員が会議等にオンラインを

活用していくにあたり「オンライン参加者の表情が読み取りづらく参加者の反応や空

                                            
2 令和２年度、令和３年度オンライン活用状況調査より（庁内アンケート） 

3 令和３年度（2021 年度）つくば市市民意識調査報告書，つくば市，p68 
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気感の把握などに限界を感じる」という声が挙がりました。 

 市民委員参加者アンケートの結果4から、「審議会等に参加することを周りの人に勧めた

いと思うか」について「勧めたい」「どちらかというと勧めたい」と回答する人の割合

は高い（76.7％）が、市民委員経験者の声を広く伝える情報発信ができていない。 

 市民意識調査における「市政に市民が参加できる環境が整っていると思うか」の問いに

ついて5、「わからない」と回答する割合も増えていることから、市民委員意見交換会等

を活用し、その原因把握を行っていく必要があります。 

 市民委員について、応募者を年代別で見ると若い世代の応募者が他の年代と比べると

圧倒的に少ない状況となっており、計画等の立案において若い世代の意見の反映が困

難となる。（第１回会議でも意見あり） 
20 代以下の応募者：平成 30 年度 6.3%（4 人）、令和元年度 1.0%（1 人）、令和２年度 3.8%（4

人）、令和 3 年度 5.9%（7 人）※図１参照 

 

 
図１：年代別応募者数（平成 30 年度～令和３年度）の推移 

                                            
4 令和元年度（2019 年度）市民委員アンケート 
5 令和３年度（2021 年度）つくば市市民意識調査報告書，つくば市，p68 

- 6 -



資料１ 

- 6 - 

  

【行政経営懇談会でいただいたご意見】 

 会議等に参加する中で、参加者が「分からない」ことを意思表示できる環境を整え、

議論に入っていけるよう解消に取り組んでいくことが必要ではないか。 

 市の取組と自分がどのように地域と関わっているのかについてイメージを持って

もらうことが将来的な市民参加促進のために重要であることから、市は学校教育や

家庭教育との連携を図り、市民参加とは何かということについて理解を深める取組

を行っていくことが必要ではないか。 
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３ 市民参加の推進に関する基本的な考え方 

 （３）市民意見の積極的な反映（３ページ） 

 

市の取組状況 

 審議会等において、これまで市と接点の少なかった市民の声を汲み上げていくため、平

成 30 年度から「委員等候補者名簿」の整備を行い、その活用を進めています。 

 平成 29 年度に地区相談課及び地域相談センターが設立され、各地区における対話機能

を高め、地区相談業務の充実を図っているほか、市庁舎や地域交流センター等に設置し

ている「市長へのたより」の専用はがき、市長が市内 6 地区に出向く地区別タウンミ

ーティング等実施しています。 

 市民意見が積極的に反映できる会議運営の改善のため、市民委員経験者の意見・感想を

聞く機会として、市民委員意見交換会や市民委員参加者アンケートを実施しています。 

 市の計画案に対するパブリックコメント実施を行い、意見を計画に反映できなかった

場合はそのフィードバックとして、パブリックコメントの結果公表時には「市の考え

方」において丁寧な説明を記載するよう取り組んでいます。 

 

成果 

 市の附属機関や懇談会の委員に市民が参加する会議の数が増えるとともに、庁内にお

ける「委員等候補者名簿」の活用も年々増えていることから市政に参加する市民の多様

化が進み、市政に参加する市民の固定化を避け、これまで市と接点の少なかった市民の

意見等を把握することができました。（表１参照） 
委員等候補者名簿登載者の市民委員登用実績（表２参照） 

   平成 30 年度：1 人、令和元年度：1 人、令和２年度：3 人、令和３年度：14 人、 

令和４年度：21 人(9/30 時点) 

 市民委員意見交換会の開催や市民委員参加者アンケートの実施により、市民委員が参

加した会議等において当事者からの意見を把握することができ、結果を後の会議運営

に反映し、発言しやすい会議づくりを行ってきました。このことから、市民委員参加者

アンケートにおける「自身の意見を言うことができた」と回答する割合は調査ごとに増

加しています。 
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表１：市民委員が参加している審議会等総数と参加委員数の推移 

 平成 30 年 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

市民委員が参加している審議会等総数 18 件 19 件 27 件 39 件 

参加委員数 63 人 98 人 106 人 118 人 

【参考】つくば市審議会等総数 95 件 100 件 102 件 105 件 

うち、市民委員の参加が可能な審議会等数 39 件 29 件 38 件 47 件 

 

表２：市民委員数に占める委員等候補者名簿登載者の登用実績 

 市民委員数 

［A］ 

委員等候補者名簿 

登用者数［B］ 
割合［B／A］ 

平成 30 年度 67 人 １人 1.5% 

令和元年度 41 人 １人 2.4% 

令和２年度 67 人 ３人 4.4% 

令和３年度 60 人 14 人 23.3% 

令和４年度 74 人 21 人 28.3% 

 

課題 

 令和３年度市民意識調査の結果6（問 15：あなたは市政に対する自分の意見等を伝えた

ことがあるか）では、約 36％の回答者が「市に伝えたい意見がない」と回答している

ことから、積極的には意見表明しない市民の存在を考慮することや市に寄せられた意

見は、市民の「多数の民意」を代表した意見とは限らないということを踏まえ、意見聴

取や情報発信の取組が必要です。 

 令和３年度市民意識調査の結果7（問 16：あなたはつくば市の市政には、市民の声が生

かされていると思うか）では、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」の合計割合は

前回調査から増えました。しかし、一方で「わからない」と回答する割合も増えている

ことから、市民委員意見交換会等を活用し、その原因把握を行う必要があります。 

 令和２年度から市民委員参加者アンケートで追加した設問の集計結果（問：ご自身の意

見や質問などを発言することができましたか）では、令和２年度と令和３年度の回答を

比較すると、「言うことができた」「どちらかというと言うことができた」の回答割合は

令和２年度：82%・32 件、令和３年度：83.4%・50 件でした。（表３参照） 

 

                                            
6 令和３年度（2021 年度）つくば市市民意識調査報告書，つくば市，p71 
7 令和３年度（2021 年度）つくば市市民意識調査報告書，つくば市，p74 
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表３：市民委員参加者アンケート結果 

 

 
 

 

４ 市民参加の実施（４ページ） 

  

本項については、「２市民参加とは（３）市民参加の４段階」に示した各段階における具

体的な手法が例示してあります。 

 行政の事業サイクルは、「企画・立案、計画」「実行」「評価・検証」の３段階を基本とし

て考えられていましたが、市民参加を推進していくにあたっては、「企画・立案」を第一段

階とすると、原案ができている状態で市民参加が行われると参加しにくいと感じる声があ

りました。また、「企画・立案、計画段階の一つ前、そもそも何を計画するかというところ

で、市民の意見を聞くというのも必要」という意見もあったことから、「共有・理解」を第

一段階に置き、常に「共有・理解」を図りながら進めていくこととしました。 

 市民参加の４段階別に平成 30 年度から令和３年度における市が実施した事業件数をま

回答数 構成比 回答数 構成比
21人 53.8% 34人 56.7%
11人 28.2% 16人 26.7%
6人 15.4% 6人 10.0%
1人 2.6% 3人 5.0%
0人 0.0% 1人 1.7%
39人 100.0% 60人 100.0%

※市民委員参加者アンケート（令和２年度～令和３年度）より抜粋

R2（N=39人） R3（N=60人）

合計

ご自身の意見や質問などを発言することができましたか。

選択肢

言うことができた
どちらかというと言うことができた
どちらかというと言うことができなかった
言うことができなかった
その他

【行政経営懇談会でいただいたご意見】 

 市民意見の積極的な反映の成果として、発言しやすい会議づくりを行ってきたこと

は評価できる。 

 市民委員参加者アンケートにおける「ご自身の意見や質問などを発言することがで

きましたか。」（表２）の回答について、微増で、調査も踏まえると表現方法を見直

すべきではないか。 

 市民委員に参加するメリットとして、自分の意見が反映されたと目に見えて分かる

と参加した甲斐があったと実感できるのではないか。 
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とめた結果（表４参照）、「共有・理解」段階において、最も多くの事業が実施されている

結果となっています。このことから指針策定後、市では、行政と市民が互いにそれぞれの

状況や考え方を「共有」し、「理解」し合える環境づくりに向けた取組の重要性が浸透して

きていると考えられます。 

 また、新型コロナウイルスの感染拡大により、出前講座やタウンミーティングといった

対面型の市民参加の実施件数は減りましたが、非接触の形式で市民の声を聞くことができ

る方法としてアンケート調査は著しく増加しました。（図２参照） 
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表４：市民参加の４段階における事業件数の推移 

 平成 30 年 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

「共有・理解」 115 件 135 件 122 件 131 件 

「企画・立案、計画」 38 件 25 件 21 件 24 件 

「実行」 25 件 19 件 8 件 14 件 

「評価・検証」 17 件 5 件 7 件 12 件 

 
市民参加の４段階と主な実施手法の例 

「共有・理解」… タウンミーティング、住民説明会、出前講座、シンポジウム・フォーラ

ム 、アンケート 等 

「企画・立案、計画」… 審議会等、パブリックコメント手続き、ワークショップ 等 

「実行」… アンケート、ワークショップ、市民講座、シンポジウム・フォーラム 等 

「評価・検証」… 審議会等、アンケート、出前講座 等 

 
図２：市民参加の主な実施手法とつくば市における実施状況 
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５ 市民参加の推進に関する取組の公表及び評価・検証（５ページ） 

 

市の取組状況 

 市民参加の取組について、毎年度、当該年度に実施する予定の対象事業をまとめて市公式

ホームページで公表しています。 

 毎年度、行政経営懇談会にて前年度の市民参加の取組実績について検証を行い、次年度の

市民参加の取組に反映しています。 

 評価・検証方法として、市民委員意見交換会の開催や市民委員参加者アンケートの実施を

通して、参加者の声を把握するとともに、その結果を各部署へ共有し、委員が参加する会

議等の運営の改善につなげています。 

 庁内各部署で事業評価として使用している「事務事業マネジメントシート」に、令和２年

度から新たに「市民参加の４段階」の項目を作成し、各事業における市民参加取組を把握

できるよう運用しています。 

 

成果 

 指針策定以前、市民参加の取組情報については、各部署がそれぞれ市公式ホームページ

等に掲載しており、市民にとって情報を把握しにくい状態でしたが、情報をまとめて掲

載することで必要な情報を把握しやすいものとなりました。 

 「事務事業マネジメントシート」に「市民参加の取組状況」の項目を追加したことによ

り、定期的に各部署における事業の市民参加取組状況の検証が可能となり、かつ当該シ

ートを市公式ホームページで公表することで外部からも取組状況について確認ができ

るものとなりました。 

 「市民委員意見交換会」や「市民委員参加者アンケート」、「事務事業マネジメントシー

ト」の活用により、市民参加の取組について内部で検証できる仕組みづくりが整いつつ

あります。 
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市民参加取組の検証方法（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

  

・課題の解決策を踏ま

えて、事業の内容から

最適な市民参加取組

を設定する 

・下記のデータ等を用

いて取組の分析・検

証を行う 

①市民委員意見交換会 

②市民委員参加者アン

ケート 

③庁内アンケート 

④事務事業マネジメン

トシート検証 

 

・設定した市民参加の

取組を実施する 

ＰＬＡＮ

最適な市民参加

取組の設定

ＤＯ

市民参加取組

実施

ＣＨＥＣＫ

各種データによる
取組検証

ＡＣＴＩＯＮ

検証結果の

庁内共有

課題解決策の検討

・検証結果を庁内へ

共有し、課題解決

策の検討を行う 
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事例紹介

デジタル技術を活用した市民参加の取組

0

資料２

事例名：市民参加型合意形成プラットフォーム
「Decidim」（デシディム）

事例都市：兵庫県加古川市（人口：約25.8万人）

概要：
Decidimとは、2016年にバルセロナ（スペイン）で誕生したオープン
ソースの参加型民主主義プラットフォームで、オンライン上でボトム
アップの市民参加をサポート

世界各地に広がり、フィンランド、台湾などをはじめとして180以上の
組織、32万ユーザー、160以上のプロジェクトが立案

日本国内では、2020年加古川市にて、施設の愛称募集（加古川東市民
病院跡地整備事業）やスマートシティ構想の実施状況など、市民との意
見交換に活用

出典：一般社団法人コード・フォー・ジャパン 2021.10.23活動レポート 【最終閲覧：2022/12/30】
コロナ時代の参加型民主主義プラットフォームの実践～Decidimを例に～

https://www.code4japan.org/news/covid-decidim?_fsi=Sb3k8D8C
1
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出典：加古川市市民参加型合意形成プラットフォーム 【最終閲覧：2022/12/30】
https://kakogawa.diycities.jp

事例名：市民参加型合意形成プラットフォーム
「Decidim」（デシディム）【兵庫県加古川市】

2

事例名：市民参加型合意形成プラットフォーム
「Decidim」（デシディム）【兵庫県加古川市】

出典：加古川市市民参加型合意形成プラットフォーム 【最終閲覧：2022/12/30】
https://kakogawa.diycities.jp

アイデア募集、意見収集、パブコメ等様々な段階の市民参加に活用可能

3
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事例名：市民参加型合意形成プラットフォーム
「Decidim」（デシディム）【兵庫県加古川市】

その後の工程を示すことで、市民が現在求められているフェーズを意識して投稿可能

出典：加古川市市民参加型合意形成プラットフォーム 【最終閲覧：2022/12/30】
https://kakogawa.diycities.jp

4

出典：加古川市市民参加型合意形成プラットフォーム 【最終閲覧：2022/12/30】
https://kakogawa.diycities.jp

事例名：市民参加型合意形成プラットフォーム
「Decidim」（デシディム）【兵庫県加古川市】

全市民の0.4%程度の参加

5
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事例名：市民参加型合意形成プラットフォーム
「Decidim」（デシディム）【海外の事例】

ニューヨーク市（アメリカ） ヘルシンキ市（フィンランド）

出典１：ニューヨーク市市民活動委員会 【最終閲覧：2022/12/30】
https://www.participate.nyc.gov
出典２：ヘルシンキ市 【最終閲覧：2022/12/30】
https://omastadi.hel.fi/?locale=en

発展的な取組：市民参加型予算編成
オンライン上でアイデア募集から投票まで段階を経ながら住民から提案された

アイデアの実施に対して予算を割当

6

事例名：市民参加型合意形成プラットフォーム
「Decidim」（デシディム）【ヘルシンキ市（フィンランド）】

事例都市：ヘルシンキ市、フィンランド（人口：約65万人）

概要：
Decidimを活用したOmaStadi（オマスタディ）市民参加型予算編成・
ヘルシンキモデルとは、2018年からヘルシンキ市で実践されている市
民参加の取組

この取組は、「ブレインストーミング」から「投票」、「提案の実施」
まで、すべてDecidim上にて提供

現在、２期目（2020-2021）で、1463件のアイデアが提出され、397
件の提案にまとめられた後、「投票」を行い、75件（18%）が進行中
ヘルシンキ市は、アイデアの実施に880万ユーロ（約12億円）を投入

※投票率は、約８％（投票権は、12歳以上のヘルシンキ市民）
※プロジェクト予算（880万ユーロ）は、市予算の1%程度
※プロジェクト予算は、右図のようにエリア毎に配分

出典：ヘルシンキ市 OmaStadi will be revamped – join us! 【最終閲覧：2022/12/30】
https://omastadi.hel.fi/posts/9

7
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事例名：市民参加型合意形成プラットフォーム
「Decidim」（デシディム）【ヘルシンキ市（フィンランド）】

出典：ヘルシンキ市 OmaStadi Material bank 【最終閲覧：2022/12/30】
https://omastadi.hel.fi/pages/materiaalipankki?locale=en

アイデアを促すカード（テーマ、エリア、基準、ペルソナとなる市民像）

ブレインストーミングを活性化させるワークショップ（OmaStadi game）

8

9

事例名：市民参加型合意形成プラットフォーム
「Decidim」（デシディム）【ヘルシンキ市（フィンランド）】

ブレインストーミングの結果提出
されたアイデアは、その後の取扱
いまで追跡可能

次のフェーズに進んだアイデアに
は、Accepted to co-creation。
次のフェーズに進めなかったアイ
デア（Not accepted)も確認す
ることができる

出典：ヘルシンキ市 OmaStadi 【最終閲覧：2022/12/30】
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/183/?locale=en
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事例名：市民参加型合意形成プラットフォーム
「Decidim」（デシディム）【ヘルシンキ市（フィンランド）】

フィンランド語 スェーデン語

英語

多言語で機運醸
成用のフリー素
材を提供

Instagram用ツールポスター用

市民の参加を促す工夫（各種メディアに対応した素材を配布）

出典：ヘルシンキ市 OmaStadi Material bank 【最終閲覧：2022/12/30】
https://omastadi.hel.fi/pages/materiaalipankki?locale=en

10

事例名：市民参加型合意形成プラットフォーム
「Decidim」（デシディム）【ヘルシンキ市（フィンランド）】

出典：ヘルシンキ市 OmaStadi 【最終閲覧：2022/12/30】
https://omastadi.hel.fi/?locale=en

市民から提案されたアイデアで2021年秋に投票で選ばれた75の提案の進捗が公表

地図からプロジェクト
を検索可能

現在のフェーズ過去のフェーズ

11
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事例名：市民参加型合意形成プラットフォーム
「Decidim」（デシディム）【ヘルシンキ市（フィンランド）】

出典：ヘルシンキ市 OmaStadi 【最終閲覧：2022/12/30】
https://omastadi.hel.fi/?locale=en

個別のプロジェクト状況が紹介
プロジェクト：屋外ジム（港エリア：カタヤノッカ・クルーヌンハカ）の状況

約1200万円

12

事例名：市民参加型合意形成プラットフォーム
「Liqlid（リクリッド）」

事例都市：東京都府中市（人口：約26万人）

概要：
「Liqlid」は、「アイデアを出す」「共同で文書を作り上げる」「意向
調査を行う」「結果が表示・保存される」という段階を一貫して実行で
きるWeb アプリケーション

各段階でアイデアを投稿や共同で文書を作る過程で修正の提案も可能な、
「いつでも、どこでも、誰でも」参加できるシステム設計により、プロ
ジェクトへの積極的な参画から、負担感の軽い参画まで、個々のニーズ
に合った形で参画できる仕組み

府中市では、新型コロナウイルス感染症により生じた地域課題を解決す
る協働プロジェクトの一環で、「文化・スポーツ施設の適正配置等のあ
り方を考えるオンライン上での市民参加」 として2021年度に実施

出典：PR TIMES 2021.12.13 【最終閲覧：2023/1/4】
Liquitous、東京都府中市と協働して独自開発の参加型合意形成プラットフォーム「Liqlid」を活用した事業を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000054692.html 13
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事例名：市民参加型合意形成プラットフォーム
「Liqlid（リクリッド）」

14

出典：PR TIMES 2021.12.13 【最終閲覧：2023/1/4】
Liquitous、東京都府中市と協働して独自開発の参加型合意形成プラットフォーム「Liqlid」を活用した事業を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000054692.html

事例名：対話型政策検討プラットフォーム
「アイデアボックス」【デジタル庁】

概要：
アイデアボックスは、株式会社自動処理のオンライン討論システムで、
投稿された意見について、賛否の投票、提案、コメントを付ける機能が
あり、市民の同士で意見交換を行う事で、より良い政策にブラッシュ
アップ出来る仕組みを備える

デジタル庁では、デジタル社会の実現に向けた政策やデジタルサービス
の改善等について、幅広い国民から意見やアイデアを募集し、オープン
に共有・議論するコミュニティプラットフォームとして2020年４月か
ら運用

出典：PR TIMES 2021.10.05 【最終閲覧：2022/12/30】
DX・スマートシティ推進！政府・自治体にデジタル庁でも採用された政策検討プラットフォーム

『アイデアボックス』を半年無償貸与！申し込み続々！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000067480.html

15
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事例名：対話型政策検討プラットフォーム
「アイデアボックス」【デジタル庁】

出典：意見募集プラットフォーム デジタル庁アイデアボックス 【最終閲覧：2022/12/30】
https://digital-agency.ideabox.cloud

提案に対して、コメントを添えた投票が可能

16

株式会社VOTEFORと共同で、平成30年
度から令和２年度まで「つくば
Society5.0社会実装トライアル支援事
業」の最終審査をフィールドに、審査委
員だけでなく、市民が審査に参加できる
「インターネット投票システム」の実証
実験を実施

公職選挙でのインターネット投票の実現
に向けて、ネット投票の信頼性・利便性
を高めるため、マイナンバーカードによ
る個人認証、ブロックチェーンによる投
票データの秘匿性・改ざん防止などの技
術を実証し、PCやスマートフォンから
の投票を実現

過去３年間の検証結果を踏まえ、「つく
ば市科学技術・イノベーション振興指針
の策定に向けた市民意見アンケート調
査」としての応用

事例名：インターネット投票【つくば市】

17
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提言書骨子案 

「（仮称）つくば市市民参加推進に関する指針」の検証及び取組課題の検討 

 

 

１ はじめに 

 つくば市では、平成 30 年３月に「つくば市市民参加推進に関する指針」（以

降、「市民参加指針」とする）を策定し、市政への市民参加を促進するため、

市民参加を「共有、理解」、「企画・立案、計画」、「実行」、「評価・検証」の４

段階で進めるとともに、つくば市の附属機関の委員及び懇談会等の構成員の

一部に市民が参加することとしている。 

 市民参加指針では、策定から５年を超えない期間で検証を行うことを規定し

ていることから、これまでの取組等を踏まえて指針の検証を行った。 

 

２ 指針の検証過程 

(1) テーマ 

「つくば市市民参加推進に関する指針」（平成 30 年３月策定） 

 

(2) 委員構成 

 別紙（委員名簿） 

 

(3) 開催日 

第１回 令和４年８月 25 日 概要説明（つくば市における市民参加の取組） 

第２回 令和４年 11 月 18 日 意見交換 

第３回 令和５年１月 31 日 意見交換及び提言書作成 

   

  (4)検証方法 

 行政経営懇談会では、10 名の委員で、令和４年８月から●回にわたり、「市民

参加指針」について、様々な角度から意見交換を行った。 

 懇談会では、つくば市の取組状況を聞き取り、「市民参加指針」の構成、「市民

参加の推進に関する基本的な考え方」について議論を深め、今後の市民参加

取組の課題に対する対策、検証方法について提言書をまとめた。 

 

 

- 24 -



資料３ 

- 2 - 

３ 指針の検証結果について 

 「市民参加指針」の「３．市民参加の推進に関する基本的な考え方」の項目につい

て、事務局から示された実施状況、市民意識調査結果等を参照し、指針の適用範囲や

定義、構成に関する「総論」と指針で整理した「市民参加の推進に関する基本的な考

え方」の項目に関する「各論」、それぞれについて意見交換を行った。 

  

 

主な意見交換の状況 

【総論】 
 

 指針の策定からこれまで、市民参加の取組は感染症の影響により対面での開催からオンラ
インやアンケート調査などの非接触形式の方法が増加する変化があり、数年後に誤った解
釈がされないよう、その記述があっても良いのではないか。 
 

 市民意識調査の集計結果（問 15：あなたは市政に対する自分の意見等を、以下の方法で市
に伝えたことがありますか）で、「市に伝えたい意見がない」（631 人、36.0%）に加え、
「無回答」（374 人、21.4%）にも着目すると「市に言っても無駄だと考える人」、「市政に
興味がない人」も含まれているのではないか。なぜ無回答となっているか、要因を分析し
てはいかがか。 
 

 市民意識調査の集計結果（問 14：あなたは、つくば市には、市政に市民が参加できる環境
が整っていると思いますか）で、「そう思う」（85 人、4.9%）と「どちらかといえばそう
思う」（451 人、25.8%）と回答する人が増えているが、「分からない」（574 人、32.7%）
も増えていることを踏まえると、「市民が市政に参加する」という機運が高まっていない
のではないか。 

 
 市では市民参加における環境整備をこれまで行ってきたが、参加者数の増加を引き続き課

題と考えているなら、基本的な考え方の３項目（情報の積極的な発信・参加しやすい環境
づくり・市民意見の積極的な反映）の前段階として市民が参加したいと思うよう学校教育
との連携など「参加意欲の醸成」について考える必要があるのではないか。 
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主な意見交換の状況 

【各論】 
（１）積極的な情報発信 

 情報発信する立場（行政）のみではなく、情報を受け取る側（市民）の行動に目を向ける
べきではないか。 

 若い世代をターゲットとするのであれば、硬い情報は、噛み砕いて発信すべきではないか。 
 発信ツールを拡大していくだけではなく、既存の媒体においても情報を見つけやすく目立

たせる工夫が必要ではないか。 
 紙媒体は、自ら情報収集を行わずとも、情報を受け取れるメディアであり、一定の年齢層

には、非常に有益なメディアである。紙と電子（ホームページや SNS 等）のメリット・デ
メリットを踏まえて、使い分けて情報発信すべきではないか。 

 そもそも、市政に興味がない人には、「参加したことでどのようなメリットがあるのか」
を発信することが必要ではないか。一方で、情報発信には限界があることも致し方ない。 

 
（２）参加しやすい環境づくり 

 市が参加しやすい会議づくりを進めていることは重要であり、評価できる。 
 市民意識調査の年代別集計結果（問 14：あなたは、つくば市には、市政に市民が参加でき

る環境が整っていると思いますか）で、「わからない」（37.1%）であるが、そもそも、回
答者属性（年齢別）集計結果で 10 代の回答が 27 人（1.5%）であり、若い世代の意見を
把握できていないのではないか。 

 学校教育や家庭教育との連携を図り、市民参加とは何かということについて理解を深めて
いくことが今後の市民参加を考えていくうえでは重要ではないか。 

 会議等に参加する中で分からないことがあれば分からないと言えるような環境づくりが
必要ではないか。 
 

（３）市民意見の積極的な反映 
 市民意識調査の年代別集計結果（問 14：あなたは、つくば市には、市政に市民が参加でき

る環境が整っていると思いますか）で、「わからない」（37.1%）であるが、そもそも、回
答者属性（年齢別）集計結果で 10 代の回答が 27 人（1.5%）であり、若い世代の意見を
把握できていないのではないか。（再掲） 

 市民委員参加者アンケートの集計結果（問：ご自身の意見や質問などを発言することがで
きましたか）に関する市の分析で、「自分自身の意見を言うことができたと回答する割合
が調査ごとに増加」と記されているが、市民委員参加者アンケートに本設問が設けられて
２年目ということを踏まえると、表現を見直すべきではないか。 
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４ 市民参加の推進に関する今後の課題と対策について 

 

幅広い世代の方に積極的な参加を促進するため、以下を提案しますので検討された

い。 

提言１：情報の積極的な発信について 

市民参加の機会について市民の認知度向上や意識の醸成を図る取組を充実された

い。 

【主な取組（意見）等】 

（１）多様な情報発信ツールの活用 

 交流センターの掲示板に市民委員募集チラシを貼ることは、多くの人の目に触

れる仕掛けとして効果的であるのではないか。 

 一方で、ツールの多様化のみではなく、既存のホームページなどで情報の見つけ

やすさ、目立たせ方についても工夫等既存のツールの改善も必要ではないか。 

 （２）ターゲットの理解深化 

 ターゲットの理解深化（分かっていない人が、何を分からないのか、何を伝えれ

ばよいか、把握するためには、該当する属性の対象を集めて意見把握することも

必要ではないか） 

 （３）市民参加の意義共有 

 市民委員に参加することでどのようなメリットがあるのか、市民委員参加経験

者の声を発信することが必要ではないか。 

 

提言２：参加しやすい環境づくり 

 市民参加の効果を最大限発揮できるよう市民が置かれている状況を十分に考慮す

ることに加え、会議出席者の意見形成の支援や意識啓発の取組を充実されたい。 

【主な取組（意見）等】 

 （１）事前説明の徹底 

 会議等において、参加する市民の疑問点を解消し、安心して議論に参加し意見

表明できるよう事前説明を徹底して行うことが必要ではないか。 

（２）教育との連携 

 市の取組と自分がどのように地域と関わっているのかについてイメージを持

ってもらうことが将来的な市民参加促進のために重要であることから、市は学

校教育や家庭教育との連携を図り、市民参加とは何かということについて理解

を深める取組を行っていくことが必要ではないか。 
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提言３：市民意見の積極的な反映 

 積極的に意見を表明できない市民意見の汲み取りや意見聴取後のフィードバック

についての仕組みづくりを充実されたい。 

【主な取組（意見）等】 

 （１）サイレント・マジョリティのフォロー 

 積極的に参加したいと思わない人の意見もどのようにして市政に反映してい

くかの仕組みづくりについても考えていく必要があるのではないか。 

 

 （２）合意形成過程の見える化 

 市民委員に参加するメリットとして、自分の意見が反映されたと目に見えるか

たちでわかるような配慮が必要ではないか。 

 

 

５ おわりに 

 令和４年度（2022 年度）行政経営懇談会では、平成 29 年度（2017 年度）行政経営

懇談会にて議論した「つくば市市民参加推進に関する指針（案）」について、その後５

年間の市民参加の取組状況を確認した。 

 

 

 

 

  

提言書の結びとして、令和４年度の懇談会の雰囲気や今後市に対する期待等を

述べる。以下は、事務局案です。 

○ 当懇談会の提言を踏まえ、市政への市民参加の推進に向けて更なる取り組み

を進められたい。 

○ 市民参加の取組検証方法については、今後、庁内での検証体制を確立してい

くよう検討されたい。 

○ 今回は市民委員として市の会議に参加する心理的ハードルを下げるキッカケ

づくりとして、会議の感想・気づいたこと等を別紙に掲載する。 
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令和４年度（2022 年度）つくば市行政経営懇談会 委員 

 

 
氏 名 役 職 等 

１ 
いいだ てつお 

飯田 哲雄 つくば市区会連合会会長 

２ 
うえだ たかのり 

上田 孝典 
筑波大学 人間系（教育学域） 
准教授 

３ 
おがわ かずひろ 

小川 一弘 
市民委員 

4 
こみやま きょうこ 

小見山 京子 
市民委員 

5 
てづか じゅんこ 

手塚 純子 
市民委員 

6 
ほしの しょうこ 

星埜 祥子 
子育てほっとステーション・オアシス 

代表 

7 
ほり けんすけ 

堀 賢介 つくばパーク法律事務所 弁護士 

8 
 みずたに ひろこ 

水谷 浩子 
テクノパーク桜のまちづくりを考える会 
代表 

9 
みぞうえ ちえこ 

溝上 智惠子 
筑波大学 理事、副学長 

10 
やぎした こういちろう 

柳下 浩一朗 
市民委員 

(敬称略、50 音順)  

期間：令和４年（2022 年）８月 25日～令和５年（2023 年）３月 31 日  
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つくば市行政経営懇談会
事務局説明資料

日時 令和５年１月31日（火）14:00 ～
場所 つくば市役所コミュニティ棟３階会議室Ａ・Ｂ

事務局：つくば市政策イノベーション部企画経営課

令和４年度第３回つくば市行政経営懇談会
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経過

令和４年８月25日
第１回行政経営懇談会

概要説明（つくば市における市民参加の取組）

令和４年11月18日
第２回行政経営懇談会

意見交換

令和４年度第３回つくば市行政経営懇談会
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これまでの議論

第２回協議
（11/18）

第１回協議
（8/25）

若い世代の参加の促進
• 幼少期に地域とのかかわりについて考える機会が重要ではないか。
（学校教育、家庭教育等との連携）

• 若い世代の意見聞き取りや直接議論を行うべきではないか。

効果的な広報、公表方法
• 委員等候補者名簿（無作為抽出名簿）の認知度を高める工夫が必

要ではないか。
• 市民委員参加者経験の声（経験談）に触れる機会が増えるとよい

のではないか。

指針の構成
• 指針に示す基本的な考え方（３本柱）の前段階に、「参加意欲の

醸成」という柱が必要ではないか。

検証方法
• 対象となる属性（若者や市政に関心の低い市民）を集めて詳細

の意見把握が必要ではないか。

令和４年度第３回つくば市行政経営懇談会
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本日の流れ

（１）前回までの振り返り

指針の評価・検証（資料１）の一部修正

第２回会議を踏まえ、一部表現の修正

市民参加の事例紹介（資料２）

第１回会議の委員提案を踏まえた事例報告

提言書骨子案（資料３）

第１～第２回会議を踏まえ、骨子案を作成

行政経営懇談会委員から市長へ提言書を提出
※３月２８日実施予定

本日の主題：提言書骨子案について協議

令和４年度第３回つくば市行政経営懇談会
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提言書のイメージ

提言書骨子案

1. はじめに

2. 指針の検証過程

3.指針の検証結果について

（１）総論
（２）各論

4.市民参加の推進に関する今後
の課題と対策について

（１）情報の積極的な発信
（２）参加しやすい環境づくり
（３）市民意見の積極的な反映

5. おわりに

まとめ方のイメージ

３ 指針の各項目について

提言
＋

（個別の意見交換の状況）

※４ について
具体的なアイデアも記載

提言書
プラス 参考資料として、「指針の評価・検証結果」を添付

※前回会議結果を踏まえ、一部加筆・修正

令和４年度第３回つくば市行政経営懇談会
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事例紹介
資料２



提言書ポイント（案）

３ 指針の検証結果について→各委員の問題意識を含めた意見交換の状況

総論

・今後も指針の枠組みに沿って市民参加を進めていってよいか。

・市が考える課題と市民が考える課題に違いがあるのでは。

各論 ※指針の基本的な考え方（３本柱）

・情報の積極的な発信

・参加しやすい環境づくり

・市民意見の積極的な反映

４ 市民参加の推進に関する今後の課題と対策について→提言＆具体的なアイデア

次のスライド参照

令和４年度第３回つくば市行政経営懇談会
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（１）積極的な情報発信
• 情報を受け取る側（市民）の行動に目を向けるべきではないか。
• 硬い情報は、噛み砕いて発信すべきではないか。
• 発信ツールを拡大だけでなく、既存の媒体においても情報を見つけやすく目立たせる

工夫が必要ではないか。紙と電子（ホームページやSNS等）のメリット・デメリット
を踏まえて、使い分けて情報発信すべきではないか。

• そもそも、市政に興味がない人には、「参加したことでどのようなメリットがあるの
か」を発信することが必要ではないか。一方で、情報発信には限界があることも致し
方ない。

（２）参加しやすい環境づくり
• 市が参加しやすい会議づくりを進めていることは重要であり、評価できる。
• 市民意識調査の年代別集計結果によると若い世代の意見を把握できていないのではな

いか。
• 分からないことを意思表示できる環境づくりが必要ではないか。

（３）市民意見の積極的な反映
• 市民意識調査の年代別集計結果によると若い世代の意見を把握できていないのではな

いか。（再掲）
• 会議等に参加したことで変わったことを目に見えるかたちで分かるようにすることが

必要ではないか。

これまでの議論 令和４年度第３回つくば市行政経営懇談会
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事務局説明 「提言書骨子案」、「指針の検証結果」 及び「事例紹介」について

本日の流れ

委員提案 市民参加の推進に関する今後の課題と対策 について

委員質疑 各資料の位置づけ、まとめ方 の確認 について

委員協議 提言内容、まとめ方（再） について

本日の議論を踏まえ、提言書案まとめ、委員確認後

行政経営懇談会委員から市長へ提言書を提出
※３月28日実施予定

令和４年度第３回つくば市行政経営懇談会
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